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巻 頭 言

都立豊島高等学校長

会長小川一郎

本年度は、本研究会が昭和37年11月に発足して30年に当たるので、都倫研創

立30周年記念号としてお届けしたい。昭和38年度実施の新学習指導要領において

必修科目として「倫理・社会」が設置されたことは、社会科教育にとっても画期的

なことであった。戦前の精神主義教育への反省から、ややもすると人間の内部に目

を向けることをせず、社会の仕組承など人間の外部にぱかり目を向けていた傾向が

あり、その反省に立ち、青年期にある高校生の人間形成などの要求に応えるものと

して「倫理・社会」は設置されたのである。

その当時の高校生からは、新鮮な科目として歓迎され、高校生の内面への思索に

取り組む授業実践などが次なに発表された。都倫研も研究例会（公開授業・研究発

法・講演の三本立て）だけでなく、分科会の研究も地道に進めてきた。そして紀要

の発行はもとより、研究成果の出版にも取り組象、 5周年記念出版をはじめ何回か

の出版を行ってきている。私も「倫理・社会」発足と同時に参加し、よく書かされ

たことが思い出される。今思うと恥ずかしいものも多いが、大変に役に立ったと思

っている。

今、高校は多様であり、一概にいうことはできないが、中途退学の増加がある。

その背景には不本意入学や無目的入学があり、学校不適応がかなり存在するといえ

る。一方、社会は激しく変動している。東西ドイツの統一に驚いたのはこの間のこ

とと思っていたが、今また、 ソ連邦の消滅という全く予期しなかったようなことが

起っている。国際化、情報化、価値観の多様化が進むなかで高校生は、どのように

生きたらよいかを求めている。 「在り方生き方に関する教育」が重視され、新しい

学習指導要領の目玉の一つとされているのも肯づける。それでは「在り方生き方に

関する教育」をどのように進めていったらよいかということになり、わ力都倫研も

この課題に取り組まなければならない。

創立30周年に当たり、記念出版として「『倫理』の指導内容の研究」を都倫研

の総力をあげて取り組んでおり、 この紀要出版のころは、完成されていると思う。

皆さんの参考にして頂くと同時に、ご意見などお寄せ頂ければと思う。
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I 平成3年度研究主題と研究体制

平成3年6月3日

〔本fl三度の研究堂1遡〕

現代社会のIMjを考えることを通して生徒に人旧】としての在り方生き方を探究

させるｵ開の研究

〔研究主題設定の趣旨〕

新学習指導典賦の実施が3年後に迫っている。今回の改訂では「社会科」が「地

理歴史f:｝」と「公邸:｝」にll聯成され、 「現代社会」が必修科目でなくなるなど大

幅な変更がある。また、これからの生徒数の減少など、高等学校はいろいろな面で

大きく変化しようとしている。

東西ドイツが統合され、新しい国際秩序が築かれようとし、湾岸戦争を契機とし

て、平和を守るための実効ある方策が求められるなど、世界情勢は急激に変動して

おり、そのなかで我々の生き方が問われている。国際化、情報化、高齢化がこれか

らますます進展する社会において、人類はいまだかって荏験したことのないような

多くの問題に直面することだろう。我右が日を接している生徒たちは、そうした社会

会に出ていくのである。

生徒たちに、社会の激流にのゑこまれずにたくましく生きて欲しいと願うのは共

通の思いである。そのためには、今のこの社会はどうあるのかを理解させ、これか

らの社会はどうあるべきなのかを考えさせることが大切である。そして、いかに高

校や社会が変わろうとも、人間として行うべきこと、守るべきことは何なのかを探

究し、自分はどのような生き方をするのかを考えることなくしては社会は決してよ

くならないのである。

本研究会はI唱和37年の発足以来、倫理教育の深化発展を目指して授業実践に

基づいた地道な研究活動を続けてきた。こうした姿勢は教科・科目の枠組承が変わ

ろうとも不動のものであり、激変する現代社会においてますますその意義が高まっ

ているものと確信する。

そこで本年度はこれまでの本研究会の活動の成果を踏まえ、現代の社会力鞄えて

いる政治的、経済的、倫理的な課題を考えることを通して生徒に人間としての在り

方生き方を探究させる『現代社会』『倫理』の指導内容及び指導方法についての研

究をすすめることとする。
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以上のような趣旨に基づいて、上記研究主題を設定した。なお、研究をすすめる

うえで以下の3点に重点をおくこととする。

（1） 『現代社会』の指導内容の「現代社会の基本的問鬮では、現代の社会が抱

える様々な問題を自らの問題として受け止め、それを通して人間としての在り

方生き方を探究するための指導について研究する。

』の指導内容の「人間生活における文化」では異なった文化や伝

ついての理解を深め、それをどのように自分たちの生活に生かし

(2) 『現代社会

統的な文化に

ていくのかを考えさせるための指導について研究する。

』の指導内容の「青年と自己探究」 「現代に生きる倫理」及び(3) 『現代社会

『倫理』では先哲の思想を生徒の現実の生活や人格形成にどう生かしていくか

を考えるとともに高校生に対する倫理教育に必要な教材及び指導方法について

研究する。

〔研究体制〕

第一分科会 「現代社会の政治経済的諸問題を通して人間としての在り方生き

方を考えさせる指導の研究」

民主主義の理念、憲法の基本原理などが生活の中でどのよう

にかかわり、生かされているのかを現代の政治や経済の問題

を素材として生徒の生活の視点から考えさせる指導内容や循

導方法について研究する。

「文化学習を通して人間としての在り方生き方を考えさせる指導

の研究」

外国人労働者問題等日本にいながら異文化と接する機会が増

えている今日、それをどのように理解して実際の生活に生か

していくのか、また、伝統的な文化の今日的意味はどこにあ

るのかを考えさせる指導内容や指導方法について研究する。

「現代の倫理的課題を考えさせる指導の研荊

高校生の意識に基づいて生徒が人生観、世界観を確立するこ

とができるような倫理教育をすすめるために先哲の思想をど

のように生かしていくかを考えるとともに生命倫理等科学技

術の進歩によって生じてきた新しい問題についての指導内容

や指導方法について研究する。
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Ⅱ研究分科会参加者名簿 (順不同）

◎印分科会世話人○印研究部副部長

〔第一分科会〕

葦名次夫（富士） 井口 靖（京橋定）

皆川栄太（京橋） 吉野 聡（学芸大附）

古山良平（学芸大附属）工藤文三（国立教育W

佐藤由紀子（武蔵丘） 斉藤 規（筑波大附）

○上村 肇（江jり 新井 明（南平）

◎増田和明（世田谷工） 増渕達夫（千歳）

辻勇一郎（大崎） 渡辺 誠庄川）

飯島博久（赤坂） 富塚 昇（大泉北）

立石武則（忍岡）

〔第二分科会〕

葦名次夫（富士） 井口 靖（京橋定）
吉野 聡（学芸大附及川良一（白鴎）
古山良平俘芸大附紺野義継正則）
◎功刀幸彦臓前工業定）三森和哉（赤羽商）
秋元正明（学芸大附属）小河信國（狛江）
水谷禎憲伏泉学園） 増田和明（世田谷工）
谷口次男（昭和一高） 町田 紳（羽田）

○渡辺安則（江東工） 渡辺 潔（深川定）
藤野明彦（欄埼） 伏脇祥二（八潮定）
本間恒男（瑞穂農芸）

〔第三分科会〕

葦名次夫（富士） 岡田博彰（墨田工定）
◎岩橋正人（北野） 吉野 聡（学芸大附
宮澤眞二（京欄 原田 健（清瀬）
高橋誠（八王子高陵）佐藤幸三（都立大附
佐良土茂（田園調布） 細谷 斉（武蔵）

秋元正明（学芸大附属）小笠原伽‘ （日大二高）
水谷禎憲（大泉学園成瀬 功（成瀬）
浅倉一臣（豊多摩） 増田和明（世田谷工）

◎大月郁夫（桜水商） 大谷いづみ昭和
中村康英（八王子jり 町田 紳（羽田）

~

田中謙一（秋lll) 渡辺 潔（深川定）
伏脇祥二（八潮定） 影山 洋促立西）
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平成三年度研究会活動報告概要Ⅲ

第一回 6月3日 （月）総会並びに研究発表大会

1）総 会

会長挨拶

平成2年度会務報告

平成2年度決算報告並びに監査報告

平成3年度役員改選並びに事務局構成

平成3年度事業計画審議

研究計画審議

平成3年度予算案審議

2）研究発表並びに研究協議

平成2年度研究活動の総括

「高校生の意識と生活に関する調査」の報告

3）講 演

「少年法制における子供の人権」

会場：新宿高校

会 長

府中高校

府中高校

府中高校

府中高校

千歳高校

府中高校

小川一郎氏

井上 勝氏

井上 勝氏

井上 勝氏

井上 勝氏

増渕達夫氏

井上 勝氏

大泉学園高校水谷禎憲氏

成瀬高校成瀬 功氏

一橋大学教授福田雅章氏

第二回 6月25日 （火） 第一回研究例会

1)公開授業

「現代社会と異文化理測

2）研究発表

「自己の技術一夢分析をめぐって」

3）講 演

「湾岸戦争とその後の周辺諸国」

会場：久留米西高校

久留米西高校平井啓一氏

蔵前工業高校功刀幸彦氏

拓殖大学助教授佐灸木良昭氏

第三回 10月14日 （月） 第二回研究例会

1）公開授業

「伝統文化における霊魂観・死生観」

2）研究発表

「青年期について

－7－

会場：石神井高校

石神井高校仁科静夫氏

豊多摩高校浅倉一臣氏



3）講 演

「差別と人間 上智大学教授ピセンテ･M・ボネット氏

第四回 11月22日 （金） 23日仕） 会場：東京学芸大学附属高校

第三回研究例会 全倫研秋季大会と共催

1）研究発表

「現代高校生の自己評価と生活意識」 成瀬高校成瀬 功氏

2）公開授業

「日本の経済は繁栄するか」 東京学芸大学附属高校秋元正明氏

「市場ケーム」 吉野 聡氏

3）全体協議 「倫理的内容に関する教育と課題」

問題提起 茨城・大洗高校澤田浩一氏

長野・田川高校久保田尚幸氏

東京・小松lll高校佐藤 勲氏

指導助言 文教大学教授酒井俊郎氏

4）分科会協議

第一分科会 「現代社会の諸問題を教材とした生き方指導の在り方」

宮城・名取北高校鈴木敏雄氏

東京・久留米西高校平井啓一氏

第二分科会塙校生の発達課題を踏まえた倫理学習の指導の在り方」

栃木・宇都宮工業高校猪瀬武則氏

埼玉・越谷西高校三浦俊二氏

第三分科会 「高等学校の教育活動における『人間としての在り方生き方』指導

東京・足立西高校大野精一氏

東京・深川高校渡辺 潔氏

4）講 演

「現代文化と哲学の課題」 中央大学教授丸山圭三郎氏

5）臨地見学

「東京．幕張ウォーターフロントに情報化・国際化の最前線を見る」

日の出桟橋一（水上バス）－葛西臨海公園一幕張メツセー

サッポロビール千葉工場一東京駅

－8－
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第五回 2月10日 （月） 第4回研究例会

1） 公開授業

「福沢諭吉に学ぶ」

「蓮如と一向一摸」

講 演

「私と生徒指導」

「都倫研・全倫研で学んだこと」

「生徒の自主性と教師の指導性」

豊島高校徳久 寛氏

豊島高校岸本次司氏

2）

豊島高校

竹早高校

東京学芸大学附属高校

小川

木村

秋元

一郎氏

正雄氏

正明氏
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Ⅳ研究例会報告

総会並びに研究発表大会

平成3年6月3日 （月） 東京都立新宿高等学校

次 第

1・開 会

2．会長挨拶

3．議長選出

4．議 事

（1）平成2年度 会務報告

（2）平成2年度 決算報告並びに監査報告

（3）平成3年度 役員改選並びに事務局構成

（4）平成3年度 1． 事業計画案審議

2． 研究計画案審議

5． 研究発表並びに研究協議

（'）平成2年度研究活動の総括 大泉学園高校水谷禎憲先生

（2）研究発表

「自己評価と高校生の意識・生活」 成瀬高校成瀬 功先生

6．分科会構成……世話人選出

7．講演 「少年法制における子供の人権」 一橘大学教授福田雅章先生

8． 閉会

平成三年度事業計画案

研究例会の開催第一回6月25日 （火） 久留米西高校

第二回 10月

第三回 11月下旬東京学芸大学附属高校（全倫研と共催）

第四回平成4年2月

研究分科会三分科会でそれぞれ4～6回を予定

都倫研会報第52号の発行 4． 都倫研紀要第30号の発行

公民科に関する研究・調査の実施

都倫研創立30周年記念出版事業

-10-
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平成3年度東京都高等学校倫理・社会研究会役員

（敬称略）

平成3年度都倫研事務局構成

－11－

役員 氏 名 （所属）

会 長 小川一郎（豊島）

副会長
中*揃吉（光丘） 小笠原悦郎（日大二高）
秋元正明（東京学芸大附属高） 木村正雄（竹早）

顧 問

矢谷芳雄徳久鉄郎岡本武男（攻玉社） 斉藤弘
金井壁（大妻女子大） 船本治義（トキワ松学園）

武藤一良（成徳短大) G・ コンプリ （ドン・ボスコ教育研究所）
増田信尾上知明凍女体大） 渡辺浩

中島清（都PTA連合会） 佐藤勇夫（竹早教員養成所）
寺島甲祐（多摩市教育研究所） 鮎沢真澄（聖心学園） 井原茂幸
道広史行（山崎学園富士見高） 酒井鮭ド （文教大） 鴫森敏
高橋定夫御厨良一（大妻女子4番高） 沼田俊一（目黒星美学園
山口俊治勝田泰次（白鴎） 永上建朗（武閾伊藤駿二郎（私
学教育研究所） 菊地尭（都立芸術劇場） 中村佑二
杉原安（攻玉社）

会計監査 細谷斉（武蔵） 佐藤勲（小松川）

事務局長

次長

井上 勝（府中）

水谷禎憲（大泉学園）

研究部

部長

副部長
増渕達夫（千歳）
上村 肇（江北） 渡辺安則（江東工業）
山本 正（玉川）

都倫研
広報部

部長

副部長
富塚 昇（大泉北）
平井啓一（久留米西） 町田 紳（羽田）

全倫研

調査広報部

部長

副部長
新井 明（南平）
原田晴夫哺平） 立石武則偲岡）

全倫研

調査委員会
部長
副部長

成瀬 功（成瀬）

和田倫明（航空高専） 浅倉一臣（豊多摩）
古山良平（学大附属）

事務局員

及川良一（白鴎） 宮澤眞二（京橋）
幸田雅夫（玉川聖学院） 吉野 聡（学大附属）
佐良土茂（田園調布） 徳久 寛僅島）
小島 孝（東） 高橋 誠（八王子高陵）
渡辺 潔（深川） 影山 洋（足立西）
水堀邦博（大山） 大谷いづみ（昭和）
佐藤幸三（都立大附属） 三森和哉（赤羽商業）
本間恒夫（瑞穂農芸）
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総会研究発表

｢少年法制における子供の人権」

一橋大学法学部教授福田雅章先生

少年法は全国のどこの大学にも独立した講座がなく、刑事政策ないしは刑事学の

一部として設定されている。私の大学では「刑事学第一」という講座で、年間15時

限程度の時間を使っている。少年法は、理論だけを説明してもなかなかわからない。

実務と密接な関係があるので、事件の担当弁護士や調査官や少年にも来てもらう

「ジョイントレクチャア」を行っている。

私の少年法における問題意識は、子供たちの輝いている目をみる限り、誰も将来、

非行少年や悪人になろうなどと思っていない。しかし、必ず一定数の、昨年度の例

でいうと刑法犯で約16万人の少年が非行ということで家裁の世話になっている。

あの子供たちはまだ、意思形成も不十分である。従って、自己決定も期待できない

年齢の少年たちは、そうせざるをえないものとして、非行に走っていく。こう考え

ると、非行とは本人の悪しき意思の問題でなく、環境と素質によって、非行は100

％作られるという認識に立つべきではないか。従って、私はその少年をたたき直す

とか罰を与えるということは、非常に不公平なことだという立場に立っている。で

は、こうした観点から現在の少年法制をどう理解したら良いのかということが、本

日のテーマと結び付いてくる。

本日お配りした資料のなかに、 「自由な国アメリカの残酷な刑事政策」というも

のがあるが、これは国家が少年法制という制度をつくって非行という犯罪に対応し

ているが、その対応が、必ずしも客観的に正しいものではなく、場合によっては時

の政策や利益集団によって歪められたものであるということを実証するために出し

たものである。刑事政策というものにまで話が広がってしまうかもしれな↓b本題

にはいる前に、次のことを予備知識として知っていてもらいたい。犯罪対策や少年

法制、刑事政策と聞いたときに、その目的は何だと思われるだろうか。言うまでも

なく、現に起きた犯罪を処理して、犯罪を減少させること、プラス、再犯を起こさ

せないということも含まれる。しかし、 もしも私が次のように言ったら皆さんはど

の様にお考えになるだろうか。それはr実はアメリカの刑靭攻策は、犯罪をつくり

だし、顕在化し、維持しておくことだ」ということである。皆さんはきっと「そん

－12－
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なことありっこない」とおっしゃるでしょう。しかし、アメリカではこのように考

えてみないと、社会のあらゆる側面が説明できない状況にまで至っている。日本と

対比しても、人口比当り、殺人で約50倍、強姦強盗で約250倍、窃盗で1200倍

から1500倍もの犯罪が起きている。アメリカのような人権の国、富多い国でなぜ

このようなこと力赦置されたのか。 1970年からこの20年間一時的な減少はあっ

たものの、一貫して犯罪件数は増加している。アメ.リカの刑事政策は大失敗である、

と日本の法務省や警察庁は評価している。しかし、本当は大成功だったのだ。1髄4

年に奴隷は解放されたが、自由という名のもとで低賃金労働者になるしかない。そ

の後100年たってやっと公民権運動を始め、黒人たちが白人社会へ入れてくれとい

う要求をした。ベトナム戦争で黒人は白人の弾よけとして「貢献」した。アメリカ

市民としての「実績」をあげた。これをたたき落としたのがニクソンの保守政策だ

った。さらにレーガンによって黒人は犯罪者にしたてあげられた。 1984年幽昔で、

黒人男性の6割が刑事施設に入れられている。アメリカの犯罪の9割までもが38

％の超極貧層によって行われており、被害者もその極貧層のなかに片寄っている。

サンフランシスコの留置所は11人中10人までが黒人､ないしはラテン系移民であ

る。なぜ、アメリカは犯罪を作り出す政策をとったのか、 というと第一に白人は黒

人と融合できないという差別の維持、第二に奴隷解放のときの倣いが終わっておら

ずそのために必要とされる福祉予算を出すことを中流階級が拒んでおり、黒人をパ

ートナーにすることを拒めば、その予算を出す必要がなくなるから、第三に、アメ

リカの総収入のウエルスィーと呼ばれる5％の人が半分をポケットにいれ残りを

中流が分け、 38％の超極貧層は4人家族で9万円で暮らしている。小学校でも差

別教育が行われ、 230の選択科目があり、読朶書きそろばんのような、生活に不可

欠なコアは週6時間しかない。高校1年程度の科目から「海をみる授業」というも

のまで設定されるG－Tプログラム (Gift andTalentedProgram)の実

態である。医療においても、 50％もの人が保険をもっていない。私のいたバーク

レイでは保険がなくてもみてくれる病院には患者が殺到し、テントをはってもなお

収容しきれない。あらゆる政策は、白人と黒人を融合させないものであり、そのた

めには犯罪をつくりだし、顕在化させておく必要があった、従ってアメリカの刑事

政策は大成功であったとしか理解できない。

このように、一国の刑事政策や少年法制はそれ以外の諸目的によって、誰がどの

ような利益を得るのかということまで考えないと、平面的にはどうしても捉えられ

-13-



ないものである。これを日本に対してもまったく同様に適用できる。日本の犯罪政

策や社会コントロールの問題も民族の問題である。その正当化は建国の精神である

和の精神で維持されている。日本の場合には、民族の問題は対抗すべき異民族はコ

ントロール下においているため、問題が顕在化しない。それよりむしろ、 日本民族

をいかに団結させ、他を排除するかというのが日本の方法である。象徴天皇は、 日

本国民統合の象徴ではなく、日本民族統合の象徴として機能している。君が代や日

の丸も民族統合の問題で、国民統合の問題ではない。では何のために。ここで順序

が逆になるが前提として、現在の日本社会構造のなかから少年法制や刑事政策を考

える場合、日本の文化構造を分析しなければならない。ぜひお読象いただきたいの

が、ウオルフレンの『日本権力構造の謎』である。この本では日本の管理構造を実

に見事に分析している。この論理枠組みを紹介し、 日本の社会構造をみておきたい。

文化構造は目標と手段という二つのものから成り立っている。目標に二つのモデノレ

ができた。ひとつは憲法モデルであり、これは憲法13条にある個人の尊厳である。

この手段が民主的ルールによって行うことであり、昭和27年まで続いた。 もう一

つのモデルが経済至上主義モデルである。これは国民一人一人を豊かにするという

よりも国家全体を豊かにするモデルである。この手段が和の精神である。すりよっ

て来る者には何がしかのホウピを与え、すりよって来ない者へは周縁部へ追いやる

ことである。水俣病が好例である。 「和したら俺たちは死んでしまう」と考えた人

たちはチッソへ殴り込みをかけたが、 このことをあらゆる所が非難している。さら

に労働組合が今では完全に死んでしまった。労働組合も、ゴホウビをもらうために
は自己抑制することによって和していった。これが日本の現実のそt会文化構造であ
り、憲法モデルは全部死んでしまった。三権分立が全部l可じ利益を守る自民党によ
って独占され、相互に補完しあいながら自分たちの利益を追求している。こうして

日本の憲法モデルは死に、 日本の人権も死んでしまっている。これが、世界から人

権後進国、経済アニマルといわれる理由である。
社会のコントロールをする最も強力な武器が刑事法である。刑事法も和の精神に

則った最たるものとして考えられる｡例えば､グﾘｺ･森永事件や連続幼女誘拐殺
人事件などになぜあ池散どまでに、 日本人は異常なほど興味をもつのだろうか。一
旦嫌疑にのぼった者は、裁判という手続きの前にみんなで真っ黒にして周縁部に追
いやる儀式をする。これが、代用監獄という舞台の必要性である。なぜなら、 日本

人は毎日、言いたいことも言わないで自己抑制をして働いている。それを破った者
－14－



I

は一種の羨望の対象になる。その裏返しとして仮借のない批判と切捨てを行わない

限り日本人の精神構造は全体としてもたないのである。赤ちょうちんやバーなどに

よって一般的サラリーマンは上役の悪口を言って心理的防衛機制を行うのである。

それほど、和によってすり寄ることを求められている。

従って少年法も、和しない少年を切り捨てる「システム」として機能している。

家庭崩壊やいじめ、管理教育をはじめとする管理体制を問わずに、非行をしたとい

うことで少年たちを切り捨てていく。実は、子供も親も教師も管理システム、日本

経済発展のためのより大きな利益集団の犠牲の賜である。死刑の問題にしても同様

である。これだけ治安のよい日本で、なぜ死刑が廃止できないのか。日本はいわゆ

る死刑廃止条約には反対している。死刑の執行は、年に一人か二人である。それで

も維持しておく必要がある。肱ぜならウオルフレンのいう「ザ・システム」を維持

するため、重大な悪意によって権力にすり寄ってこないものの命さえ奪う力をもっ

ていることを示す脅しのために必要なのである。同時に、最大効率の原則、価値の

等価交換という経済原理からも死刑を是認する理由がある。

綾瀬の女子高生監禁殺害事件についての判決がでた。主犯格の少年に17年の懲

役である。みなさん、 この17年を重いと思いますか、軽いと思われますか。類似

したものとして大高緑地アベック殺害事件があるが、これの場合主犯格の者には死

刑がで、準主犯格の少年には無期懲役という判決がでた。 18歳未満の少年の無期

懲役とは成人では死刑に相当するものである。一人をいたぶって殺したか二人かに

よる違いと言われているが、綾瀬の事件の判決は甘いとの評価力世間では多いので

はないだろうか。 「17年の懲役は長すぎる」と某テレビで発言したところ、 「お

まえは自分の娘を殺されたことがないからそんな非人間的なことが言えるのだ」と

いう電話が何本もかかってきた。こうしたことに象徴されるように、日本では被害

者の立場に身をおいている。しかし、この綾瀬の事件を起こした少年の家庭は実質

的に崩壊していた。とても子供が育てられるべき家庭環境ではなかった。父親も母

親も自己をすり戯らして働いて、その結果子供への対応ができなかった。日本の社

会文化構造の所産があの事件の本質ではないのか。その少年に対して17年という

刑罰を加えることがなぜできるのか、私には疑問である。よしんば半分は子供たち

の自由意思であるといってもいいかもしれないが、めとの半分は社会がその責任を

とるべきなのではないか。そういう風にしか成長発達できなかった、そういう環境

しか与えられなかった子供たちに、国はもう一度改めて成長発達の磯会を与えるこ

－15－
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とが問題解決の本質になるのではないか。残虐な刑罰を課しても効果はない。その

最たる死刑についても、それがために犯罪が減ったということはない。

現在のﾖ垳を統計的にゑると76％までが窃盗であり、 10．6％が占有離脱物横

領である。いわゆる遊び型ﾖ垳が4分の3以上を占めており、殺人は75件にとど

まっている。凶悪犯は一貫して減っている。現在日本の非行は非常に安定している

というのが結論である。ただ、無職少年の犯罪だけは増加しているがこれは想像に

難くない。 「システム」から脱落してしまったこの無職少年たちは暴力団に吸収さ

れる。無職少年の暴力団加入率は6，パーセントにものぼっている。無職少年の凶

悪犯罪に結び付くことがこれで容易に理解できる。他はいわゆる遊び型非行である。

つまり昔の「柿泥棒」と同様である。万引のような遊び型非行が決してよいと言う

わけではないが、しかし現在の社会におけるさまざまなストレスの中では、万引な

どは当り前であり、敢えてこれを重大だとは私はとらえていない。できればコンビ

ニの主人に教室に来てもらって、どこに店の弱点があるのかを話してもらい、討議

を通して人のものを盗んではいけないのだということを学校が、あるいは家庭が訓

練してあげるべきなのだ。現在の遊び型非行を誘発しやすい原因としては、店員の

目が届かない大型スーパー、駐輪場不足による路上駐輪自転車、防犯意識の低下、

があげられる。これらすべては、社会の側、大人の側、消費経済社会の構造の問題

であり、これを自覚したうえで家庭できちんと指導していくべきもので、警察がで

てとやかく言う筋合いのものではない。子供の健全育成や成長発達を見守るのは決

して警察の役割ではない。これは親や学校が行うべきものだ。しかし、 これが逆転

してしまっているところに、日本の「ザ・システム」の最も大きな悲劇がある。 「愛

の警察」を唱えても「愛の学校」を唱えている学校はどこにあるか。学校や家庭は
管理ばかりで愛を失ってしまった。

ずいぶん荒っぽい話をした鱗日本の社会が多少でも公平になるように国家の論

理の不合理な面をあからさまに主張して、それを是正していく任務を我々国立大学

の教官は負っていると思っている。そういった観点から今日は、一つの問題提起と

いうかたちで話させていただいた。少年法制関係について何の話もできなかったが、

関係の本を読んでいただければと思う。

（文責千歳高校増渕達夫）

‐
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第一回研究例会公開授業

現代社会と異文化理解

都立久留米西高校平井啓一

l.私の勤務校が国際理解教育推進校となっており、私もメンバーとなっている関係

から今年度の現社は文化と民族などについて力点をおいて授業を構成している。公

開授業の当日は、 「現代社会と異文化理解」のテーマであった。

政治・経済・文化における国際的なつながりが深まると多くの摩擦や誤解も生じ

てくる。海外旅行者が日本至上主義者になって帰ってくることがしばしばあること

はよく知られている。自分の国の文化的尺度で他国を評価するだけでは多くを学ぶ

ことはできない｡異文化に対してどのように対応することが実りあるものとなるか

を考えさせたい。

2． 異文化理解の最も重要な点は、様会な文化の存在することを認識した上で、柔

軟な姿勢で寛容の態度をもつことである。すなわち多様な文化のありようの豊かさ

をよろこぶ心に支えられなくてはならない。

忠ぃこみによる誤解の例としては、西アフリカの子どもたちは日本力地震の多い

国であるという知識を授業で学び、そのような地面の揺れる国で高層ビルが建つは

ずはないと思いこんでいたことや、逆にアフリカの現状を知らない日本の小学2年

生が「人喰い人種に食べられないか」と心配したことがあげられる。

（詳しくは「文化人類学の考え方」米山後直・講談社現代新書）

さて、カルチャーショックとは、自国の文化がもっている生活様式、行動様式、

社会規範、人間観、価値観とは異なる文化に接触し対f寺の感情的な衝撃および認知
上のズレをベースとしておこる心理的な反応である。

本時は生命に対する価値観の差異によって、その取扱いに対する評価も大きな違
いが生ずることを生徒に気づかせたいと考えた。

まず、カナダ・エスキモーがトナカイやアザラシを倒して即座に解体し、生肉を

食べ、血のついたナイフをうまそうになめたとしても、 これを残酷だとして批難す

ることは妥当でない。厳しい大自然の中心の生活では重要なタンパク源を確保する

ためのかれらなりの生活の知恵にほかならないからである。

ところで人間の生命についてはどうだろうか。ひとりの人間の生命は地球全体よ
-17-



りも重いという言葉もあるほどである。人間の尊厳については今さら言うまでもな

いことである。

この公開授業の数月前に、ある大学病院で末期ガン患者の治療にあたる医師が、

家族の「かわいそうで見ていられない」との言葉をうけて、苦しむ患者を安楽死さ

せたことについて、その妥当性がマスコミでとりあげられた。これは、人間は生命

が終わる時まで、治療にあたる者としては全力で生きつづけされるこ･とが使命であ

るとする立場である。この見地に立てば、殺人にもあたることとなる。きわめて難

しい問題であり、授業としては、生徒たちに問題の所存がどこにあるかを示すにと

どめた。

1990年の暮れにオランダの写真家である、エド・フォン・デル・エルスケンが

ガンで亡くなったが、かれは自分の死までの2年間の日常生活をビデオカメラで撮

影し、これを2時間の作品として残した。朝日新聞の6月6日の夕刊に記事として

とりあげられたので、これをプリントして教材とした。生と死という重いテーマに

かかわるものであるから、慎重に扱わなければならない偏耀である。

かれは、そのビデオの最後にこう語りかける。 「先週は調子がよかった。こんな

気分になると、 まだまだいろいろなものを作りたくなる。向こうの世界で私が主役

の……、これ」ま冗談。これで失礼します。皆さんお元気で、バイバイ」

これには生きるたくましさがにじ拳でており生徒達は、授業のあとの作文で「感

動した。人間の生きる強さを見た。命の重さをゑせつけられた。ヨーロッパ人は生

命を限界まで直視して執着できる強さがあるのだろうか。私も力いっぱい生きたい」

などの積極的な意見が圧倒的であった。

生徒たちに、真筆に生きようとする人間の姿勢が、伝わることができたのであれ

ばありがたいと考える。

今

－18－
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第一回研究例会研究発表

研究発表のこと（自分のふつうの言葉で）

都立蔵前工業高校定時制功刀幸彦

「『自己の技術』－夢分析をめぐって－」という題で研究発表させていただ

いたわけですが、夢分析を授業でとりあげる直接のきっかけになったのは次のよう

な経験があったからでした。昨無現在の学校に赴任してきた時に最初に担当した

『現代社会』での経験ですb結果的にはもう学校を辞めてしまった生徒なのですが、

感覚のするどい、ピアズリーをおどろおどろしくさせたような絵を描くある生徒が

フロイトの「夢分析」をやっていた間だけは、それまでと同じように「学校はつま

らない」 「学校はおもしろくない」と言いながらも、それでも「げんしや」だけは

ずっと来てくれたという事ですbおまけに彼は「げんしゃだけは面白い」あるいは

「先生は偉い、先生はすごい」などと言ってくれ、僕は「また、ボブ・ディランの

ItAin'tMe,Bar.のNo,no,no, itai㎡tnle,也睡． Itain' tmeml're

lookin' for,mbe.(ちがう、ちがう、そんなんじゃないんだぺイブ。 ((君は完

全人間を捜しているようだけど））君が捜している人間は僕なんかじゃない）みた

いだよな」と思いながらも、 28才の普通の男が引きずっていそうな程度の怠情さ

でもって、のらくらとフロイトとユングを勉強し、まあ普通に時間数をこなしまし

た。でもその普通というのは、着実に週三わくの大の苦手「地理」が襲って来、そ

の傍らで「げんしや」の2わくはやっぱり容赦なく訪れるので、 ときどきむだ話で

お茶をにごし、そうすることで稼いだ時間でなんとか次の時間の予習をするという

ような手合いの普通だったのです。彼は胸の上に大きな燭懲（どくろ）がプリント

されている黒いTシャツなどを着て来て、遅刻して来る生徒がほとんどのクラスの

中にちゃんと1時間目の5時30分には席について待って、僕とふたりだけの時間

には「このごろナイフで人を刺すような夢を見る」そして、それがどうしてなのか

自分にもわからない。 「ナイフにあこがれるんだ」というようなことをなにげなく

洩らすのです。これはほんとうに重い経験です。でも、僕は時間に追われ、怠惰さ

も手伝って充分に彼の期待に答えることができませんでした。言い訳すれば、だい

たい、なにそれ力夢に出て来たからと言ってそれを一対一対応が出来ているように

断定的に解釈してしまうことはおかしいし、まして、彼とずっと一緒にいて夢の登

－19－



場人物とそのシンボリズムの間のファンクションを探りきるような気力は僕にはな

かったし、またそれが出来たとしても露（もや）をかけたままにしておくべき所が

ある筈だし、 もっと言えばあるいはそれは、探りきるなんてことはやるべきではな

いことのようにも思えますb彼はもっともっと夢分析の話しを続けて欲しかったよ

うだけど、僕はそれ以上には掘り下げないで、青年期の課題の話しに移って行きま

した。彼は1学期の後半から学校に来なくなり、僕は周囲の生徒に「あいつどうし

てる」などと何気なく聞いて承たりもしました。 「バンドをやるって言って、毎日

ギターを練習してる象たい」だとか、 「ファミコンに夢中になっている」であると

か答えは少しずつ違っていましたが何かやっていることは確かで少し安心してまし

た。それでも彼は結局2学期を待たずに8月末で学校を辞めて行きました。僕は夏

休承に担任の先生の「彼が辞めることになりそうだ」というような話しを聞きなが

ら、充分にいろいろなことができなかったことの反省で、ユングの本を僕にしては

沢山読みました。 「来年は言い訳しないですむようにするぞ」と思いながら。関ま

非道かつたかもしれないですが、あんまり考えているといろんなことがそうである

ようにもやもやして来ますb

でも、今年の「げんしや」では、だからせめて彼がそこにいるようなつもりでや

りました。そして、ひとりひとりの生徒の「揺れJを大切にするように充分に考慮

するようにしました。生徒を不凌に陥れて「揺れJを閉じ込めてしまうのではなく、

そこで互いの揺れでやわらかな響きあいができるような関係を作れるように、言葉

で感覚的に表現することは楽ですが、実際には難しいことですbそれでもちろんそ

れが成功したかどうかはよくはわかりません。まあまあうまくいったような気はし

ています承だからといって今回の発表でやったことをまた別の場所でそのまま出

来るとは考えていませんし、ましてこれからは『現代社会』でユングをやるべきだ

などと言うつもりもありません。それでも、それぞれの畷れ」はそれを暖かく受

け止めてくれるようなローカルな関係のなかで確かめ、認めあうことができるのだ

と思います。アイデンティティーは個のなかでひとりでに出来上がったりしません

し、個と個の「相剋」によって培われるものでもないと僕には思えます。しかし、

響きを感じあうことのできるやわらかな関係は、その出発点になるように思います。

そして、そんなやわらかな関係を作ってゆくためには「MoonsandJunesand

FerriswheelsThedizzydancinguayyoufeel(空に浮かぶ月とそ

して6月、それに遊園地の大観覧車、ひとりで手をあげてくるくる回った時に感じ

－20－
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る目眩く目まいの感じ）」（ジュディー・コリンズのBothSidesNowから）

を僕自身忘れないでいたいと思います｡

きっと感じかたは新しい筈なのに、表現の仕方や言葉にするときの回路が古くさ

いために、自分でも「いったい僕は何ものだ」と思いつつ、したがって表現したも

のを読んでもらうときに想定する「わかってもらう人」を見失った僕にとってのふ

つう言葉、それをつなげた文章、の性質にたじろぎながらここでペンを置きます。
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第一回研究例会講演

湾岸戦争とその後の周辺諸国

拓殖大学助教授佐を木良昭

今日は湾岸戦争の前後の問題や戦争後の周辺諸国の情況もお話しようと思います

が、まず第一にアラブと日本がどう違うか、アラブ人とはどういうものの考え方や

価値判断をするのかというお話を申し上げて象ようと思います。我盈は往含にして

スーツを着てベンツに乗って英語を話していると我々と同じレベルだと思ってしま

います。しかし、世界中の人灸が日本の歴史の今の時点に立っているのではないこ

とに、案外日本人は気づいていないのではないでしょうか。それでいろんなところ

で起こってくることが非常に奇異に見え、そして理解に苦しむ、そうすると非常に

乱暴に我全の尺度で価値判断してしまうケースが案外多いのではないかという気が

します。日本は今まで、 日本人の共通の判断があｵ叫萸よくて、工剰上を進める上で

もコンセンサスを図る上でも便利だったと思うのですが、これからはもうそんな時

代ではないだろうと思いますb世界のリーダー格の立場が経済的にはアメリカから

日本にシフトしつつある、そういう力を持った国が今までのようにものを見たり行

動したらもう駄目なのではという気がしますbそこでやはりまず第一に、どれだけ

違うのかということを知ることが大事ではないかという気がします。

例えば、寒い場所があり、ものすごく暑い場所があります。また、乾燥したとこ

ろと湿気の多いところがあり、島国国家と大陸ですぐ外国に行けるところもあるわ

けです。そういう違った環境のところでは、違った考え方を持つのが当然だと思い

ます。日本のように四方力梅で囲まれている国では想像もしないことが、大陸の陸

伝いの国家同士では起こり、感情の爆発がその都度起こるのです。そしてそこでは

何が正義かというと、力以外の何ものでもありません。きれいごとを言うけれど、

実は強い者が弱い者をやっつけていく、そしてやっつけていくための単位として一

つは宗教であり一つはイデオロギーである。あるいは場合によっては国家あるいは

部族という単位で行われるということです。

今でもアラブではいわゆる部族間で襲い襲われるということが国家間で起こり

うるし、そんなことは当然のことなんですbそうすると日本の歴史に比べたらあの

世界はいったい何世紀なんだろうということです。まあせいぜい戦国時代、アラブ

世界はまだ江戸時代にも入っていないということですね。でも我全は服装や英語な

－22－
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どで我々と同じような近代国家の一員、我会と同じレベルだと考えてしまいます。

すると我々が果たしている義務や責任を彼らにも要求し、そこで問題が発生してき
ます。相当な違いがあり、我全はそれをカバーしているものでごまかされやすいけ

れども、我食と彼らとの間では歴史の尺度、歴史のポジションが違うのです6我灸

力鞁らの歴史的環境や地理的環境、政治的環境を軸拝できないために彼らのことを
なかな力理解できないのと同じに、彼らにも理解できないことがあるんじゃないか
という気がします。

もう一つ、最も基本的な部分で日本とアラブ世界、イスラム世界がものすごく違

う部分があると思います。日本の人はアラブのイスラム教は日本の古神道に似てい

るといいます。僕は基本的に全然違うんじゃないかと思います。イスラム教とは何

かというと、僕は罰則だと思います○罰を与える宗教なんです。そのもとは人間の

性悪説なんです。コーランでは人間が天国に戻るためにはどう生きるのが正しいか

が羅列され、その一つ一つに厳しい罰則があります。そこが我々日本人と全く違う

部分じゃないでしょうか。日本の宗教というのは寛容と感謝であり、性善説に立っ

ているという気がします。アラブはﾖ鯆に厳しいものが多いために、それから逃れ

ようとして、そこでは庇理屈がどんどん生まれてくるということではないかと思い

ます。屍理屈の発達は言葉による面もあって、アラビア語はすぐそばにあるものか

ら言葉を作っていくので、一定の明確なルールがないと通用しませんからﾖ常に文
法的になってくるんです。ロジカルで我盈とは違うんですb

自然が日本のように全部が有効に使える土地では協力ということができますが、

アラブのような空漠とした有効性のない土地で区切られている世界では、協力しあ

うのでなく襲い合います。イスラム教の法律、シャリーアの中でも戦利品、略奪品

は正当な所得なんです。この世界では攻めて行った側は取るのが当然で、イラクの

軍事侵攻で略奪を世界のマスコミはひどいと言ったけれど、彼らの世界の尺度で見

るとそれは正当な権利です。そういうところへアメリカが入っていったら、奪う意

図があるんだと考えるのがアラブです。それで何が起こってるかというと、先進国

が彼らと同じレベルで発想する、つまり中世ヨーロッパの魔女狩りと同じような発
想をしてしまうのです。そうすると先進国と後進国の間、アラブとアラブとの間と

いうのはなかなか問題が解決して平和な状態になるということはないだろうと思い

ます。もしそれがありうるとすれば、 日本的な基準が相当世界に通用してこないと

駄目なのではないかという気がします。 （文責江東工業高校渡辺安則）
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第二回研究例会公開授業

研究授業を終えて…授業雑感

石神井高校仁科静夫

去年、勤続25周年を迎えた。記念の銀杯をもって帰った日「どうりで、お父さ

ん、最近、勤続（金属）疲労気味だと思ったｵ利という娘の冗談に大笑いしたが、

あとで、その言葉力駒にし染てきた。確しかに最近、自信や意欲よりも迷いや疲労

を感ずることが多いからだ。その原因の一つは、授業で、生徒との対話や知的交流

が年を、むずかしくなってきたことにある様な気がする。

「現代社会」が発足してはや9年･初めの頃、新らしい教材をこなすために、文

化人類学等の分野を勉強してｦ賭に新鮮な驚きを感じ、知的興味を刺激された。そ

して、授業においても、学んだ情熱のま上に生徒に接し、それが、生徒との知的交

流に一種の熱気を生んでいたことは確かだった。しかし、最近、一体何が生徒に

伝える適切な教材なのか迷うことが多い。フロイトやユング、土居健郎、河合隼雄

等の諸家の精神医学の知見は青年期の理解ばかりでなく、 日本や西欧の文化・社会

を分析する鋭い視角に生徒も強い興味・関心を示すことは確かである。その延長

の上に、文化人類学、比較文化、民俗学．宗教学、比較思想、エコロジー、等を教

材として扱っている力、生徒は強い興味関心を示す生徒と無関心派に二分する感じ

である。私自身も関心が収敵するより、個之の多様な具体的事実へととりとめもな

く興味が拡散してゆく。そして、それらの諸事実を位置づけ理解するパラダイム自

体が溶解し、 とらえどころがなくなって来た感じなのだ。一体、世界の文化・社会

をとらえる適切なパラダイムとは何なのか．この疑問は私個人のマンネリや不勉強

に原因するだけでなく、現代の社会科学自体の知的パラダイムの巨大な変貌を反映

しているのかもしれない。つまり私自身に確信がないまふ、私の関心と生徒の興味

とが詞職した時、どうやって生徒の興味関心を喚起するの力、単に情熱だけでは解

決しなくなってきたのである。

今一つの問題は、授業の中で知的対話や討論が成立しないことである。生徒が教

材に強い興味を示している時でも､_討論の成立はむずかしい。これは私の力量の問

題でもある力､しかし、個性の誇示や自己主張よりも周囲への同調や自己抑制、批

判や創造よりは受容や学習、言葉によるコミュニケーションよりは情緒的一体感を

－24－
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重視する日本文化・日本社会の反映でもある。このことが、授業における討論・質

問・批判といった知的交流の成立を阻げている。結局、一方的講義に傾いてしまう

が、それは縦だけでなく教師にとっても疲れるものなのだ。研究授業でもこの欠

陥を露呈してしまった。この院路を剋艮しな↓限り、残念ながら当分、キンゾク疲

労は続きそうである。
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第二回研究例会研究発表

「青年期」について

都立豊多摩高校浅倉一臣

はじめに

『現代社会』を生徒と学んでいく中で、 「青年期」をどのように取り扱ったらよ

いのか、毎年悩象ながら自分なりに取り組んできた。この研究発表を機に、自分が

考えてきたことを振り返ってみたい。

（注：以下「青年期」とは、授業としての青年期のことである。 ）

I 『現代社会』にみられる「青年期」

教科書では「青年期をどのように扱っているのだろうか。平成3年度版の26

点の碗青年と自己探究” （青年期の問題｡適応と個性の形成）について、そこに登

場してくる人名、挙げられる事項をまとめてみた。 （略）

私にとっては、これだけでも十分意味のあることだった。教科書を選択する際、

「青年期」の部分だけで判断しているわけではないので、そこだけを見通してゑる

と、今まで気がつかないことがあった。

印象的だったのは、教科書によって「青年期」の表情が違って見えてくるのであ

る。執筆者が違うのだから当然だろうが、それぞれかなり、あるいは微妙に差異が

みられる。大別すれば、青年期をポジティブに捉えているものと、それをネガティ

ブに捉えているものがあるのではないかと、私には感じられた。おそらく、生徒が

どちらの「青年期」に出会ったかで、そのイメージは変わるであろう。

また、執筆者の学問的背景による影響も大きい。彼がどこに依拠して「青年期」

を語るかで、色合いも異なってくる。 「青年期」は哲学、心理学、教育学、社会学、

歴史学、精神医学、文化人類学等の色合いをもって語られている。その中から｡'心

理学”についてゑると、青年心理学、発達心理学、教育心理学、社会心理学、臨床

心理学、職業心理学、パーソナリティ論、性格論、アイデンティティ論、欲求一適

応論、精神分析、行動主義、 ヒューマニスティック・アプローチ、カウンセリング、

進路選択、問題行動等、更に細分化される。その語り方でも色合いも微妙に変化し

てくる。このようにゑてくると、授業担当者が「青年卿をどう展開するかは、そ

う簡単なことではない。

－26－
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Ⅱ 『新学習指導要領解説・公民』に示される「青年期」

ここでは、一つだけ触れておきたい。もし、 碗人間としての在り方・生き方”と・

いう視点から「青年期」を考えるのならば、青年期そのものを我全がどう押さえる

かを明確にすること力､不可欠な作業となるだろうということである。

し､ずれにせよ、新たな展開に向けて、今までの実践をとおして自分が考えてきた

ことの振り返りが大切であろう。

Ⅲ 「青年期」にどのように取り組むか

私自身も青年期をどう捉えたらよいのか、結論付けているわけできない。結論付

けられるものでもなし､と思う。それだけ青年期や青年期に生きている生徒諸君の人

生は奥力探い。少なくとも「青年期」に対する自分なりのスタイルを身に付けたい

と願っているのである。そのために、私自身が「青年期」をどのようなことに配慮

してすすめてきたかを箇条書き風にまとめてみたい。

，．教師（授業担当者）は、青年期をどう生きてきたのか？

①自らの人生や生き方を振り返る。

②自らの青年期を語る。 （必要があれば）→”モデル〃として

青年期を考える際、まず注意しなければならないのは我々が生きてきた（青年期

後期にいる方もおられるであろう）青年期と、目の前の生徒諸君が生きている青年

期（それすら意識していない人もいるかもしれない） とは、イメージされるものは

おそらくかなり異なっているということである。そのことを無視して「青年期」を

展開しても、生徒諸君のこころには響いていかない。そこで我々自身の青年期とは

何だったのかという厳しL問いを自らに問いかけねばならない。

そのことを明確にしたとこわで、必要があれば、自らの青年期を語る場面力泡っ

てくるかもしれない。語り方によっては、生徒に対して一つの生き方（モデル）を

提示することになると思われる｡ (もちろん教師は自身の経験、人生観、生きてき

た時代性等の色合いを自覚している）

2． 生徒は、青年期をどう生きているのか？

①日常のかかわりの中で、こちらがわかろうとする。

②生徒自らが語る場を設定する。 （やりとり、対話）

③様灸な統計や意識調査等に目を通す。

④意識調査等を実施して、所属校の生徒達の特徴をつかむ。

⑤ユース・カルチャーに関心を向ける。

－27－
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現在という時代性を帯びた青年期を理解する。所属校の雨今、ここで”、彼（彼

女）は、青年期をどのように感じながら生きているのかを、様々な手立てを講じて

階に対話をとおして）わかろうとする。所属校の卒業生に高校生時代を語っても

らう。睡育実習生、各界で活躍されている方々）

3．教師（授業担当者）は、 「青年期」で何を伝えたいか？

①心理的問題

青年期の特徴、 ’発達心理学，的アプローチ、自己アイデンティティ論、

パーソナリティ論、欲求、適応・不適応

②社会的問題

集団、社会、文化、ユース．カルチャー、世代的問題、歴史的視点

③ ，在り方・生き方，の問題

価値観、人生観、人間観、人格形成、自己実現、進路の選択

自分の青年期観、スタイルが問われるところである。逆に安易に押さえることも

できてしまう。 （防衛機制を暗記させる等）

前にも述べたが、ここを耕さないと「青年期」は、深まっていかないであろう。

4．生徒は、 「青年期」をどう受けとめているのか？

①伝えたいことが、どのように伝わっているのか、こちら力撤感になる。

②やりとりをしていくこと。 （対話、コメント）

私のイメージする「青年期」は、教師も生徒諸君もこころとあたまが活発に動き、
一

対話をとおしたこころの交流がなされる授業である。しつこいかもしれないカヘお

互いに何がどうわかり、何がどうしてわからないのかを確認しながら、今後の「青

年期」の在り方を探っていきたい。

「青年期」は、生徒諸君のこころをゆさぶる働きかけをすることがあるのでもで

きるだけ一人一人の生徒とかかわる必要がある。場合によっては、学級担任や教育

相談係、養護教諭の教師と連携をとっていくことも考えられる。

おわりに

，研究，といえるものではなく、自分の「青年期」に対する構えをまとめてみた。

皆様のご批判をいただければ幸いである。

今後の課題としては、青年期そのものを更に探求していくことや、今よりもつと

演習的な要素を「青年期」に取り入れていくことを考えていきたい。

－28－
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第二回研究例会講演

差別と人権問題

上智大学教授 ビセンテ。M・ポネット

私は大学で、人権問題や真の開発とはどういうものかということを考えて、教え

ていますb私は1986年に初めて、外国人登録法というものに反対して、指紋押捺

を拒否しました。それは在日の韓国・朝鮮人に対して差別をしているという感覚を

私は持っており、良心に従う為に、その法律に従うことはできないと考えるからで

す。私は別に法律を蔑視しているわけではなく、良心に従うために、法律に従えな

いことがあるというわけです。私は人権侵害に広る法律に従うわけにいかないので

あり、それに従うことは私の生き方を変えることになるのです。私は31年間日本

に住んでいます。ですから私の話を一人の外国人の話として聞いて欲しくないと思

います。外からの批判ではなく、中からの批判として受け取っていただきたい。

人権問題というと、何か身近なものではない、わからない、思っている人が多い

ようです。女子学生に女性差別がないかと聞くと、ないと答えます。企業の男女賃

金差別の事などに気がついていないのです。差別されたとしても、それを感じない

し、人権を侵害されても怒らないのです。交通違反をしたり、交番で小銭を借りる

ときに指紋の押捺を求められても、それに応じるいわれはないのですが、つい、そ

れに応じてしまう人が多い。多くの人は、自分の権利を主張する、弱い立場の人の
味方をせず、権力のあるものの側につくのです。

また、日本では人種差別まないと思っている人が多い。人種差別というと、すぐ

に、アメリカ、南アフリカの名前があがってきますが、アイヌ民族や、在日韓国・

朝鮮人のこと、沖縄県人のことに思いがいかない。中曽根さんが首相のとき、国連

人権委員会に出したレポートに、 日本には差別される少数民族は存在しないとあり

ました。日本は単一民族であるとしている。これに対して、多くの団体がカウンタ

ーレポートを提出しました。 「ウタリ協会」が出したレポートによりますと、アイ

ヌ語を使う権利も、それを教えるための条件整備も行われていない。生活保護を受
けている率は一般より高く、高校進学率は低いという現実がありますb

権力者によって作られている、 「神話」というものがあると私は思います。信じ
させられている。 「信話」といってもいいでしょう。例えば日本は単一民族国家だ

と私達は信じさせられています。また、 「日本人は和を重んじる」と信じていますb
－29－



和というのは、ハーモニーのことであるはずなのですが、実際「和」がプラスであ

るのは、和の内部の話であって、それは、他を排除し、追い出す役割を果たしてい

るのですb私の所の大学生は、意見を聞いても意見を言わない、質問もしない。意

見を出,したとしてもそれは自分の意見ではなく、どこかで聞し､たものなのです。な

ぜ意見を言わないのかと聞くと、 「目立つ」 「生意気だといわれる」 「仲間はずれ

にされる」というのです。人にあわせなければいけない、 と思っているのです。

私達は、 「信話」と言われているものを分析する必要があるのではないでしょう

か。それには二つの方法があると思います。 1つは歴史的なことという縦の線、 も

う一つは現在の状況（政治的．法律的なこと．社会的なこと、文化・教育によるも

ののこと） という横の線で考えることですb例えば単一民族国家だという「信話」

を分析するために、在日韓国．朝鮮人の歴史を知ることが必要でしょうし、その現

状を知ること力泌要でしょう。 （実際、在日韓国．朝鮮人の人数すらわかっていな
いのですから）また、多くの学生はl司和地区の存在を知らなもる
ドイツのウアイツゼッカー大統領の有名な演説は次のように述べています。 「過去

の歴史について若者に責任はないが、歴史の結果については責任がある。過去に目
を閉じる者は、現在に対しても盲目である。非人間的なことを清くする事を拒む者
は、新しい伝染病にかかりやすいJ
差別に対して私達は何ができるのでしょうか。差別は作られたものであり、他人
にラベルを張ることによって差別をするという事を認識することがまず必要です。
次に、法による差別というものがあります。これは主権がある私達ひとりひとり

にあるのではないでしょうか。選挙をするときだけではなく、選挙権を行使するこ
と力泌要なので夷
社会的な差別をなくすために、まず現実を知る必要があります。 「信話」によっ
て覇されないようにしなくてはなりません。現実を知るためにはある立場をとらな
くてはならない。現実に対して最も弱い立場におかれている人々の観点からその現
実を見る必要がある。そうでなければし､つも見えている、或いは見せられているも
のしか見えないのですも法を守っているだけでは差別はなくならないのです。自分
の良心、自分の生活、自分の生き方、自分の選びは、自分で決定するのです。教育
の場を通して、どういう社会になって欲しいか、人を差別しないで尊敬する人間に
なるにはどうすればよいのか、考えながら生きてゆくことが必要なのではないでし
ょうか。

（文責瑞穂農芸高校本間恒男）
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第四回研究例会公開授業

福沢諭吉に学ぶ
寛都立豊島高校徳久

1． ねらい

日本の思想では、外来思想の受容と展開が、大きなテーマとなっている。幕末か
ら明治にかけて､ 日本人は､西洋の文明や思想と出会い､これを摂取してきた｡福
沢諭吉の生涯と思想を通して、彼が、いかなる姿勢で西洋文明と接し、受け入れて
きたかを明らかにし、ここから、生徒自身が、何のために日を学んでいるのか、ど
のような姿勢で学ばなければならないのかを考えるためのひとつの手がかりを得る
ようにもっていきたい。

2． 展開

資料集（「現代に生きる倫理」清水書院）に目を通させることによって、福沢諭
吉の思想と主要著作の一部にふれさせる。 「学問のすすめ」の冒頭の文句や臨翁
自伝」の一節、身分制度の問題点を指摘する福沢の思想の解説などが示される。
このとき、これらの資料文や解説文を読んでいく際のポイントになるところや有

名な文句などに注意を向けさせるために、あらかじめいくつかの設問を用意し、そ
れをプリントにして生徒に配布しておく。生徒は、資料集を読みながら、プリント
の設問の答えを作成していくことになる。

ひととおり生徒が答えを作成し終ったころ合いをみはからって（15～20分）解
説を加え、正解を示していく。これだけの作業を終ってから、教科書（実教出版）

の該当ページを各自黙読させる。

3． まとめ

天賦人権、独立自尊、実学などの項目にしたがって、それぞれの意味をノートに

整理させていく （口述筆記） 。まとめであるから、生徒が後日の参考にするための

記録となるように整理すると同時に、本日の授業を通して、 うったえかけるものが

大きく印象づけられるようにもっていきたい。福沢諭吉の場合は、 目に見える外面

的な物質文明そのものよりも、それらの文明をつくり上げ、支えている精神そのも

のを主張しているわけであるから、文明の背後にある、西洋人の考え方や精神が強

調されるように留意する。

このことは、福沢がアメリカやヨーロッパに行ったときのエピソードなどを紹介

することによって、生徒の虞昧をひきおこすことができる。福沢の生涯を詳細にお

ってみることも必要である。
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第四回研究例会公開授業

方便にて真理を伝える

都立豊島高校岸本次司

I 普段どのように授業を行なっているか

まず、年度始めの授業で生徒に一年間のあらましを話す。それが彼らにとっては

なかなかショッキングなものらしい。というのは、わたしの授業には毎週毎週必ず

小テスト （これをチェックテストという）があるからだ。 3単位だから、 3時間に

一度長くて20分ほどのテストをとにかく一年間欠かさずやっていくのである。そ

して、毎回のテストで8割以上正解した場合を合格一回と数え、その合格の数によ

り各学期さらには学年末の成績を決めるのである。定期考査は、いわば復習の意味

で、毎週のテストを再構成して作る。ただし、定期テストにおいて正解が8割に達

しない場合は、その学期は赤点となる。という話をするわけだが、 この方式により

とにかく生徒の取り組承が、がらりと変わってくるのだ。とかく居眠りを誘いがち

な社会科の授業に、よい意味での刺激を持ち込むことができる。※注’

さて、次に授業のすすめ方だが、教科書を中心に行なっていく。まず、本文を丹

念に読んでいく。次に、注の部分や、写真の解説も読んでいく。そして．重要な部

分に赤線を入れさせ、不足している語句を書き込み、さらに写真には解説を付け加

える、 ということで教科課まかなり汚れてくる。しかし、そのチェックひとつひと

つ、書き込拳ひとつひとつが次の小テストの出題に直結しているわけだから、生徒

たちは実に熱心に、こちらのいうとおり、物音ひとつたてずも作業をすすめていく
のである。

だが、これだけでは面白承がない。能でいうところの「花」が必要である。そこ

でもある部分に限っては、 「テーマ学習」の形にして徹底的につっこゑ、ありとあ

らゆるエピソードと裏話などを駆使して、これでもかこれでもかと、生徒たちの知

的好奇心をくすぐりまくるようにする。その時は、なりふり構わず、映画もゑせ、

小道具も使い、歌も披露し、ありとあらゆる方法をもちいることにしている。

ただ、やっかいなのはある人惣を語るときである。本当はその人物に扮して､一
人芝居をすればいちばんわかりやすいのであろうが、なかなかそうもいかない。そ
こで苦心の末、編象出したのがインタビュー形式によるⅨ物プリント」なのであ

る。つくりは簡単。取り上げた人物がインタピューァーとの間で対談をすすめてい
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くというもの。書き方は自由。どう書いても、何を書いてもかまわない。そもそも

全くのフィクションなのだから、そこはおおいにはめを外して書くべきである。た

だし、その前段として綿密な下調べが必要なことは言うまでもない。その人物の生

い立ちから死にいたるまでも詳しく調べるほどインタビューはおもしろくなる。

Ⅱ 今回の授業で何をしたか

今回は多分に観てくださる先生方を意識して、 「テーマ学習」を中心にした。し

かも、 「人物プリント」を使って「連如と一向一摸」についてやってゑたのである。

まず、一向一摸の旗なるものを教室に持ち込んだ。これはもちろん、レプリカであ

り、かつて安芸の門徒が使ったものを復元したものである。小道具は使い方によっ

ては、生徒の注意を引き付け、次の話しの展開をスムースにしてくれるものである。

潅注2

効果はかなりあったようだ。 「進むものは往生極楽。退くものは無間地獄」の言

葉の解釈から、一向一摸参加者が命を捨てて、戦いに参加したことを紹介した。し

かし、命が惜しいのが人情である。それがなぜそこまで思い詰めることができたの

か、と生徒に疑問を投げ掛けて、そこからプリントを使い、連如の布教活動につい

てふれていった。というより、インタビューのなかで、連如に自らの生い立ちや布

教における苦労を語らせるのである。そして、一向一摸との関連に話をすすめてい

く。なぜ一向一摸は起きたか。一向宗の教えに関連させながらまとめていく。さら

に、連如は一摸についてどういう態度をとったか。つぎに、連如死後の一撲の激化

に話は移る。しかしそこはフィクションの気楽なところ、続けて連如に語らせる。

証如時代ついに死後の往生を取り済すという罰が用いられることになり、さらに信

長と石山本願寺を舞台に激しい衝突を繰り返した顕如のこと。そのあたりで、連如

に「見ていて心力鴨む」とのコメントを述べさせたりしてゑた。最後は、一摸なる

行動と連如の伝えたかったこととのコントラストを際立たせるために、 「御文」の

一節を紹介して、プリントはしめくくった。そこまで読んできて授業時間のほうも

ほぼおしまい。最後に「ここまでやるとさっきは勇ましく見えたこの旗も何力悲し

く見える気がしませんか」と、締め括るのがやっとだった。

燕注1 まねをしてみようという方は、毎週の問題作りと採点の手間についてすこ

し思いを馳せてみてもよろしかろう。

燕注2失敗すると、生徒はその小道具を種に勝手気侭な批評活動に入り、教室は

喧騒に包まれることとなる。
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第四回研究例会講演

私と生徒指導
都立豊島高校小川一郎

今回の講演のテーマについて、暮れのうちから考えてきたのですが､私自身生徒

指導に関わることが多かったものですから、こういうテーマにいたしました。私は

昭和29年に教員になりました。昭和29年と言えば、 27～28年頃に教育に関す

る法律が色々通り、いわば教育の中央集権化の時期であります。つまり教育委員が

公選制から任命制に変わり、義務教育国庫負担法が決まった時期ですb最初は出版

社に就職をするつもりだったのですが、中学から声がかかり、そちらへ行きました。

私の家が田舎で代々教員をやっていたこと、企業に対するイメージがわかなかった

こと、企業の中の競争に対する不安なども、教員になった理由です。私としては安

心感がある職業として、教員を選んだのです｡

最近は、いつの頃からかはわかりませんが、 「不良」という言葉をあまり聞かな

くなりました。が、私が中学の担任をやっていた頃、そういう生徒に何人か出会い

ました。

一人は家庭が貧困で、すぐ興奮をして暴力を振るうような生徒で、その頃の典型

的な扱い難い生徒でした。家庭訪問をしても、両親が不在がちでなかなか会えない。

生徒からも両親の姿が見えないのです｡

もう一人は、父親は立派なのですが．母親がいつも子供と父親の間でおろおろし

ているような感じで、子供の方は能力はあるのですが、気持ちが曲がってしまって

いるわけですb中学を卒業して、能力はあったのですが、高校にいかなかったので

す。

もう一人は、親の金を持ち出して、家出をするような生徒でした。母親に呼ばれ

て家庭訪問に行くのですが､説教をしてくれと言われるのです。母親と私が説教を

すると、涙を流して、後悔して、 もう絶対しませんというのです。よもやもうしな

いだろうと思うのですが、一週間位してまた同じことをする。そしてまた出掛けて

ゆくと、おなじように涙をながして、後悔する。本人は嘘を言っていないと思うの

ですが。そうなると、私も経験が浅いものですから、人間がわからなくなるのです。

結局1番目の生徒は、両親の姿が見えず、 2番目の生徒は両親の姿が見える、 3

番目の生徒は母親の姿しか見えない、そういうタイプの生徒だったわけです。
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このように、昭和26年頃力琲行の第一のピークであったわけですが、貧困をそ

の原因とする、生活型3垳が多かったのです。また、年長少年（18～19鯛の非

行が多く、学生・生徒の占める比率は低かったし、人の物をとる財産犯というもの

がおおかったのです。

第二の波が、昭和39年、オリンピック、高度成長の時期です。この時期、反抗

型非行、価値葛藤型非行が多くなる。粗暴な、攻撃的な非行が多くなるのですbま

た御存知のとおり学園紛争が43年頃、盛んになる。私も荻窪高校で、体験しまし

た。私の高校はそれほどひどくはなかったのですが、生徒たちがグランドでデモ行

進をしたり、プラカードを掲げ、テストをなくせ、制服をなくせなどと、先生方を

攻撃するのです。その頃のある一人の生徒のことが思い出されます。成績は悪くな

く、大変人懐っこくて、よく職員室に来るような、お茶目な生徒でした。甘えん坊

の性格なのでしょう。ところが、教師を相手にする生徒たちの集会になると、先生

を攻撃する先鋒に立つのです。そのうち、学校も休象がちになる。夏休みなどに、

どこかのグループの副l鰊でも受けたのではないかと思うのですが、私達の言うこと

も耳を貸さなくなり、家出をしました。そんなことをして、 1年位たち、結局退学

届けを持ってきました。

昭和45年頃、青山高校では、登校拒否の生徒にも出会いました。後でわかった

のですが、 ヨットスクールで登校拒否を直したということですbそんな色々な生徒

と関わり合う中でも私もカウンセリングの講習を受けたりするようになりました。

非行の第3のピークが昭和57－8年ですb この頃はいわゆる遊び型非行といわ

れるものが目立ちます。万引き、バイクによる非行などがその典型で、初発型ﾖ垳

が多く見られました。

近年私は「学校不適応調査協力者会調に参加しております。このような問題を

解決するために、人間としての在り方・生き方を充実させる方策が大切なのですb

そのために、学校の対応も重要になります。例えば授業を持たないカウンセラーの

設置なども提言しています。勿論、学校の中の位置づけ、担任との関係などの合意

が必要で、なかなか意見が一致できないという問題もあります。治療的な役割を果

たすのか、あるいはガイダンス・カウンセラーにするのかという問題もありますb

また、神経症的など生徒といかに関わるのかという問題もあります。全てはこれか

らの課題なのですが。

（文責瑞穂農芸高校本間恒男）
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第四回研究例会講演

「都倫研・全倫研で学んだこと」

都立竹早高校木村正雄

約30年間都倫研に関わりまして、いろいろ都倫研の皆様からご指導ご鞭睦を頂

きました。経歴を踏まえながらお話を進めさせて頂きたいと思います．今の私の心

境は「厳教慈育、師弟同行、共に育つ」この三つではないかと感じます。この三つ

が都倫研から教えて頂いた私ではないかと感じているわけです。厳しく教えるとい

うこと、これは今日ほど大事なことはないと思います。人の背中を見て育つという

ことがよくありますが、ややもすると我含は基本的な事項をおろそかにするという

ことがあります｡基本的な事項は学習も膜もきちんと押さえるということ、そして

心をつかんで育ませていくということではないかと思いますb

私は学校を出てすぐ小学校の教員になったのですが、それで今反省することは子

供を全体の側面から見るということではないかと思います。私は葛飾野高校にいた

ときに全教科の授業を生徒の一人として受けさせて頂きました。子供の立場に立つ

ことの大切さと信頼関係を打ち立てることの大切さを学んだような気がします。そ

れから中学校に行きまして、文部省の道徳教育推進奨励校の委員長か何かをやらさ

れて、周りからいろいろ言われて随分悩みました。道徳とか裳とかいうことですが

今中学校に行って承ると非常に良くなっているという感じがします。挨拶など自然

にできている中学校が多いことをしみじゑ感じています。それで高等学校の方に来

まして、道徳という観念から倫理ということを深めることができました。

講演会などで私の印象に残っているのは中村元さんの仏教のお話と田尻さんの公

害のお話です。中村さんのお話から仏教に関心を持ち、全倫研で鎌倉の禅寺を見学

したことから鎌倉の教材化をやってゑたわけですb生徒を連れて毎年鎌倉を歩きま

した。実際に触れることによって生徒が意識化され内面化されるきっかけを作ると

いうことだと思います。志村高校で付近の寺社等を見学させてまとめさせるという

方法をとったのもこれが発端であったように思っています。

定時制の蔵前工業にいた時に皆さんに授業を見て頂きました。生徒がものすごく

喜んで、それ以来の授業の取り組み方が変わってきました。皆さんの励ましがあっ

たということでも目には見えないところに先生方のお力の影響があるんだというこ

とを感じました。午前中は職場訪問をしますが、生徒の方は隠れて学校に行ってる
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のだから来たいでほしいとか、職場ですぐ追い帰されるというようなこともありま

した。終わってからは、学校に来ない生徒の家庭訪問をすると、家に帰れず宿をと

り、朝帰るということもしました。全日制に移り葛飾野高校と志村高校、丁度高校

紛争の頃でした。ともに生徒と取っ組み合いの毎日でした。でも今でも時を遊びに

来て子供を見せてくれる人がありますb

丁度都倫研で研究紀要が盛んに作られて発行され塗私も書かせて頂きました。紀

要に書くということはどういうことか初めわかりませんでした。考えてみたら、研

究不足だから研究しろという意味だと気付きました。書くことによっていろんな方

法を考えて、そして皆さんのを見せて頂いて自分を高めていくということです。そ

れから分科会の研究もいろいろやらせて頂きました。分科会の研究こそ都倫研を支

える基礎ではないかと今感じるわけですbそれから研究発表、公開授業もたくさん

皆さんから学びました。隅から隅まで見せて頂いて、お手本として取り込んで私な

りの授業をやってきたということです。

今の教育実習生の欠点は何かというと生徒観が欠落していることだと感じます。

教材は良く調べますけれど生徒の実態を把握していない、あるWま把握しようとし

ないところがあるのではないかと思います。授業は生徒の実態と教材の内容と教師

の力量との三つ力絡み合ってうまく展開されていくのではないでしょうか。それで

年齢でいうと30代というのは一番の働き盛りではないかと感じます°様食な角度

から失敗を経験して育っていくのが30代ではないかということです。それから、

40代は学校内のリーダー、柱として大いに活曜して頂けると非常に助かるのでは

ないかと感じますし、 50代は円熟した人間と気骨のある柔軟さを持った人間性が

要求されてくるのではないかと感じますb

いろんなクラブ活動の顧問もやりました。クラブ活動は技術と、生徒と共にある

という、この二つの側面を備えていることが大事ではないかと感じま灸どの先生

にも技術を求めることは不可能ですが、生徒と共にあるという姿勢・態度がクラブ

活動の基本ではないかと感じるわけです。生命に危険を感じる状況の中ではもちろ

ん指導し押さえなくてはいけませんが、それ以外のことは生徒と共にあるという姿

勢が基本的に大事ではないかという感じがします。カウンセリングも勉強しました

が、ガイダンス風のカウンセリングは各学校において現状では必要ではないかと感

じます。全ての教師が少なくともカウンセリング・マインドを持つということは、

学校を運営あるいは経営していくうえで必要ではないかということです。
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定時制にいた時に、昼間大学に行かせて頂き、都市社会学を勉強させて頂きまし

た。それをもとにして大学生を相手に講義をしたわけです。よく、どこの学校、学

年が楽だということを言う方がありますが、私の経験ではやはりどの学年もどこの

学校も･ﾖ踊に大事ではないかと感じますb通信制の弁論大会で、全国から集った中

である女生徒が自分は勉強ができなかった。世の中で一番嫌いなのは学校の先生だ

ということを涙ながらに語ったことがありました。勉強のできない生徒はいつも先

生方から排除され、疎外され、憎まれているということが出ているのではないかと

いうことです。意識としてはそんなになかったことを、痛切にえぐられたような感

じがしました。竹早高校の生徒は皆利口でも小学校の頃からそう言われて育ってき

て、いつ挫折するの力、しないのかという心配があります。それと通信制の生徒を

対照的に見ると、教育の難しさとか幅の広さというものを非常に強く感じます。

先日秋季研究大会が行われ、私も指導助言として出させて頂きました。その時に

ある先生が質問の中で、今の先生方は不倫をしたいしやっている人もいる。自分も

したいのだけれども、 という内容のことを言っていました。私は生徒の指導ばかり

でなく、先生方の指導の大切さも痛切に感じました。答えた内容は、心の豊かさを

持つことによってそういうものはなくなるのですが、ということで終わったわけで

すが、どの程度ご理解頂けたかはわかりません。何か､常に心の通うような指導が

教員にも生徒間にも教員間にも、あるいは管理職の先生方にも必要ではないかと感

じます。

都倫研の伝統は陰になり日なたになりということではないでしょうか。通信制の

ときスクーリングに来る生徒一人一人に挨拶をして、今もそれが印象的だというお

手紙を生徒から頂いています。現在は竹早高校でも朝挨拶して、夕方はご苦労さん

と送り出して、今晩はと定時制の生徒を迎えているわけですb定時制と全日制の生

徒の心をつなぐ役割というのは、やはり我々教員ではないかと思います。そこにい

るだけでどれだけ励拳になるか、それで生徒が今日一日満足したと帰れるようにな

るということではないかと思います。各先生方の公開授業とか研究発表とか、たく

さん学びました。一を取り上げるのは省かせて頂きますが、やはり仏教の中にある

「あなたがあって私がある_｜ということ、そして時間をかけて人の気持ちを大切に

していくということの大切さを、今身にしみて感tているところです。

（文責江東工業高校渡辺安則）
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第四回研究例会講演

生徒の自主性と教師の指導性
一先哲に学ぶ高校生との師弟同行一

東京学芸大学附属高校秋元正明

私は財団法人の全国大会の理事、運営をつとめているので、 7月末の全倫研大会

にはどうしても参加できなかった。しかし、八戸大会の評判を聞いて、その後ぜひ

参加しようと、以来、都の総会はもちろん、全倫研大会は98％くらい参加して参

りました。私の学校でも研究会、大会あわせて4回ほどもちました。一番思い出す

のは、坂本事務局長時代です。生徒はデカルトを取り上げ、大変な意気込みで準備

していたが、翌日、国鉄ストのため研究授業が急に中止となった。ところがさすが

全倫研の強象ですね、公開授業はなくとも研究協議や講演は続けた。あの時は関東

甲信越大会と言っていて、それが本校で開催した般初の大会であったという記憶で

ございます。

私は最初、東京家政学院からスタート致しました。私学で十年あまりたった頃、

2月の終わりに突然、人事の依頼がありました。直前、現在S大学で教鞭をとって

いる人力溥任として内定していたが、その人は例の砂川事件の被告なんですね。そ

のため当時、東京学芸大の学長で都の教育委員長であった木下一雄博士が私を招く

ようになった。実は私の結婚の媒酌人でもございましてね、断れず、昭和42年、

学芸大附属高校にお世話になった次第です。

私は、チャイムが鳴ってから教室へ入ったことがない。鳴る2分前には教官室を

スタート致します。これは、学ぼうとする生徒に対しての、最大の礼儀であります。

定期考査になると5分前に教室に行っているのに、なぜ平常授業ではそれができな

いのかわからんですね。教師は率先垂範であります。たえず姿勢を示さなければな

らないというのは、私の自戒の言葉であります。このことを30年続けて参りました。

教師たるもの、いかにあるべきかですね。まず、生徒観が大事である。 「倫理社

会」において、人間としての在り方生き方にアプローチする場合、やはり、人間を

どう把握するか、教師生徒ともども自己をどう認識するかが、ヲ隙に大事な一歩で

あります。母親が子供のことに取り越し苦労する、世の常ですが、自分の子供だと

思うから取り越し苦労いたします。これは授かり子であり、預かり子であるとして

正しく把握すれば、仏の子といっても神の子といっても自然の子といっても何でも

よいが、そうするとおのずから児童観、子供観、人間観が変わって参ります。家庭

教育における母親の感化力は非常に大きいと思います。母親の子供に対する児童硯

子供観、 とくに人間観を基本におかないといけない。悪い子供とみたら教育はでき
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ません。一人一人の子供のうちにダイヤモンド性といいますか、すばらしい燦然と

輝く可能性がある。善、絶対善と言いたいのですが、そういう子供の本質を直観把

握するところから、子供の教育はスタート致しますb

ありがたいことに、おかげで非常に恵まれた子供たちに出会ったのは、私の最大

の宝物でございます。卒業生がくると時候の挨拶ぬきに「先哲研究やっているんで

すか」といわれる。実は、 『先哲に学ぶ』と題して 「倫理社会」時代からかれこ

れ15年くらいになりますが、毎年まとめたのが10冊くらいあります。卒業生は

それを全部手にして出ていっている。お嫁に行くときはこれを持って行け、 とも言

っております。生徒と一緒になって古今東西の先哲の研究をしたこと、これ力遜の

師弟同行であります。この共同研究で、生徒は自らが汗して創作したものだという

非常な愛着をもっている。青春の一時期を学芸大附属高で、いろんな価値観をもっ

た友人同士が切瑳琢磨しながら、共同研究を行ったことが、生徒にとって大変印象

深い学習の成果として残っているらしい。それが先ほどの、 「先哲の研究はまだや

っておりますか」という卒業生の私に対する挨拶の最初の言葉なのであります。

学習の主体は生徒であります｡その生徒に対しては「あなたが学ぶのだ」という

学習姿勢を確立し、 目標を設定し、方法を創造しなければならない。学習の主体者

としての生徒に対する側面からの助言示唆、相談、指導、まさに産婆役に徹しよ

うというのが教師の姿勢であると思います。

最近、気になるのは教師の指導性でございます。どうも悪平等思想が蔓延してい

るようであります。教師自らの指導権を放棄しているのではないかという感じを、

正直言っていだくことがあります。教師は鏡として、教えるべきことはきちんと教

えていただかなければいかん。霞信三郎さんのいわれるように、正しい価値を教え

ないでも少なくとも絶対価値の何たるかについて学習するチャンスを設けないで、

なに力価値の多様性か、であります。学校教育の場においては、絶対価値との出会

いを示唆する場を提供しなければいけない。聞くところによると、都立の学校でも

国旗国歌の問題でもめているという。情けないですね。教師は正しい知識情報を提

供することであります。そのためには教師は、いろんな問題の所在について避ける

ことなく、公平な立場に立ってほしい。

最後に、一人一人の生徒の健やかな成長を願い、一人一人の教師の方がもってい

る使命天分を存分に発揮できるように期待しまして、私のささやかな退官の挨拶と

したいと思いますb (文責大崎高校辻勇一郎）
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V分科会報告

第一分科会報告

都立世田谷工業高校増田和明

第一分科会は、 「現代社会の政治経済的諸問題を通して、人間としての在り方生

き方を考えさせる指導の研究」をテーマとして、計5回の研究会をもった。激動す

る現代社会の中で、主体的な生き方ができる人間を育成するためには、まず我々自

身が研ぎすまされた感覚で、現代社会の「大きなうねり」と「細かな変化」に目を

向けられなくてはならない。そして、現代社会が抱えている課題に、我含が自ら挑

んでいく姿勢こそが今問われているのではないか。 5回の研究会に参加して、そん

なことを感じている。

第1回研究会6月21日 （金） 玉川聖学院

報告者 幸田雅夫先生（玉川聖学院）

テーマ 「NGO－いま、何ができるのか－」

テキスト 『市民と援助』松井やより箸（岩波新書）

参加者 幸田（玉川聖学院） 増渕（千歳） 上村（江北）

増田（世田谷工業）

幸田先生が東南アジアを視察した際に撮影したビデオをもとに、東南アジアの現

状・NGOの活動について説明していただいた。何枚にも渡るNGOのリストの中

から、CCWAやOISCAをとりあげて、そのプロジェクトの内容や問題点を明

らかにしていった。特に、玉川聖学院の中学部が、 1990年にCCWAを通してフ

ィリピンのナどもへの援助を実践した例は、興味深かった。

全体の話し合いの中では、 NGOは今後期待される面が多いが、一方でまた多く

の人々に理解されているとはいえず、 NGOが日本の土製に根づくためには、課題

が残されていることが指摘された。また、 ヨーロッパが行う援助と日本が行う援助

とは、どうして性格が異なってしまうのか、優越感をもたないで援助を行うことが

本当にできるか、などについて話し合われた。

途中で、幸田先生から、玉川聖学院のビデオライブラリーの一覧表が紹介され、

その数の多さに驚かされた。神奈川県の国際交流課が企画発行している『たみちゃ
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んシリーズ』 （「民際外交」をテーマにした冊子） というユニークでわかりやすい

資料も紹介していただいた。

第2回研究会7月15日 （月） 神楽坂エミール

報告者 上村肇先生（江北）

テーマ 「神棚論争にゑられる宗教観」

参加者 上村（江北） 伏脇（八潮定） 古賀（千代田女学園）

立石（忍岡） 増渕（千劇 増田（世田谷工業）

剣道部の顧問をされている上村先生から、ある公立高校の寅瞳場につくられた神

棚に関して、問題が提起された。そして、このいわゆる「神棚論争」の争点がどこ

にあり、何が問題とされているのかが明らかにされていった。そこから、参加者は

日本人の「神道」をめぐる意識について、また、公教育のあり方について考えさせ

られた。

上村先生は、この「神棚論争」の中に、日本人の典型的な宗教意識を見てとり、

ヨーロッパの人含が「宗教」をとらえるのと同じように、 日本人が「神道」をとら

えてはいないことなど力指摘された。 「神道」が習俗的性格を強くもつために、国

民によってあまり意識されずに受け入れられてきた現状を考えると、果たして、宗

教的少数者の人権が守られているといえるか、 という疑問力設げかけられた。

公教育における「武道」と「神道」については、 「神棚」という存在に対する意

識の欠如、社会や保護者の期待（思想．教育面の重視） と現実の指導肢術面重捌

とのギャップ、体育の授業・社会科の授業．クラブ（部活）の三者による取り扱い

方がバラバラで統一されていない点など力墹題点としてあげられた。

日本の伝統とイデオロギーという観点からも多くのこと考えさせられる報告であ
った。

第3回研究会

報告者

テキスト

参加者

10月22日（火） 神楽坂エミール

古賀克彦先生（千代田女学園

『憲法と天皇制』横田耕一著（岩波新書）

古賀（千代田女学勵 岡田（墨田工業定）

富塚（大泉北） 増渕（千劇上村（江北）

増田（世田谷工業）
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用意していただいた「大嘗祭」についてのプリントをもとに、 「大嘗祭」とは、

新天皇が神と同格一体（二現人神） となるための儀式で、即位後最初に行う新嘗祭

であること、また、その儀式の内容、そして起源に関する諸説について報告があっ

た。

儀式の内容については、 「大嘗宮」が宮廷費の支出によってつくられること、 「お

告げ文」を天皇が神に対して読拳上げることによって神格化されること、などが説

明され、 「大嘗祭」は極めて宗教色の強い儀式であるので、国家が行うのは憲法上

問題なのではないか、 という指摘がされた。

「大嘗祭」の起源についても詳しく説明があったが、現実に「大嘗祭」が大々的

に行われる一方、その意味について国民は十分理解しているのかということを考え

ると、国民の意識が希薄なままに、永々と代替わり儀式が行われていくことに、疑

問と不安を感じざるをえなかった。

参加者からは、皇室を特別扱いするマスコミの報道によって、国民の皇室観が徐

々に変容し、皇室＝理想的家族というような感覚が浸透して、ますます問題点力現

い出しにくくなっているのではないか、象徴天皇制と国民主権とはつきつめていく

と矛盾してしまうのではないか、憲法上の象徴天皇制と文化として国民に浸透して

いる象徴天皇制のギャップをいかにしてうめていくべきなの力、などの問題が提起

された。

第4回研究会

報告者 伏脇祥二先生（八潮定）

テキスト 『地球時代に生きる日本』坂本義和著（岩波ブックレット）

参加者 伏脇（八潮定） 渋谷（向島商業） 増渕（千詞

増田（世田谷工業）

伏脇先生より、テキストをペースにした4つの問題が提起された。 1つは、 「国

際政治」を授業で取り上げる際どのような姿勢．方針で臨むべきかという点、 2

つめは、著者のいう「政治は可能性のワザ」とはどういうことかという点、 3つめ

は、国際政治を分析する立場としての「現実主義」． 「理想主義」とはそれぞれど

ういう立場かという点、そして4つめは、我を日本に求められている、真の国際貢

献とは何かという点であるc

報告の中では、特に「民主主義の地球化」の動きを念頭におきつつ、 日本の国際
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貢献のあり方をさぐっていくことの重要性力戦調された。日本の外交政策上の問題

点としては、日本力独自の構想（哲学）をもたずに、場当り的に外交問題を処理し

てきたこと、安全保障政策という大きな問題を政府がたえず国民に対してあいまい

にしてきたこと、一国主義的な狭い視野と考えの下に、冷戦構造をうまく利用しな

がら、日本の経済発展の承に専念してきたことなどがあげられた。とりわけ、対米

配慮に乗じて、 日本大国主義を強化する、という日本の姿勢が指摘されねまた「日

本の顔」については、 「日本の顔」＝「企業の顔」でいいのか、日本は、 「人間と

しての顔」をもつべきではないのか、などについて問題提起がなされた。それはま

さに、人間としての生き方につながる大きなテーマではないだろうか。

参加者の中から、自衛隊の海外派遣や南北問題についても意見が出され、最後に

伏脇先生より、著者である坂本氏の、東大での最終講演を生テープで紹介していた

だいた。

第5回研究会2月15日 （土）

報告者遠山裕之先生（千歳高校）

テーマ 「態度化をはかる授業の工夫」

テキスト 『スウェーデンの挑戦』 岡沢憲芙著陪波新劃

参加者 遠山（千詞原田（清瀬） 井上（府中） 増渕（千詞

上村（江北） 増田（世田谷工）

学習内容をいかにして定謝上させ、主体的な態度をいかにして育成していくか、

について報告があった。

実践例として、移動教室への取り組み－授業との連携について－、日本と東南ア

ジア－異文化．異民族を尊重する態度－、自然と災害一防災訓鰊とのかかわり－、

資源一身のまわりの生活やふるまいとのかかわり一などについて報告があった。

移動教室の取り組承については、特に情報活用能力の育成をめざす試拳として、

図書館の活用・関係機関の訪問等について、また表現力の育成をめざす試朶として、

移動教室バス内での生徒によるバスガイドなどについて報告があった。

主体的な態度を育成するためのヒントとして、①事実を見せる②暗い面を見せ

る。③麺艮のモデルを提示する。④状況の人となる（その人間の持ち味を引き出せ

る環境を設定する）などがあげられた。事実を見せる際には、思考に訴えるよりも

感性に訴える方が学習内容を効果的に定着させられるのではないか、 という意見が
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出された。

参加者の中からは、テーマにある「態度化」について、どこまでアプローチでき

るか難しいという意見や、学習効果を高め、主体性を育成するためのグループ学習

や事例をもとにした討議、実体験一たとえば老人介護・障害のある方との交流・地

域調査一による学習活動の実践例が紹介された。

遠山先生からは他に、山手線一周散歩見聞録やア.メリカ合衆国各州PRレポート

など、 とても参考になる実践が紹介された。

参加者の中からは、今まさに、学校の可能性を生徒のレベルからトータルに見つ

め直し、 3年間で何を身につけさせていくか、 という広い視野をもつことが重要で

’

あることが指摘された。
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第二分科会報告

都立江東工業高校渡辺安則

今年度、第二分科会は「文化学習を通して人間としての在り方生き方を考えさせ

る指導の研究」というテーマで、研究発表や実践報告をもとに研究・学習を進めて

きた。文化学習は「現代社会」の中にも位置づけられているが、社会科全般で取り

扱うことができるうえに、その内容が実1口幅広い。取り扱う視点によっても多様な

形態が可能でも さらに人間と社会の現実と理想を探求する契機ともなる。今年度は

その多様性が示すものを見いだすことを中心に研究会が行われた。内容的に多岐に

わたった結果、様々な問題力鵜示された一方で、今後文化学習の内容・方法をどの

ようにまとめていくか力課題として残ったと考えている。

第一回 6月17日 （月） 神楽坂エミール

報告者 渡辺安則（江東工業）

参加者 秋元（学芸大附属） 紺野（正則） 坂口 （赤羽商業定）

功刀（蔵前工業定） 増渕（千歳）

渡辺から「文化の社会的現状の問題点について」というテーマで問題提起を行っ

た。新聞記事や週刊誌を用いて文化の今日的局面を報告した。大衆文化的状況の拡

大、異文化との接触機会の増加、伝統文化の変容という三つの側面から、アイデン

ティティの問題にまで話が及んだ。

第二回 7月13日 （土） 都立京橋高校

報告者 井口靖先生（京僑定）

参加者 功刀（蔵前工業定） 増渕（千劇 後藤（江戸川養測

渡辺（江東工業）

井口先生からソビエトの民族問題をソ連の民族論と19世紀ロシアの思想家によ

る民族問題の自覚という2つの側面からレポートして頂いた。ソ連における、多民

族の存在と文化の多様性を誇ることの意味について指摘された。また、 ソ連の民族

政策はマルクス主義よりむしろオーストリアの経験からきているため、そこではマ

ルクス主義批判があてはまらないことや、民族問題は19世紀から抱えられてし､た

問題でそこでは文学や民族の言語に対する視点があったことが紹介された。多民族

国家としてのソ連において、言語の側面をどう評価するかということから質疑応答
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に入った。特に、 ロシア、ウクライナ、ベラルーシについてそれら諸語が近縁性を

持ちながら特殊化していることで一般としてのロシア語が豊かになるという見方が

だされた。このこととの対比から日本の問題に及び、文化の差異性と共通性につい

て見る上で有意義なレポートだった。

第三回 10月21日 （月） 神楽坂エミール

報告者 坂口克彦先生（赤羽商業定）

参加者 功刀（蔵前工業定） 水谷（大泉学園） 紺野（正則）

増渕（千調 渡辺（江東工業）

坂口先生から、 「Cross-cultural Programの社会科教育における試み」

というテーマで昨年度深川高校講師として「地理」の授業で中国帰国生徒と一般生

徒の合同授業を行ったときの実践報告をして頂いた。深川高校では14名の中国帰

国生徒を受け入れ、 7名ずつの2クラスに分け、その内のも射程にいれた実践報告

で、帰国クラスの授業を先生は担当されたそうである。帰国生たちは日本語の力が

なく、一般生徒との学力差があるため、この14名の生徒に対して国語、社会、数

学、英語でいわゆる「取り出し」授業を行ったものの帰国生間の学力差もあり、さ

らに個別的な対応をしなければならない状態だったそうである。しかし、 1クラス

7名の帰国生同士がかたまってしまい、一般生とのコミュニケーションが欠如し、

言葉で意志表示できないイライラも手伝って帰国生対一般生という対立構造まで生

まれてしまったため、その打開策として考えた授業であるとのことだった。目的は、

帰国生と一般生のコミュニケーションをはかり、帰国生が主役になれる場をつくる

ことだった。中国東北部の地理を帰国生力散師役になり、中国語を交えて一般生に

教える、 という授業の試みを紹介して下さった。この他に、中国からの帰国生徒の

受け入れである千歳高校の実践や、特別枠での受け入れ校ではないものの帰国生

の受け入れ経験のある秋川高校の実践の報告があった。いずれにおいても共通して

いるのは、帰国生の日本語能力と家庭の経済力の問題だった。参加された先生方か

ら、外国の学校での外国人受け入れの事例力紹介されたが、充分な日本語準備教育

と教員の側の語学研修の機会の必要性など、言葉の問題の大きさ力指摘された。

第四回 12月7日 （土） 都立千歳高校

報告者藤野明彦先生（篠卿

参加者 功刀職前工業泡 富塚（大泉北） 及川（白鴎）

水谷（大泉学園） 増渕（千歳） 渡辺（江東工業）
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藤野先生が実施された生徒たちの宗教についての意識に関するアンケートをもと

にレポートして頂いた。宗教が生徒や我含にとってどのようなものか、また、理解

されていることと事実との間にあるとぷられるズレ、マスコミや教科書での扱いに

よる問題など、様々な角度からの課題が指摘された。加えて、授業で宗教を取り扱

う場合に注意すべき点について考える必要も強調されたように思う。生徒たちが宗

教についてあまり明確な意識をもっていないこと、時と場合によって宗教を「使い

分け」ているかのような状況などが、アンケートの内容から報告された。特にキリ

スト教とイスラム教のイメージの違いが「倫理」の教科書での扱いの大きさも含め

て提起された。異文化理解というテーマからみると、現代の世界で大きな存在であ

るイスラム教を理解することの重要性、宗教に対する先入観を打ち破って事実を受

け入れていくことの重要性とその困難さも話題となった。日本とアジアとの関係や、

外国人労働者との接触も含め、今後の国淵上を踏まえて検討の必要な事柄が多く提

起された会だった。

第五回 2月3日（月） 神楽坂エミール

報告者 功刀幸彦先生（蔵前工業定）

テキスト 『現代言語論』立川健二・山田広昭 新曜社

参加者 増渕（千歳） 水谷（大泉学園） 町田（羽田） 黒須（羽田）

渡辺（江東工業）

ケスト 熊岡路矢氏鈴木彰子氏(JVC:日本国際ボランティアセンター）

これまでの研究会でしばしば言語の問題が語られたことを受けて、現代の言語学

の状況を功刀先生に報告して頂いた。ソシュール、フロイト、ウィトケンシュタイ

ンの3人を軸に、デリダやオースティンも含めた概要がテキストを中心に報告され

た。テキスト自体がたいへん興味深い視点で貫かれたもので、刺激に満ちた報告と

なった。報告の後、功刀先生の紹介でJVCの熊岡氏、鈴木氏のお話に移った。両

氏はNGO組織のメンバーで、熊岡氏は現在ベトナムでの活動に従事し、鈴木氏は

その活動を日本国内から支援する活動に従事しておられる。この両氏から、ベトナ

ムの現実やNGO活動の実態、その目標などについてかなり詳細に話して頂いた。

難民問題や日本に対する見方のお話もあり、参加者からも組織のことや現地の事情

などについて質問がだされた。ふだん直接に知る機会がなかなか得られない事柄で

もあり、興味深い会合となった。なお、NGO活動について参考となる出版物も数

点紹介されたほか、問い合わせ先も示されている。
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第三分科会報告

都立玉川高等学校山本 正

本年度の都倫研第三分科会は、 「高校生の倫理的課題や現代の倫理的課題を考え
させる指導の研究」という共通のテーマで計5回の研究会を持ちました。青年期の
在り方．生き方、人間の尊厳性、パターナリズム、実践倫理、現象学等多様な角度
から現代社会における倫理的課題を分析し、今度の倫理学習の重要な視点が協議に
よって明らかにされ深められていったように思われます。

第1回研究会 6月29日 （土） 都立玉川高校

発表者 渡辺潔先生（都立深川高校定）

主 題 「青年期の在り方．生き方一コンクリート殺人をめぐって一」
参考文献 「かげろうの家」共同通信、 「うちの子がなぜ」草思社、 「迷走」

あゆみ出版、 「女子高生コンクリート詰め殺人事件」おんな通信

参加者 秋元（学大附） 岩橋（北野） 水谷（大泉学園） 増渕（千劇
大月（桜水商） 功刀（蔵前工） 増田（世田谷） 佐良士（田園
調布） 山本（玉川） 渡辺潔（深川定）

はじめに、定時制の生徒の実態をふまえて、これまでもどのようなとりくみをさ
れてきたかの報告がありました。生徒が自分自身をふりかえり、いろいろな人生が

あることを考えさせるきっかけとして自分史を書かせたり、 「キューポラのある街」

「家族ケーム」「翼を下さい」「夜をぶつとばせ」等のVTRをみせて興味関心を

高める努力をしているというお話しでした。そして、今回は「女子高生コンクリー

ト詰め殺人事件に関わった少年のうち司法裁半断で判決を受けた4人の生育過程で

注目すべき点について、自分達とほぼ同年代の彼らについて、感想・意見を自由に

書かせ、その過程で自分自身について」考えさせることをねらいとした授業につい

て発表していただきました。暴力性を崇拝する傾向や教師への不信感等様々な問題

をかかえる生徒について「家族関儒まどうなのか」「学校は何ができるのか」「な

ぜ、集団になると彼らは暴力的になるのか」等活発な討議が行われました。また、

教材の選定についても「問題点をかかえた内容ではなく、むしろ感動できるもの、

希望のもてるもの、一流のものとの出会いの機会をつくってゆくことも必要ではな

いか」等、治療としてばかりではなく予防の側面としての教材の役割の見直しにつ

いても重要な提案がなされました。
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第2回研究会 7月12日 （金） 都立千歳高校

発表者 増渕達夫先生（都立千歳高校）

主題 「民主社会の倫理的課題を考えさせる授業展開について」

参考文献 「人間の尊厳と国家の権力」 ホセ・ヨンパルト （成文堂）

参加者大月（桜水商） 増田（世田谷工） 工藤（国立教育研）

増渕（千詞山本（玉川）

まずはじめに．部落差別についてその歴史的経過をまとめた「人間の詩」と就職

差別の問題を扱った「未来からのメッセージ」という2本のアニメのビデオを視聴

しVTRを活用しながら「何故差別してはいけないか」「わかっているのに何故差

別してしまうのか」等を差別の定義を示さず、討論を通して考えさせ気づかせてゆ

く授業展開が示されました。その後ホセ・ヨンパルトの著書について、カントのい

う「人間」と「人格」、 「尊厳」と「尊重」の意味、 「人間の尊厳」概念の歴史的

成立過程、 「人間の平等とは何か」「人命の尊重」と「人間の尊厳」等について説

明されました。こうした内容に関連して「民主社会の倫理」における差別や人権の

問題を生徒にどのように「入ごと」ではなく「自分ごと」にさせてゆくか－とい

う点について「人権についてリストを作成させてみるJ「生きていることが尊いと

いうことを伝えるJ等方法についての提案から「差別に負けることが差別をするこ

とになってはいないかJ「外国人自身の日本人への差別も存在するのではないかJ

現場における差別発言の報告。 「そもそも人権という概念が西洋的で日本人の発表

から出発しておらず、 もっと日本人の人間関係を見直すべきではないか」等、様々

な角度から活発な意見が提示されました。

第3回研究会 10月19日（士） 都立千歳高校

発表者 工藤文三先生（国立教育研究所）

主 題 「民主社会の倫理の教材化一自由とパターナリズムについて一」

テキスト 『私事と自己決定』山田卓生著（日本評論社）

参加者 佐藤（小松川） 大月（桜水商） 岩橋（北野） 原田（清瀬）

増渕（千歳）

「民主社会の倫理」は社会科学習の中核的位置を占める内容でありながら、なぜ

実際の授業では独立した項目として扱われることが少ないのか、 ということについ

て工藤先生の分析と教材化への提言がありました。 「民主社会の倫理」が授業で扱

いにくい理由として①指導内容が明確でない、②内容は明確であるが具体性をもつ

－50－
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知識で構成されていない、③適切な教材が見あたらない、④教材はあっても、教材

化することが難しい、⑤内容が生徒の理解を越えている、または抽象的すぎる、な

どが考えられるとのことでした。 「民主社会の倫理の内容は、民主社会の原理から

導かれる倫理であって、民主主義の原理とは、自由や平等などといった価値原理、

代表や多数決などといった機構原理、討論や説得や参加などといった方法原理であ

る。また、倫理とは生徒の価値選択にかかわる内容であり、社会事象を単に事実関

係でとらえるのではなく、価値の対立・相克の場面として理解する能力が重要であ

る。こうした点から考えて、 「民主社会の倫理」は「人間の尊厳」「人権尊重」

「自由と平等」「参加と連帯」「権利と義務」などにかかわる内容でなければなら

ないだろう、 という先生の見解を示され、テキスト選定の理由と共に、内容と教材

を結ぶ方法論についてお話しをいただきました。国家と個人の関係が実感としてわ

からない生徒に、民主主義の原理をどのように教えていくのか、実践の能力の育成

をどうするか。－といった授業方法論について参加された先生方からも活発な意

見が出されました。

第4回研究会 12月7日 （土） 都立千歳高校

発表者 山本正先生（都立玉川高校）

主 題 「現代社会の課題を実践倫理から考える」

テキスト 「相手の立場に立つ－ヘアの道徳哲学一」山内友三郎著（勁草書扇

参加者 佐良土（田園調布） 工藤（国立教育研究所） 葦名値士）

本間（端穂農芸） 大月（桜水商） 増渕（千詞山本（玉川）

山本からテキストの内容に沿って以下のような説明がありました。 「ヘアの立場

は、プラトンがあらかじめ存在する善や美の価値の発見を正しい生き方としていた

のに対して科学技術の進歩や価値観の多様化などの中で、自己決定による新しいモ

ラルの創造を行っていくことにウエイトがおかれている。そして彼はそうした状況

の判断を①一般原則が必要な『直観レベル』の問題と②批判的思考が必要な『批判

レベル』の問題とな分けて考えている。①は一般原則を貫く態度であり、②は柔軟

な合理的思考ともいえる。①については『教育』『日常生活』『火急の場合』に必

要とされ、多くの判断がここで処理されているとする。②については『道徳的葛藤』

『一般的原則の選定』『異常な事態への対処』が対象となり、それらは滅多に起こ

らない特別状況であるとされる。そしてこの判断に際して、ヘアは指図性と普遍可

能性を有して、しかも『相手の立場に立った』好朶や欲求の強さや利益の大きさを
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よく比較微量していく必要があるとする。しかもヘアは『特定の状況の中での指図、

命令も普矧上できる』として『普遍性』と『一般性』を区別しているJその後の議

論の中で「功禾住義をあまりに利益主義という一方的計算に終始するものとしてと

らえすぎていないか」「ヘアの思想の前提は自己主張が存在している為日本人の案

するという人間関係はどう評価されているのか」など白熱した議論が交わされる中、

閉会となりました。

第5回研究会 2月1日 （士） 都立大学付属高校

発表者 佐藤幸三先生（都立大学付属高校定）

主 題 「純粋言語の希求一フッサールとデリダ」

参考文献 「声と現象」理想社

参加者 渡辺(誠） （玉川）大月（桜水商）佐藤（都立大付定）山本（玉川）

初めに、構造主義の概要が説明されました。構造主義は、意識されない世界にも

う1つの論理構造を考える立場である力､論理構成が可能であると考える点でもそ

れもまたコギト （理幽主義の内にあるとデリダが批判し脱構築主義を提唱。彼に

とっては、フッサールもまた、 コギト主義者として批判されるのですbフッサール

は、外界との交渉を庶断し、孤独な心的生活の中でイデア的統一体によって心の中

で描かれた対象を記述するとします。これについてデリダは、常に外界の対象と自

分の心にズレが生じイデアの同一性はなく対象はとらえられないと主張。この点を

めぐって、カントやプラトンとの違い、フッサールの意義について質問が出されま

した。佐藤先生からは「フッサールは触発するものが世界であるとしている。カン

トにはこの世界の考察がないし、プラトンも形而上学的二元論としてイデアをとら

えているがフッサールでは、 「世界」によって可能となる現象をどう主観性とい

う場においてイデア的統一体へ持ってゆくか－という方法論が示されている。こ

れは、自我との関係を顧承ない当時の実証主義への批判としての意義を有する」と

いう説明がなされました。自己意識を記述する必要性は何か－の質問に対しては、

「自分の見たものと他者の見たものとの一致を目ざす共同主観の原理によって明証

性がますJという説明がありました。言葉の持っている本来の問題を遡及的に探究

し言語力存在そのものをうつしかえるかについてもハイデッガー、 ソシュール等の

考え方を自己の見解もまじえて解説され、最後に今後の学習の機会の為にというこ

とで「現象学解釈学研究会」の紹介と案内も行われるなど充実した発表となりまし

た。本研究会で世話人をされた大月．岩橋両先生にも紙面を借りてお礼申し上げます。
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Ⅵ都倫研創立30周年記念座談会

一都倫研の歩みと展望一

参加者 都倫研顧問

都倫研顧問

都倫研顧問

都倫研会長

都倫研副会長

初代会長 矢谷芳

初代事務局長佐藤勇

初代研究部長増田

豊島高校校長小川一

光丘高校校長中村新

事務局 井上勝・富塚
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記録

小川本日は先生方お忙しいところお集まりいただきどうもありがとうございます。

都倫研が創立30周年を迎えまして、記念の座談会を行いたいと思いますb

中村創立30周年を迎え、紀要の第30号の特集として、 「都倫研の歩象とこれ

からの課題」というテーマでお話いただければと思います｡また、副題的には

「草創の精神に学ぶ」ということで、これから都倫研を支えていく若い先生方に

都倫研のエートスのようなものがにじみ出ている座談会になればと思いますbま

た、公民科という新しい教科ができるにあたって今後の展望のようなものをお聞

かせいただければと思います。 30年の歩みを振り返るのは容易なことではあり

ませんので、 まず、創立当初のご苦労のお話を、当時の社会的雰囲気などともあ

わせて聞かせていただければと思います○

’
’
1

1

☆「倫理・社会」の設置と都倫研への胎動

小川創立は昭和37年ll月20日、忍岡高校ですね｡新しい研究会をつくろうとい

う動きはいつごろからあったんですか。

増田高校とは限りませんけれど、道徳教育を教育課程の中でどのように位匿づけ

るかということが、昭和26年ごろに天野貞祐さんなどの提言があったりして、

大きな問題としてまずあったわけです。中学校の「特設道徳」ができたり。

小川あれは昭和33年からですね。

増田中学の「特設道徳」があって、高校はどうするかということになったのでし

ょう。高校の社会科は最初「一般社会」があって、地理や歴史が分かれて行くわ
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矢谷先生増田先生佐藤先生

けですbそして「社会科社会」になる。その中に倫理的．文化的内容が一番最後

にくっついていたんですbそれが簡単にいうと「倫．社」の母体になるわけです。

途中一回ぐらい改訂があったも知れないけれど、結局一番後ろにあってはやら

ないじゃないか、これをやらせるんだったら一本だちさせなければならないとい

うことが出てきたと思うんです。

小ﾉll 「社会科社会」に倫理的内容がくっついていたときに、都社研と力社全協で

は研究するグループはなかったんですか。

増田それは特にないと思いますよ。

小ﾉll先生方は都社研のメンバーだったわけですか。

矢谷現場の人はそうですよ。

増田しかし、僕なんか会に所属したのは後にも先にも都倫研．全倫研と校長会ぐ

らいなものですよ。

佐藤そういう意味では私も同じですね。

増田戦後最初に社全協・都社研がつくられたのは占領下の「一般社会」事情に制

一54－
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約されていた面があって、オーバーにいうとイデオロギー的なものがあって、そ

れに反対する人間は顔を出さないということがあったと思います｡そういう点か

らすると「倫・社」の研究会が独立することは、少なくとも自分が左側にいる限

りにおいて右に映るわけです。当時予言者的な必然論もはやりまして、 「社会科

社会」の第4単元に倫理的な内容をおいた。それ力独立して「倫理．社会」にな

った。 「社会」という言葉をくっつけてカモフラージュしているけれど、いずれ

は「倫理」が独立必修の道徳教育の中心になっていくのではないか。だからその

反動を今のうちにくいとめなければならない。校長さんどうしの間でも「倫．社」

設立の機運はよくなかったんじゃないですか。

矢谷 「倫・社」の独立に対しては社会科研究会でも反対していたんじゃないでし

ょうか。文部省にも反対の陳情をしていたと思いますよ。その時分、組合の方で

も緊急反対闘争をやった。そして、安保闘争があったり、それにつられて東京の

高校生約1000人が安保反対抗議集会を行ったりもしました。その中で文部省は

「倫・社」を定着させるために全国を5つのブロックに分け講習会も行なったり

したんですが、講習会への出席者に対する妨害があったりもしたんですよ。 「倫

・社」が誕生したのは昭和35年の指導要領の改訂においてですね。そして、昭

和38年より学年進行で実施されたわけです。

増田研究会は授業に先立って設立されたわけですね。

中村授業は昭和39年からでしたからね。

増田ちょうど今日からみると東西冷戦の中、独立を回復するときの全面講和か片

面講和力、そして安保改定、それから職場における左翼運動の激しさがあった時

代で、世界的な対立が国内に反映して、思想的にも二つの世界をつくっていて、

特に思想界に二つの対立が象徴的に労働問題と教育問題に現れた、 というような

ことがあったと思います。そういう中で教育の施策をたてることが緊張を持って

なされたわけです。今日の教育の施策をたてるなんていうのは、のんびりやるで

しよ。週休2日制なんていっても危機感や緊張感はないでしよ。あのころは国内

における冷戦ともいえる状況があり、そういう中でやった以上はやりぬかないと

いけないということで、文部省自身も気構えがあって、 「倫．社」の伝達講習会

もあるし、こっちの方でもそれなりの立場を理解するものは、発足してからでは

なく勉強しなけｵ'ばということで、発足する前に研究会をつくって、発足したと

きには本を一冊つくってしまうということを、緊張の中でやりぬくという意気込
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承のようなものもありましたね。一方組合の方も事前に砕かなければいけないと

いうことで対立的になった。対立的になったけれど、そういう意気込桑の中で成

り立っているから、 「倫．社」の育ちの中で、寒風の中で育った子は風邪をひか

ないということのようなことはあったかも知れない。

だから全倫研の設立総会も、わざわざ通知を出して呼び出したら反対されてしま

うということで、文部省が何か「倫．社」の発足に関することで人を集めたとき

に、集まった人たちに呼びかけて会場の白鴎高校の校舎の奥の特別教室に来ても

らって、発足の手続きをすませて、全倫研が設立されたというわけです。とても

春風飴蕩というわけにはいかなかった。

佐藤でもあれが大きな契機だったですね。

'NII抵抗の中で生まれたということが研究会の性格を決めたということですね。

矢谷そｵuま大いにいえると思いますね。もともと昭和38年からの実施を前にし

て、 「倫．社」に強い関心をもつものが時折池袋の喫茶店に集まって、話合いを

するようになったんですb

中村そのときのメンバーはどのような方ですか。

矢谷武藤さん、徳久さん、酒井さんたちが中心だったと思います。

中村それが最初の出発ということですね。

矢谷昭和37年に私が忍岡高校に転勤してからは足場がよいということで忍岡高

校で話し合いをすることが多くなりました。そして、 6月には発起人会、 7月か

らは準備委員会力垳なわれ、規約・予算・役員などについて検討していったわけ

です。総会までに正式なものだけでも7回行なわれたが、スポンサーのない集ま

りでしたし、夕食は各自負担でラーメンということが多かったですね。

佐藤はじめの頃都倫研に参加した人たちには、なんといいますか、組織嫌いとも

いうべき雰囲気があったような気がしますね。研究については熱心なんです力も

準備会は忍岡高校の蓬莱園という庭園の池のほとりにある茶室で行なわれること

が多かったんですが、遅くなると、ラーメンが趣笈れてきましてね。名園の茶室

でラーメンとはあまり気のきいた話ではありませんけれど、私たちにとっては宗

匠の点前よりも魅力的だったかも知れないですね。

中村そ加まいいお話ですね。
佐藤地道な研究会をつくろうという熱意と静かな茶室の雰囲気がとけあって、都
倫研の目に見えない伝統となっていったんじゃないでしょうかね。
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矢谷和を第一とする茶の湯をたしなみ、その心でいつもにこやかな人柄の佐藤さ

んがまめに世話をしてくれて、準備会をなごやかな空気で包んでくれたことも忘

れられない。

小ﾉll忍岡の茶室の雰囲気が都倫研の初心ということですね。

☆都倫研の設立について

矢谷創立総会は昭和37年11月20日に忍岡高校で行なわた。

増田創立総会の記念講演が朝日新聞の森恭三さんの講演でした。場所は忍岡のど

こでやりましたつけ。

佐藤生物室か地学室、確か地学室だったような気がしますけれど。

矢谷総会で決定された役員は、副会長に徳久さん（当時城北高校教頭） 、武藤さ

ん（当時玉川高校教頭） 、会計には道広さん（当時江北高樹、川瀬さん（当時

玉川高校）に決定され、私力輪理関係の校長ということで会長に推薦されること

になった。初代事務局長はもちろん佐藤さんでしたが、私ｶﾐ上野高校に転任した

ので丸山さん力引き継ぎ、まもなく増田さんとなったわけで九当時増田さんは

小松川高校におられたのを無理やりに上野高校にきてもらったのでした。私は準

準委員会のメンバーではなかったから、桑んな佐藤さんや増田さんがやってくれ

たんですよ。今でも頭があがりませんよ。 （笑い）

一番大変だったのは、都歴研．都地研．都社研との関係でした。先ほども話が

出たように、いままで都社研に属していたメンバーが新しい研究会をつくるわけ

ですからね。創立総会の前に正式な話し合いをしておかなければならないと思い、

都歴研の会長の成田校長にお世話を願い、東京都教育会館の和室で会議を持つこ

とになったのですb各研究会の会長と幹部力喋まり、それに徳久さんと私が出席

しました。司会は都歴研の風巻さんがやってくれた。 2時間を超える大激論でし

た。

中村その2時間をこえる激論の内容はどんなものだったんですか。

矢谷まず、私が新しく「倫・社」の研究会を創設する趣旨とその経過を説明し、

各位の了承を求めたのです。ところが「倫・社」の研究会はいらないと、頭から

反対論が飛び出した。徳久さんと私はそれぞれに反発して「倫．社」研究会の必

要性をといたのです。風巻さんが手際よくまとめて下さって、やっとおさまった

のでした。
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佐藤いよいよ都倫研が独立してあと、補助金の問題でも論争があったのですbこ

の時は各研究会の会長と事務局長の新宿高校での集まりで昭和39年のことです。

中村補助金の問題にかくれて、より本質的にはイデオロギー的な問題もあったん

じゃないですか。

佐藤会長さんたちの話合いでは、都倫研力噺しい研究会として認められているわ

けです○ですが、矢谷先生を始め他の会長先生がたが何人か帰られた後力､大変

だったんです。

増田実際にお金を分ける話になると、これまでと補助金が減るわけですからね。

佐藤矢谷先生がお帰りになってから、どうもこれじゃまずい、 という話が出てき

たのです。都社研の分科会になればし､いじゃないかというのです。会長もだいた

いそろっているのだから、そうしょうじゃないかという話にまでなったのですb

そんなこと言われたって、こちらは答えようもない。しらんふりをしていました

ら、都歴研の風巻さんが一言「会長同士で決めたことだからなあ」とおっしゃっ

てくれてようやくまとまったんです。

増田今日見せていただいたこの「会報」の3号に「社会科研究4団体、協議会成

立の方向へ動く」とありますが、ここでお金の問題もちゃんと解決したのだと思

いますよ。

中村ちょっと話は変わりますが、 「会報」はもちろん続いていますが、この「会

報」の題字はどなたがお書きになったんでしょうか。

矢谷それは私が書いたんですよ。今でも使っていてくれるようですね。

小川それはもちろんですよ。会報はいままで53号まで発行されています。

中村ところで会費は最初のころ自分で払っていたような気がするんですけれど、

どうでしたか。

佐藤会費は原則として学校からだしてもらっていたと思います。ただ、学校によ

ってはむずかしいところもあったのかも知れません。

中村設立の時は社会科関係の研究会の中で継子扱いされたということがあったわ

けですか。

佐藤だけど、自分たちは中身で、研究で勝負と思っていましたから全然苦にはな

りませんでした。

小ﾉll そうしてできたのが『倫理・社会授業内容の研究』 （昭和39年、大阪教

育図書）ですね。
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増田その本ができたときに総会をかねて発表会をやって、内容を説明してPRし

たんですよ。会長挨拶に続いて、 「基本的態度」については私力､「人間性の理

解」が沢田洋太郎さん、 「西洋についての考え方」が有賀弘明さん、 「東洋につ

いての考え方」が中島清さん、 「日本の考え方」が渡部武さん、 「現代の思想」

が佐々木誠明さん、 「現代社会と人間関係」が仙波義規さんという具合いに各分

野で説明をしたんです。

小ﾉll私が初めて参加したのもその会かも知れない。その本を買ってさっそく授業

で使った覚えがありますよ。 （笑い）それが昭和39年4月25日とあるから「倫

・社」の授業が始まるときには一冊本をつくってしまったんですね。

矢谷毎日新聞でも3日にわたって好意的に紹介してくれましたね。

佐藤このあいだ、全倫研調査についてのっていましたが、あの大きさで紹介して

くれました。

小jll創立から5年の間に3冊の本（前記の他に昭和40年に『「倫理．社会」指
導と展開一資料編一』［講談社］及び昭和43年に『「倫理・社会」才騨内容の

事例的研究』［清水書院］）を出版しているというのはすごいことだと思います。
そのことが組織を活性化させ、人材を育て組織を発展させていった。私も書かさ
れましたがそのことが大変勉強になったと思います。

☆研究活動の中で

佐藤増田さんは研究活動を具体的に考えていかれた方で、例えば読書会というの

があったのですが、社会心理学なら村松さんが中心になったり、寺島さんは町田
から駆けつけたりしていた。その他の分野での読書会も多かったと思います。

増田総会の時の議事みたいな形で毎年のテーマは決め、趣旨を説明しどのように
展開するかを説明する。そして総会終了時に紙に書いてどの分科会にはいるかを
決めてもらうというのは今でもやっているんでしょうか。

小jll 今でももちろん続いています。研究部長がテーマを考え、提案しゑんなで操
んだ上で総会にはかる。総会の時から分科会が発足する。

増田大勢の中でも、小サークル運動というかフェイス・ トゥ・フェイスの中で自
分が主体的に考えていくというメカニズムを利用したということです｡
小川今でも分砺桧は活発に行われています。

佐藤さきほどの本の執筆者もそのメンバーが多数参加していました。

－59－
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中村手探りで授業の内容を掘り起こさなければならないということで、いろいろ
とご苦労があったと思うんですけれど、読書会の活動が役に立ったということで
すね。

佐藤一人で手探りでやるのは大変でしたが、分担して季んなで共同研究的にやっ

ていくのがよかったですね。人の分担の所を大いに活用させてもらったというこ

とはありますよ。

増田学校の先生は基本的に勉強が好きですし、生徒の前で立ち往生するわけには

いかない。自分一人だけでは準備は大変ですし、読書会の活動があったから一つ

は自分で読んでいるし、もう一つは耳学問で身につけ、あの先生はよく知ってい

るということでもいってみれば生徒の前で気持ちよく威張れるという寸法ですb

小jll 「倫・社」の先生は特に学際的ですね。特に今は「現代社会」もやるから政

治も経済もゑんなやりますからね。

増田プリントをつくることが好きな先生も多いですよね。こまめにやる人が多く
勉強になりました。

矢谷具体的な研究活動においては、年に一度のお祭騒ぎをやるだけの研究会では

なくて、地道な研究を続け授業を大切にする事が第一でしたね。

増田公開授業、研究発表講演のいわゆる3本立てですね。私は最近全然出席で

きませんけれど、案内状をいただいてまだちゃんと続いているのだなあと思いま

す。

矢谷佐藤さんがおっしゃった「蓬莱園」の精神がきっかけで、 3本立てが確立し

たんですね。他の研究会に出なかった人も、組織作りが得意でない人も研究一本

ということで集まったわけです。だからラーメン－杯で会ができた。その精神だ

けは忘れないでほしいと思いますね。

中村私も以前に担当させていただいたわけですが、そのような研究活動を支える

ための事務局の活動について、裏話でもご苦労話をお伺いしたいのですが。

増田小松川高校から上野高校にいって何をしたかというと、封筒書きばっかりや

っていたような気がしますね。特に全倫研総会の前には放課後になると小川さん、

中村さん、伊藤さん、金井さん、小笠原さん、亡くなった中村祐二さん、その他

の方々がきてくれて夜遅くまで仕事をし、終わると上野駅の公園口の二階にあっ

た日本食堂でちょっと一杯。 （笑い）あれ〃ま楽しかったね。あのころは僕が30

歳台の後半でしたね。封筒に宛名を書き、何千あったのかなあ。 うちでも書いて

－60－

’，〃

’
’

山

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｄ

ｌ

ｐ

Ｉ

ｌ

Ｊ

Ⅱ

ｂ

口

Ⅱ

１

＄

ｌ

ｑ

ｐ

ｌ

‐

１

．

，

１

4

4

I

畦L 凸・龍



ボストンバックに入れて女房とわが家の近くのポストに入れて歩くんですよ。初

めのうちはコトッコトッと落ちる音がするのですけれど、そのうちポストののど

の所までいっぱいになって、そうするとこのポストは終りっていって次のポスト

にいくんです6 （笑い）謄写刷りみたいなものもあったけどうまくいかなくて、

結局全部手書きでやるしかなかったですからね。

佐藤増田さんからも封筒書きの話が出ましたが、今年の年賀状で忍岡の卒業生か

ら娘も嫁に行くようになりましたというのをもらったんですが、よく考えて象た

らしょっちゅう封筒言きをさせた生徒だった。 （笑い）そういう意味で忍岡はい

い学校で、一人で封筒書きをやっていると生徒がだまって4～5人来て手伝って

くれるんですよ。また、社会科がよく協力してくれましたね。

増田社会科の教員の中には社会科学的思考のタイプと哲学的思考のタイプの二つ

のタイプがあって、哲学的思考のタイプの人は内省的で柔和な心とそのようなも

のへのあこがれがあって、 「倫・社」が発足したとき生徒に教えるばかりでなく

勉強しようということで社会科の先生の心が内面に向いていったということがあ

るのではないかと思いますね。

小jl l そういうことが研究会の後の一杯飲みながらの議論の中にありましたね。生

き方と人間の内面にふれるようなものが。

増田それに呼応するように例えば出版界などにも同じような動きがあったんじゃ

ないでしょうか。 「人と思想」、 「世界の思想」などのようなものが続々出版さ

れるようになったのも「倫・社」の成立力喫機になっているような気がしますb

そしてそれらの本の最小限が「倫・社」の教師力特つ購買力に応えたということ

じゃないでしょうか。

小ﾉll 『ソクラテスの弁明』もあのころはベストセラーになったということですけ

れど今はあんまり売れてないじゃないですか。

☆これからの都倫研について

中村今後また「倫理」の内容力丸名前は「倫理」だけれども青年期の課題と力現

代社会における人間関係とか、 30年前の倫社と同じような内容力腹活してくる

んですが、いろいろ都倫研・全倫研の先生方にはさまざまな先生方力喋まってい

ていわゆる人生観・世界観、哲学・倫理・宗教学専門を勉強した先生のほか政治、

経済、文化人類学、社会学さまざまな専門の先生方が集まって、大会テーマや研
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究テーマを決めるときによく先生方から哲学・倫理的な企画が少ないのではない

かとご批判をいただくことがあります。しかし、色々な要請に応えていかなけれ

ばならないということもあるわけです。 30年前から「倫．社」が、 10年前から

「現代社会」が始まり、拡散現象を起こしているのではないかという指摘もあり

ます。そしてこれから公民科としての研究も始まるわけですが、新しい教材の開

発などをおこなうためにも研究活動の柱をもっていなければならないわけで式

その点で若い先生方に何かアドバイスのようなものがあればお願いしたいのです

が◎

矢谷これは増田先生が適任じゃないかな。

増田いま話を聞いていて思ったのは、哲学とか倫理とか縄張りを限ってと言うの

は実は古いというか、今日の動向として学の総合みたいな傾向がのるのではない

かと思います。哲学といえばドイツ的なものとかが思いうかべやすいわけですが、

哲学、社会科学、文化人類学あるいは文明論のようなものを含めて学の総合化が

大学のレベルでも求められています。いわゆる「学際的」とし､うのでしょうか。

学問の世界も次第にポーダーレス化し社会科学的なものに哲学的なものが入り込

む、哲学といってもむずかしい抽象的な概念をもてあそぶのではなく、現実の問

題に対応しなければならない。典型的に現れているのが「脳死」の問題だと思い

ます6－つの柱は医学で、もう一つの柱が宗教ということになります。例えばこ

のあいだの「答申」もこの二つの極のぶつかりあったところで非常に大きな課題

を今後に残しているように思います。つまりそういうふうにテーマの立て方と問

題の処理の仕方がこれまでと違ってきている。高校の教育においても限界をはっ

きりさせて18． 19世紀の学問を後ろだてに教室で生徒に指導するのではなくて、

原理的な立場を柱にしながら現実の問題を処理していく、そういうどちらの面か

らいっても賢さをもって生徒に学ばせていく、つまり中心の柱をしっかりさせて

おけば求心性の強いテーマも知識としては遠心的に動いていくというように扱え

るのであって、決してそれは拡散ということにはならないと思います｡

小ﾉll 「現代社会」が発足して専門の教師が減り打撃を受けたことは事実ですね。

そして今度は「倫理」・ 「政経」でやるか「現代社会」でやるかという問題も出
てきた。

佐藤束ねはどこでやるか、あるいは柱になるものについて、議論し合ったかどう

かは別にして、当時の研究会参加者には柱になるものを、それぞれの胸の内にも

－62－

l

l

’

１

１

｜

’

’

’

I

ー－－ 綴」



っておられたような気がしますね。それがないと困ってしまう。

小ﾉII柱は人間としての「在り方生き方」ということであることはあるんですけれ

ど。それが全部を貫いているということですけれど。

増田私は「現代社会」には縁がなかったのですけれど、さっきの中村さんの話に

合わせて一ついえば、 「現代社会」は時流に流される恐れはないかなという気が

しているんですけれど。何でもいいんですけれど、例えば緑の地球といえばみん

ながそれに乗ってしまう。あるいはセクハラとか汚職とか、今だったら従軍慰安

婦問題が話題になればすぐそれに乗ってしまう。新聞にも気を付けなければなら

ない。新聞記事を教材にというのはよくあると思うんですけれど、それだけで原

理的に生徒に頭を働かせることになるのだろうかと思いますbそういう点で「現

代社会」の成立のいきさつはいろいろあるのでしょうけれど、それなりにやって

桑ればいいとも思いますが、但し「倫理」という科目を選択にしているのはよく

ないと思います。これは理屈じゃなくて、 「倫理」という言葉とその持つ中身は

国民共通の一つの概念になっていると思います。 「倫理」という言葉が15～16

歳の生徒の頭の中にどのように染み込んでいくかというと、選択であるならばや

ってもやらなくてもよくて、好きなものだけがやるものだ、 というふうに頭に染

み込んでいくわけです。そのように頭に染み込んで、その人たちが社会を支える

ような時代になったとき、 もちろんすぐには効いてはこないとは思いますが、ど

のような社会になるかが少し心配です。それには文部省に責任があると思う。そ

んなことならむしろ私は「名を正す」という意味で「倫理」という名前の科目が

ないほうがかえってすっきりすると思います。もちろん反対に言葉じゃなくて内

容力墹題だという考え方もあります。 「倫理」の中にも生き方の問題があり「現

代社会」の中にも生き方の問題がある。内容力墹題だという考え方もありますb

しかし、 「倫理」という言葉を使う以上それは誰でもが勉強しなければならない、

ということにならないといけないと思います。好きなものだけがやればよいとい

うことなら、そんな言葉は使わない方がよいと思いますね。

矢谷私もまったく同感ですね。選択「倫理」であってはいけない。

小川臨教審の答申では当然「倫理」がおかれるという雰囲気があったのだけれど

いつの間にかああなってしまったんですね。

矢谷力関係でやられてしまったんじゃないかと思いますね。現場にも「倫理」は

いらないという意見もあるのではないですか。
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増田天野貞祐さんがいう「道理への感覚」の問題だと思います。選択ということ

でも理屈はつくのでしょうが、感覚の問題なんですよ。それは「道は行われ難き

かな」ということで孔子の昔から道徳なんていうのは行われないんですよ。それ

に過剰に期待するのがおかしいのであって、やっと支えているというのが人間の

世の中なんで、それでもだからといって軽く扱ってはいけない。

小jII 「世界史」必修というのはわかりやすかったのに対し「倫理」の方ははいり

にくかつたということでしょうか。

矢谷陳情にも行ったのですけれど、特に酒井さんが会長の時にはだいぶいろいろ

資料をつくって文部省に持って行ってますよね。

中村結局、都倫研・全倫研の自己反省も含めて、 「倫・社」の本来持っている価

値観の形成、人間形成について、先哲の思想を手がかりにしながらも深く生き方

について学習するという点でもある憩朱で徹底できない面もあったかも知れない。

あるいは日本全体からするとそのような形での授業は多数派とはいえなかった。

だから右からも左からも、あるいは大学からも批判されることがあった。これか

ら公民科4単位必修になり、 「現代社会」では環境と倫理、政治と倫理、あるい

は経済と倫理など全ての所で倫理との結び付きを考えて行くようになっている。

都倫研として、どの様に倫理的なものを自覚し理解させて行くか、 まとまった形

でやるためにはある意味で非常にむずかしい立場に立たされているということが

いえると思いますb

小ﾉll特に「現代社会」は融合することが狙いなわけですが、これはそう簡単にで

きるものではない。ますます、 「現代社会」では倫理的な内容が行われにくくな

るという指摘もありますね。

本日は御三方の先生本当にありがとうございました。都倫研、全倫研の創立当

時の精神をお聞かせいただいたことは、今後の会の運営にもたいへん役立つと思

いますb新学習指導要領で公民科は「倫理」「政治・経済」と「現代社会」力篭

択必修ということになって「倫理・社会」必修の時とかなり違ってきていますが、

「人間としての在り方生き方」を柱とし、創立当初の精神を生かして、今後の都

倫研・全倫研の発展に努めていきたいと思います。本日は会の進むべき方向性を

示唆頂き、都倫研・全倫研のバックボーンの再確認という意味があったものと思

います。長時間本当にありがとうございました。
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Ⅶ特集都倫研30周年記念都倫研の歩みと展望

「倫理・社会｣創設の頃を振り返って

岡本武男

都倫研創立30周年を迎えるという、光陰矢の如しと言われるが、あっという間

の30年であろう。代含の事務局長さんを中心に、猫の目のように変る学習指導要

領に正面からよく取り組まれ、若干の名称の修正はあったにしてもよく続けられた

し、続いたものだと思う。

言うまでもない事ながら、昭和35年の学習指導要領で「倫理・社会」が新設さ

れたことに伴なって、都倫研が発足した。この科目の新設の前に「社会科社会」と

いう科目があって、この中に倫理的内容が盛られた。昭和30年に白鴎高校に転勤

したところ、学校長の小松直行先生から道徳教育の研究をやれと厳命された。着任

したばかりでめったが翌年の昭和31年に社会科主任を命じられ道徳教育の研究に

着手した。白鴎での新任者という事と研究主題の難しさとが重なり合ってその夏は

休みなしの状況であった。小松先生は長崎県教育長として勤評闘争を見事に解決さ

れ、副知事にまでなられた力鐘手腕優れ、剛直で教育者としての姿勢、精神を堅持

しておられたから、 この研究のために20万円の費用を出して下さった。これによ

って「社会科社会における道徳内容の展開」という285頁の本を造ることができ

た。この本の中で社会科社会の中に道徳的内容が一分野として取り入れたことは、

社会科教育という点のみならず人間教育という立場からもまことに適切妥当である

と強調した。この様に「倫理・社会」の解説を書くための教材等調査委員になった。

教育現場からは教育大付属高校教諭で先ごろ社会科教育の貴重な資料となる「公民

科教育への歩みと課題」を書いた斉藤弘君であった。この解説については、指導目

標の原案は私が、指導内容の原案は斉藤君がまとめ、委員諸氏の厳しい検討を受け

て出来上った、 この解説の最終案を決定する段階になって、委員の一人であった東

大のM教授は自分の専門とする内容を容れないと委員を辞職するという発言があっ

て、時も考えないでよく言えたものだとその非常識さを腹の中で笑った記憶が残っ

ている。また倫理的内容を目的とするならば、心理的内容は手段的内容として位置

づけられると発言したら、これもまた委員の一人である東大s教授に「学問はそれ

自体が目的です」と言って怒られた。この時も教育と学問研究を弁別しているのだ

ろうかと思い、教育現場への理解が乏しいのではないかと思った。そう言えば、こ

れから実施される学習指導要領では、世界史が必修になった。この要領を検討する

委員の一人である木村尚三郎東大教授は、産経新聞の正論で、世界史を必修させて
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国際理解を深めることが大切で、キリスト教の理解も世界史の必修によらなけれな

らないという意味の文章があった。世界史で扱うキリスト教など一体何時間当てら

れるのだろう。 「倫理．社会」では少なくとも、聖書を取りあげたりして6～7時

闘主キリスト教の理解と同時に内面化をはかったものである。こういう議論を読む

とやっぱり現場から浮き上っているとしか思えない。

この委員になったため、 「倫理・社会」の解説のために、 3年間講師の一員に加

えられて、地方の数箇所に出張した。この時参会された先生達の中に、道徳教育を

強化する「倫理・社会」の講習会出席に反対する日教織のピケを破って出席したと

いう先生方が何人もおられた。

1961年の「高等学校指導要領解説社会編」に、 「従前の『社会』の形態のま

まで道徳教育をいっそう強化するということになれば、政治や経済についての学習

が倫理的色彩にあまりに染まりすぎるというおそれもあり、むしろ『倫理．社会』

とは一応切り離した形態で政治や経済について学習させたほうが、そのねらいを達

成させやすいという事情」が「社会科社会」の中を「政治・経済」と「倫理．社会l

に分けた理由の一つとして述べられている。この文言は当時の1調査官の考えであ

った。私の現場感覚からするとそうかなと疑問にも思い、 うまいことを言うものだ

なという印象が忘れられずに残っている。

その後に「現代社会」という科目が出来て必修になり、 「倫理」は選択になった。

上の解説を盾にとると「現代社会」という科目の成立はおかしくなる。人間が生

きていく限り、倫理道徳は必修なのである。しかし国の教科課程では選択になって

いる。 「現代社会」で、倫理的内容がとりあげられて必修になっているからよいと

いうのがこれを決めた委員の方々の意見だったのだろう。委員諸氏はお互に議論し

ているからよくわかっているのだからよいとしても、第三者にはまことにわかりに

くい、知情懲知徳体の調和的発達という、徳の教育は人間が人間になるために明

々白々なのである。

学習指導要領、解説書等々を読んで承ると、まことにもっともなことがよく書い

てある。高名な大学教授やら、知識人と称せられる入念が衆知を探ってまとめられ

たのだから言うところはないように思われる。過去のささやかな経験から現場から

浮きあがったり、人間の現存在の基底によって、避けて通れな↓倫理道徳に眼を据

えて･こういうことを考え、理解し、自分の生き方を考えるような科目はあれえれ

いじくらないようにすることが、教育現場はもっとすっきりよるように思われる。
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都倫研創立世代と倫理教育

斎藤 弘

1．都倫研の歩みを担う世代

都倫研が30周年を迎えることから、これまでの歩みを振り返り、今後の展望を

省察することは大切である。それに対するアプローチの方法はいろいろとあるだろ

うが、それには先ず、都倫研の仲間たちの世代の違いに着目して、それぞれの世代

における倫理教育に取り組む意識や考え方及び生き方に共通したまとまりがあると

すれば、それが何かを明らかにできないだろうかと、私は考える。

世代とは、ある年代層（ジェネレーション） という単なる意味ではなく、同じ時

期に特定のシステムに加わった入念を指すことに用いることもできよう。したがっ

て、都倫研創設時に「倫理・社会」の実践的研究を目指して会員としての絆を持っ

た人たちは、そのような歴史的．統一的な状態によって形付けられた世代であると

いうことができる。このような世代は、新科目「倫理・社会」の誕生という歴史的

なインパクトを受けながらも、自主的に研究会を作り参加しようとする志向に基づ

いている。この世代は、高校社会科の教師として「一般社会」および「社会」を担

当してきている者が多いので、年齢層からいえばその幅は広いものになるが、研究

会の中心的な役割を担ってリードしたのは、 40歳前後の人たちであり、これが都

倫研倉殿世代というものに他ならない。

都倫研創立20周年に際しての『紀要』 （第20集）特集で、創立世代の人たち

が「都倫研の歩みと展望」について執筆するために動員されている。私もその世代

に属する一人であるが、都倫研創立時はまぎれもなく39歳の若さであった。この

世代は、大正末から昭和初期に出生した年齢層であるゆえに、 ’0周年を迎えた段

階で記念出版を行い、今日に至っては定年退職したりそれに近い状態になったりし

ている。したがって、現役の世代とは当然に歴史的な前後関係の識別がなされるが、

現役の世代といっても、教師になって「倫理・社会」の担当から出発した年齢層と、

「倫理・社会」の担当経験がなくて「現代社会」の担当から出発した年齢層とでは、

歴史的な前後関係の識別がなされるであろう。前者の世代は、改訂「倫理・社会」

の時代に中心的な役割を担う過程を経て都倫研20周年を迎えて、その特集の『紀

要』編集に当たった人たちであり、後者は今回の30周年の『紀要』特集に当たっ

ている若い人たちであり、今後の公民科を担う期待がかけられている。
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以上のように、都倫研の歩象において3つの世代の存在とそれらが当面した役割

の違いを識別することは、都倫研のシステムと研究活動について考察する上で極め

て大切である。都倫研の歩みを10周年・ 20周年・ 30周年と年代で区切るだけ

では生きた歴史的考察はできないし、今後の展望も開け難いだろう。

2． 各世代のﾖ随続と連続

各世代は都倫研に同じく属する仲間でありながらも、研究活動を志向する歴史的

な出会いにおいて識別される非連続性があり、それがために各世代における個人自

身のライフコースは異なったものになっていく。例えば、都倫研創設世代の私など

は「倫理・社会」との歴史的な出会いが、自らの人生探究のライフコースを決定づ

ける原点になっている。したがって、 「倫理・社会」を離れて「現代社会」へ、そ

の「現代社会」が公民科へなるという歴史的な出会いをもつ二つの世代とは、ライ

フコースが異なるものになるだろうし、世代間の非連続性を認めざるをえない。

このような非連続性にもかかわらず、都倫研に同じく属する仲間として共に課せ

られたものを自覚することで世代相互の連続性はある。その連続性を支える絆は、

高校における倫理教育の確立を目指す責任感であり使命感であるといえる。といっ

ても、倫理教育の確立には、その本来のあるべきことは何かを求め、倫理をいかに

学ぶべきかの根本的な問↓掛けによって、生徒たちに分かるように誠実に語りかけ

ることができるように努めることが要請される。

都倫研創設時の「初心に帰る」ことが大切であるとか、当時に苦労した先輩に学

ぶべしとも言われるが、これらのことに意義があるのは、都倫研創設世代が「倫理

・社会」の実践的研究を通して、上記のような倫理教育確立のための責任感と使命

感を抱いていたからであると思われる。難解といわれながらも先哲の基本的な考え

方を原典資料から学び取り、人間としていかに生きるべきかの根本的な問題に迫る

ことによって活路を見出そうとした。このような価値や理想への献身と結びつかな

い自己実現では、よく生きる真の倫理教育は成り立たな↓も「倫理・社会」は戦後

社会科改訂の歩象の中で17年も長く続いた実綴をもっている。その｢倫理･社会」

の名は消失したが、倫理教育の母胎と生命は「倫理・社会」の内にある。それゆえ

に、今回の教育課程における「人間としての在り方生き方に関する教育」にこそ、

来るべき倫理教育の確立を都倫研創設世代の私は切実に念願している。
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初心を引き継いでさらなる発展を

金井 藍

1．研究活動の特色

都倫研の研究活動は常に教室に直結している。学校に基礎を置くことは、教師の

教育研究として当然といえるが、その当然のことを、都倫研は当初から実践してき

た。月毎の例会がある。これはすぐれた伝統である。例会には常に授業が公開され、

授業研究を中心とした研究活動が行われる。この点は、高等学校の研究団体として

は他にほとんどみられない都倫研のすぐれた取組承といえる。

この伝統は、昭和39年度に「倫理・社会」が発足する前年の昭和38年に、都

立立lll高校において、当時ここの教諭であった酒井俊郎先生が、来るべき「倫理・

社会」に向けてのモデルともいうべき授業を公開し、 38年には小松川高校の教諭

であった増田信先生の、模範となるような授業の公開があり、これらを土台として

つくられた。 39年度末には、都倫研の先生方の、授業の展開の仕方や生徒の反応

などをまとめた調査報告書が出された。この調査も、教室での授業についての高い

関心から生まれたものであった。この調査報告は全国の「倫理．社会」の先生方に

高い関心をもって迎えられ、 「倫理．社会」が生徒に実り多い授業になるためのす

ぐれた指針となった。また、授業展開例を集めて出版したことも、全国の倫理教育

の向上に力となった。

これらの都倫研の研究活動を、教科書会社のつくる「指導書」と比較すると、そ

の姿勢の大きな違いが分かる。 「指導書」は、指導の素材となる学問的な事項につ

いて解説に終始するものがほとんどであった。

学問的な事項は、指導内容を構成するための素材として重要である。このところ

に誤りがあってはならないのは当然である。しかしまた、そこにとどまってはなら

ないことも当然である。学問的成果は、これからの人生をいろいろな方面の進路を

得ていく、つまり倫理学や心理学などを専攻するのでない生徒にとって、人間とし

て生きるに必要な知恵に結びついてこそ意味あるものとなる。そのために、どのよ

うにして指導内容を生徒の骨肉とすることができるかというところに、教育として

の成否がかかってくる。学校を基礎にした教育研究は、このところに最も大切丘意

味があるのであり、都倫研力哺にこのところを中心にして研究活動をすすめている

ことは、極めて重要なことなのである。
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2．研究活動のにない手

都倫研の研究活動は、そのにない手の面でも、他の研究団体に比して、特色をも

っている。会の運営を実質的に行っているのが若い先生方だという点、である。ほ

かの研究団体の多くは運営の一切を校長先生方が行っている。これを比較すれば、

都倫研がどれほど先生方の自発的な盛り上がりを期しているかが分かる。この点は

また、上述の、教室に基礎を置き、授業を中心に研究をすすめるという研究の方向

から生じてくることともいえる。

若い先生方が研究活動を実質的にすすめていくことは、会の活力を維持し発展さ

せる上でも大切であるし、研究活動の永続性の上からも大切なことであろう。また、

全国各県の先生方の研究の深まりが著しい今日、都倫研がその地位を維持していく

ためにも大切なことであろう。

3．手弁当で活動する姿勢

都倫研の研究活動は当初から刑手弁当で〃が相言葉のようになっていた。初代会

長矢谷芳男先生の在任校忍岡高校に夜に集まり、佐藤勇夫事務局長が切りまわして

下さった。上野高校で増田信先生が事務局長をなさった頃、先生は経営の才能が豊

かであったと思う力､調査員会の後などにビールを1本出して下さった。これをも

とに、しかし手弁当という精神は生きていた｡．

故村松先生から私が豊多摩高校で事務局長を引き継いだときは、会費が公費とな

る直前でもこの頃はこれが不安の材料であった。 咽手弁当〃精神で集められていた

会費力喫まらなくなるという不安があった。全倫研についても同様で、村松先生か

らは、いまでいう秋季大会は閑くことはできない旨を言い添えて引継がれた。若か

った私は、やる気が解決すると強行することにした。若い事務局の先生方と一丸と

なったために押し進めることができた。大会案内に広告を入れることもこのとき始

めた。 「懇親会」では費用が認められないという声が多かったので、 「経験交流」

という、いまも使われている言葉を考え出しもした。案ずるより産むが易しという

が、そのとおりに、都倫研も全倫研も財政的に健全にすることができた。

この頃、事務局の集まりの後は、増田先生以来のビール1本に少しプラスが出来

たほかは、手弁当精神であった。小川一郎先生が荻窪高校で事務局次長をして下さ

っており、豊多摩高校での作業が終ると両校に近い荻窪駅周辺に会場を移した。こ

の頃だったか、御厨良一先生の「あなたの都倫研の発音はTrinkenに聞こえる」

とのことだった｡､都倫研の30周年がさらに発展していくよう望んでいる。
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戦後の倫理教育と都倫研との出会い

寺島甲祐

退職して丸7年、現場とすっかり離れて終った小生にとっては、戦後教壇に立ち

都倫研で啓蒙・指導された回顧録を書かざるを得ない。

私が大学の教育実習生として、教壇に立ったのが昭和22年の6月である。丁度、

社会科が誕生し、第1回の「学習指導要領社会科編(IXu)(試案）」が現れたのと軌

を一つにしていた。それまでは、国民科修身・公民として指導され、教員免許状も

中学・高等女学校の方は国民科修身・高等学校高等科の方は修身・哲学概説となっ

ている。私は新しく設けられた社会科の目的やねらい、内容を十分理解することな

く無我夢中で銀行等を訪ねて、金融等を指導したことを思い出すbその後最初に就

職したのが香川師範であり、専門の倫理や哲学を今から思えば、恥ずかしいような

下手な授業をして月給をもらったものである。

諸国漫遊を志して、栃木の女子高等学校に赴任したの力昭和25年4月である。早

速、 「一般社会」（必修）と「西洋史」を担当させられた。西洋史はとも角として、

一般社会は教科書もなく、文部省刊行の「民主聿調師」を使って授業を展開して

いった。暗中模索をしている時、宮原誠一先生著の「一般社会」が出版され、飛び

つく思いで、昭和26年より使用したものである。斉藤弘先生著の「公民科教育への

歩みと課題」にも紹介されているように、昭和22年の最初の学習指導要領において

は、また昭和26年の第1次改訂の学習指導要領においても、その単元構成は専ら経

済・政治・社会に関する部門のものばかりで、戦前の修身、道徳教育の部門は完全

に否定されていた。社会科において、倫理的内容の学習もできるだけ取り上げるよ

う配慮する動きが見え出したの力昭和27年からである。私もはっきり思い出すが、

天野文部大臣の高校教育に倫理科を設置したいという談話（27．2．27朝日新聞）

が、その契機となったといえる。それﾙま昭和27年4月28日の日本の独立という時

代背景と軌を一つにするものがあったといえる。

そこで、社会科の改善に関する教育課程審議会への諮問（27．12． 19)がなされ

その答申（28．8．7）を経て、学習指導要領社会科の第2次改訂が行われたのは、

31年度からである。ここで社会科の科目の変動が行われ、従来の「一般社会」と

「時事問題」が統合され、政治・経済・社会・倫理の問題を中心とした新科目「社

会」が設置されたのである。しかし、社会科社会における倫理的内容は極めて不十
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分であり、私も必修科目として一学年5単位を指導したものであるが、受験をも考

慮して、政・経に重点を置いて、指導し、倫理的単元は時間に追われて殆ど指導で

きなかったことを思い出すb

周知のごとく、社会科において科目として「倫理・社会」が設けられたのは、昭

和35年度の学習指導要領の第3次改訂(35･ 10． 15)からである。社会科社会が

解体されて、必修科目として「倫理・社会」と「政治・経済」が設置さ払「倫・

社」は第2学年において2単位を、 「政・経」は第3学年において、 2単位を学習

することとなった。しかし、昭和37年度から実施された教育課程は1学年に「地理」

が必修として置かれたのでも 「倫・社」の実施は38年度からである。わが都倫研

の創立も昭和37年度からであるが､初代会長の矢谷芳雄先生を始め、その官位と研

究会の推進に当られた先生方の先見性と功績に深く敬意を表するものである。

私は都倫研にはご案内を頂いてから参加させて頂いたものである。それは38年

度の忍岡高校における第一回研究会からであるが、開かれた真の研究会の名に価す

る真華な研究会であったの窓それまで殆ど研究発表会等にも参加しなかつ趣1，生も何

時も都倫研に顔を出すようになった。 「参加することに意義がある」というレベル

の活動しか出来なかつ武功§、都倫研はわが命といった思いで大いに勉強させて頂いた。

さて、不肖小生が会長を仰せつかったのが、昭和58年、 59年の両年度である。

その時は学習指導要領の第5次改訂（53．8．30）力漢施されて（57年）2年目に

入った年であった。それ迄に学習指導要領の第4次改訂（45．10･ 15)が行われ、

48年度から実施されていたが、第4次改訂は「倫理・社会」の名称も性格も内容

も第3次改訂とそう変りなく、指導内容の精選と内容の再構成が行われたのみであ

った。しかし、第5次改訂は「現代社会」という新科目が設けられ、それが第1学

年で必修され、その上に選択としての「倫理」その他の社会科の他の科目が履修さ

れることになった。その改訂の趣旨は必修科目の縮小と選択科目の拡大という方針

に基づくものであって、それは戦後始めてスタートした学習指導要領に帰えるもの

であるとさえ思えたものである。当初私も「現代社会」の設置は倫理教育の後退で

あると憂慮したものである瓜優秀な事務局の海野･蛭田_･葦名先生のご協力と都倫研

の各先生方の意欲的な研究活動により、諸問題が解決して行ったことを感謝している。

今ま我韮t会科の第6次改訂に相当する新学習指導要領力坪成元年3月15日に告

示されたが、それは社会科を再編成して、地歴科と公民科の2教科とするという画

期的なものである。大改革を契機に倫理教育が一層発展して行くことを都倫研創立

30周年を記念Lて願わざるを得ない。
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都倫研のビラ
、
、
、 ツド

伊藤駿二郎

定年退職した直後というのは、安堵と虚脱の入りまじった不思議な気分である。

そんな或る日、ふと思いついて書斎の整理を始めた。長い間に買い溜めた書籍や雑

誌、所属していた研究会の紀要やプリントの類が狭い書斎からあふれ出して階段に

まで及んでいる。整理の途中で、古い紀要やプリントなどが出てくると、時間を忘

れて読朶ふけってしまい、仕事は遅念として進まない。だが、そんな時間も、旧い

友人や若い日の自分に出会ったようで楽しいものだ。

1． 都倫研との出会い。

そんな懐かしさを誘うものに、都倫研や全倫研が出版した、たくさんの研究報告

書や紀要の一群がある。とりわけ懐かしのは、発足間もない都倫研が総力をあげて

編集し、大阪教育図書から昭和39年4月25日に発行した「倫理・社会授業内容

についての研究」 （272ページ）である。昭和39年4月25日に都立忍岡高校で

開催された本書の研究発表会には、全都から300余名の参会者が詰めかけ､関係者

の強い関心を呼んだ。

私は、昭和39年4月、練馬の中学校から都立忍岡高校に「政治．経済」の担当

として転じたが、当時の矢谷芳雄校長（都倫研初代会長）から、 「今年は『倫理．

社会』をやってくれ」と言われ、新しい科目の授業に取り組むことになった。その

日から、私の「倫理・社会」との悪戦苦闘が始まった。農業経済学の専攻で、古典

経済学や社会主義経済学の思想にはふれていたものの、倫理思想史には未知の部分

が多かった。 「倫・社」14時間、 「地理」4時間の担当で毎日が教材研究の連続

であった。その時、私の授業の助人となりバイブルともなったのがこの本である。

当時の事務局長の佐藤勇夫先生に、 「この本を一番活用したのは、伊藤さんかも知

れないな」などと言われたものだ。その「倫理・社会授業内容についての研究」

は、表紙は手垢に汚れ、装丁は今にも崩れそうに傷んでいる力丸高校教員スタート

の記念碑として、今も私の手元にある。

2． 研究成果を踏まえ、新たな発展を。

その後、都倫研は、学習指導要領の改訂やその時灸の教育課題に応えるかたちで

「倫理・社会の指導と展開一資料編」(昭和40年5月30日、講談社刊)、 「倫理・

社会指導内容の事例的研究一具象より抽象へ一」 （昭和43年3月26日、清水書
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院刊)、『現代にたつ思想家』細和42年2月20日、現代文化社刊)、 「『倫理･社会』

教材化の研究」昭和48年3月20日、東京書籍刊） 、 「現代の高校生像一指導の

手がかりを求めて一」 （昭和48年4月1日、第一法規出版刊)など多くの研究報告

書をつぎつぎと出版している。

内容の面から見ても、数人の会員の研究論文集というのではなく、実に70～80

名の会員力総力を挙げての研究成果である。さらに研究の方向としては、 「倫理・

社会」や「現代社会」の学習を単なる知識の学習に終らせるのでなく、生きた知識

として考えさせ内面化して、それを行動にまで結びつけようとする授業研究の意図

と努力が貫かれている。具体的には、指導内容の構成と教材化の研究に取り組んで

きたことである。学習指導要領の示す内容をより具体化し、それをどのような教材

と方法によって指導していくかは、豊かな授業を創造する上で、きわめて大切な問

題である。もう一つは、生徒の行動実態と倫理教育を結び付けて考えてきたことで

ある。

「指導内容の事例的研究」は、その副題が示すように、高校進学率が上昇し指導

の難かしさ力喫感され始めた状況の下で、抽象的概念や哲学的内容を如何に理解さ

せるかという、創意・工夫の結晶である。また、 「現代の高校生像」は、高校紛争

後に顕著に見られた生徒の多様化あるいは無気力化・退廃化傾向の中で、倫社教

育・特別活動さらに生徒指導など広い視点で生徒の実態をとらえ。指導の手がかり

を探り求めたユニークな研究である。いま、 「人間としての在り方生き方」の指導

が求められているが、それは、都倫研が道徳教育の在り方として、 30年にわたっ

て追い求めてきたものと基本的には変らないであろう。

その他、毎年の研究成果は「都倫研紀要」に集約され、また、全倫研発足後は、

「全倫研紀要」や「全国調査報告書」なども発行され、全体として膨大な研究の集

積となっている。

いま、都倫研倉位30周年を迎え、今までの活動を回顧するとき、研究成果とそ

れを支えてきた人脈の大きさに驚かされる。古代エジプトのピラミッドは、 10万

の人々が20年を要して築いたと言われるが、大勢の人,分が営禽として築いて来た

ことに於ては、都倫研の研究成果もまさにピラミッドに比すべきものであろう。21

世紀を間近にひかえ、その時代を生きる人間の育成を担う公民科教育と、その研究

は、今後ますます重要である。今までの歴史を踏まえ、公民科教育の新たな地平を

切り開くこと､こそ、都倫研に与えられた課題であろう。
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都倫研と私

菊地 堯

私は、平成3年3月末をもって38年間の教職を終えました。その後半の期間に

都倫研の活動に参加できたことは、まことに幸いでした。 「理想の教育とは」とい

う問は、教職志望の端緒から持ち続けては参りましたが、この間に真正面から答を

得させてくれたのが、都倫研の先輩・同輩・後輩の方会との出会いでした。

私の教職の初めの11年は中学校でしたが、 「倫理・社会」実施を期に、中学校

教員から高校へ変わり、倫社を担当できることになりました。大学では倫理学を専

攻した（ことになっている）ので、初めて専門が生きると喜んだものです。

都倫研には昭和38年から加入させて戴きましたが、 6年間は定時制勤務のため

昼間の例会が終わらないうちに、授業のために退席しなければならず、都倫研の都

倫研たる神髄=Trinken(只の飲み会に非ず、真のシンポジウム）に触れる機会

は余り恵まれませんでした。

昭和45年、最長勤務校の国分寺高校に移り、やがて思いもかけず47～8年度

中村新吉事務局長のもとで次長を勤めさせて戴く光栄に浴しました。この経験が、

倫社の意義・本質・理想・目標等々という問題に、開眼させてくれたと思います。

研究例会の①ありのままの実践に触れる授業公開．②教材・授業方法の研究発表．

③academicな知見を開く講演・の3要素による構成も、この頃には確立してい

ました。この構成には、学習指導への普遍的な探求の原理が体現されているように

思いますb教師自身の学問的知見の深化・生徒の知的関心・探求心の開発の工夫・

これらを実現しようとする授業実践がそれですbそしてこれらを統合して開拓され

るべき領域が、倫理教育の神髄なのだと思います。都倫研とともに歩んだ道程の中

で少しずつこの神髄が、その一端を垣間見させてくれてきたという感がしますb微

力のため、体系的に述べることはできません力､思いつくままにいくつかのことに

触れてゑましよう。

初めに生徒ありき

教師が大学とかで専門に研究した分野とか先哲とかを扱う時、必ずしもよ↓授業

ができるとは限らない。有余るほどの知識が災いし、過分に詳しく記憶事項を羅列

したくなることから始まって、教師の個人的関心の赴くままに指導事項を構成しが
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ちになるなど、 「教材に振り回される」弊に陥りがちではないだろうか。

初めに教材～先哲ありきではなく、まず目の前に生徒がいて、この生徒に何が必

要かという考え方にたつこと。教師に魅力的な先哲や教材に飛びつく前に、目の前

の生徒に考えさせるべきことは何で、そのために必要な教材は何で、どうそれを提

示するの力萢切かという発想から授業案・計画は構成されるべきである。

主体化を目指す

「論語読象の論語知らず」とか「太平記読象の太平記知らず」という言い方があ

る。なぜこういうことがおきるの力もまる暗記の弊害をいうが、ここで欠けている

ものは、事実の意味の理解であり、その意味とは主体としての自己にとっての生活

指針をいう。先哲Aなり先哲Bが何と言ったかを、対象的な知識として貯め込もう

としないで、そこにどんな基本的な考え方から何が問題として取上げら沁どんな

取組み方が提案されているの力、自分の現在や将来にとってのどんな示唆をそこに

見出すべきかという方向に、生徒の関心や推理を向けさせる工夫が大切である。

それはまず、先哲Aなり先哲Bのなぜそれを取上げ、なぜそう考えたのか、先哲

Aなり先哲Bの身になって、考えて拳ることができるように展開する工夫である。

そして生徒自身の問題と、先哲Aなり先哲Bの言行とが切り結ぶ接点を発見させる

工夫へと、実践を進め得れ4笈幸いである。

普遍化を忘れず

主体化は独断を意味しない。勝手気侭な閉鎖的な信念に凝り固まることを意味し

ない。とすれば、生徒に考えさせるといっても好き勝手にでなく、きちんとした論

理・確かな前提・批判的な検証などによるチェック過程を、必ず置く必要がある。

また実際に適用して然るべきか、経験的な知見も働かせることも欠かせない。

万人がそれぞれに求め、信じ、互いに語り、為して然るべき普遍性を目指すこと

を忘れてはならない。

書いて見ると、どうも「物教えぶり」な文章になってしまいました。それに相応

しい実力も見識もないのにと、内心‘凪↑献二るものがあります力、お許しください。

とはいえ、未熟ながらも上に述べたことは正しく、都倫研に触れることなしには、

得られなかったことどもですb都倫研の先輩．同輩．後輩の皆様から学ばせて戴い

たことどもですb感謝を以て纏めてゑました。

倫社に始まり、現社・倫理へと変貌しながらも、そこで生まれ、守ら弘育てら

れてきた、倫理教育の好の一層の輝きを現役の皆様に託したいと存じますb
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雑感10周年から20周年へ

杉原 安

丁度10年前、都倫研創立20周年ということで、紀要20集に「初心に帰って」

というテーマで書かせていたrいた。この時は科目としての「倫理・社会」が終わ

り「現代社会」が始まろうとする時期であった。したがって、初心に帰って地道に

新科目の研究活動に取り組んでいきたいとの思いの披瀝でもあった。それから今日

まで、 「現代社会」とともに歩んだ10年間であったといえる。前回の宿導要領の

改訂の隈土、 「倫社」をこのまま必修で残してほしいとの要望が現場では極めて強

かったので、 「現社」の新設は強い違和感と唐突さをぬぐい切れなかった。勿論、

私にとってもこの科目に対する準備が不十分だったこともあったが。

昭和55年、故峰須賀孝先生（当時青井高校長）を責任者として、社会科各科目

の先生方5， 6名で長良川のほとりの旅館に一泊しながら、文部省の教育課程伝達

講習会に参加した。このメンバーの中には政治経済の分野では斉藤範里先生（当時

指導主事現千歳高校長）がご一緒だった。この場で教科調査官であった金井肇

先生から「現社」について明快な説明をいた堂き、また、 「切り込朶口」など今ま

でにない新鮮なキーワードを教えられ、この科目の生まれた社会的必然性を自分な

りに理解した。

思えば、高校の教員になってから「倫社」にしろ、 「政経」にしる2単位の授業

に終始してきたので、 「現社」4単位の授業は非常に魅力的であった。教材の内容

構成においても、指導方法においても単に数学的な2倍を越えて、ゆとりをもって

授業が行えること、同時にこのことの大切さを痛↓程思い知らされた。 「現社」は

「なかなかいいじゃないか」というのが偽らざる気持であった。 「棚からぼた餅」

とはこういうことを言うのであろうか。 「現社」が従来の「倫社」プラス「政経」

の領域を越えて広領域的であったことが、社会的状況や時代の変化に即応した教材

研究を可能にし、 また、その後の研究会の分科会活動を活気づけた一因でもあった

と思う。

この10年間は、 目まぐるしいスピードで情報化が押し進められた時期でも‘あっ

た。当時、学校に100インチのビデオのスクリーンが設置されたことや、ビデオ

のソフトとして「NHK特集」から次々と傑作が生まれ放映されたこともあって、

「現社」では随分活用させていた選いた。例えば「人間の声・日米独ソ兵士たちの
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遺稿」「21世紀は警告する．祖国喪失」「永平寺の修行」などは、生徒に深い感銘

を与えたし、今思い出してもなつかしい。 「現社」を通して内容構成や指導方法が

格段の広がりをみせたと思う。このことはこれからの「倫理」の指導の際、役立つ

面が多い。現在私たちを取り巻く情況は10年前とは大きく様相を変え、情報化の

波に洗われている。例えばトフラーの「第三の波．迫りくる情報革命」を見た時、

最先端の分野は主としてアメリカで取材されており、違和感が非常に強かった。し

かし、今日ではそんなことは全くない。

先日も、多摩センターにある「東京国際美術館」で150インチのハイビジョンの

美術作品を見たが、その臨場感に圧倒された。家に帰って見るテレビの映像は「の

っぺり」した感じだった。映像の世界においても、新しい時代が始まっている。

昭和61年度の全倫研夏季大会の際全体協議（テーマ『現代社会』の直面して

いる課題と今後の方向づけを考える」）で問題提起をさせていた堂いた。 「現社」

実践の5年間の体験を踏まえ、国際化の進展の中で総合的視点をもったこの科目の

重要性を述べた。しかし、始めに結論ありきではないが現場の要望とかけ離れた所

で、 「現社」の必修はずしが決められていったのではないかとの疑念を捨て去れな

い。現在、朝日新聞に「文部省」というテーマの連載が週1回載っている。この中

に番かれていた「社会科解体・地歴独立」の過径などをみると、教育課程の編成が

その時の政治的勢力、政治的圧力に左右されているようで寂しい気がする。

平成6年度から実施される新学習指導要領に基づき、都倫研では「公民科倫理の

指導内容の展開」を出版することになった。そのため、私も「倫理」の学習指導要

領やその解説に目を通した。そこで感じたことの1つに、ほぼ10年に1度の割合

で指導要領が改訂され、その解説書が出され、それらに基づいて教科書が作成され

さらに授業実践が始まる従来のパターンでは、そろそろ無理になってきたのではな

いかということですb現在は「十年一昔」といわれていた時代状況ではない。 「人

間としての在り方生き方」についても、国際的な視点・観点を切り離しては考えら

れない。

10年位前から「小さな政府」を目ざして行政改革の為の多くの答申がなされた

が、その実現を阻むものとして「制度的疲労」ということがよく言われている。こ

のことは行政の世界の象ならず、教育明野にも当てはまるのではなかろうか。

１
１
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都倫研・全倫研で出会った人びと

日大二高小笠原悦郎

私立学校に勤める私は、都倫研・全倫研に参加しなかったとしたら、こんなに多

くの人びととの出会いはなかったと思います。 39年から発足した「倫理．社会」

という新科目に、大学で倫理学を専攻したということで、それまでの国語科から社

会科の教師に転向したのです｡

都倫研の会合の通知をいただいてはじめて参加しました。上野忍岡高校だったと

記憶しています。そこには、大学でよくお見かけした佐藤勇夫先生、御厨先生、武

藤先生などが参加しておりました。親しみを覚えるとともに、わたしたちも公立学

校の先生方から、多くのものを学びとる必要を痛感しました。思いだすままに、影

響を受けた方含を記してゑたい。

◇矢谷芳雄先生先生が上野高校長のころ、事務局長は増田信先生でした。会の

仕事がおそくなっ式塒、外出からもどられた矢谷先生は、机に向かい仕事をされる。

都立高校の校長の仕事のきびしさを学んだ。私のような公立にかかわりのない者に

も、いつでも暖かく接してくださり、今でもお目にかかった時には、手をにぎりこ

とばをかけてくださる。仕事のきびしさと人間的な面で学ぶことの多い先生でした。

◇増田信先生事務局長や会長をされているころ指導を受ける。先生を囲むソー

フーの会にも参加させていただく。学識の広さと深さ、話し上手で人を上手に働か

せることにすぐれた才能を発揮された。原榔まひとますを十字にわけ、左下4分の

，のところに、できるだけ最短距離で書くことを教わった。マスをうめる仕事力贈

えるとき、特に思い出されることばである。増田先生と小松川高校は、いつも重な

って、 目に浮かぶ。

◇酒井俊郎先生先生が立川高校に勤められていたころ、公開授業や研究例会が

もたれた。やさしい語り口、研究熱‘唾新しい時代の授業にかける情熱が伝わり、

影響を受けたおひとりである。のち先生が講談社から問題集を出版されたとき、そ

の一部を分担させていただいたの力､私のその後の執筆活動に大いにプラスになっ

た。のち、新宿高校の校長となられ会長も務められた。

◇和辻夏彦先生（故人）先生の御尊父は和辻哲郎先生で、夏彦先生は、目白学

園にお勤めになられていたので、都倫研だけでなく、私学の研修会でも、ご一緒さ

せていただく。京都女子高でも私学の全国研修会が開催されるので、社会科の企画
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立案のため、 2人で京都に出かけた。京都ホテルに宿をとり、 レンタカーを借りて

見学のコースを下見した。哲学の道、法然院、鈴虫・松虫の墓などを巡り、西田幾

太郎の旧宅へ案内してくださった。そこには、 『善の研弛を執筆された部屋机、

筆記用具があった。副会長をなさったころ、私学人を集めようと努力したが、思う

ような参加がえられなかった。高三の鎌倉での自主研修の日、東慶寺で夏彦先生の

葬儀があり、偶然、お焼香をすることのできたのも、不思議な御縁であった。

◇斉藤弘先生急に社会科に転じて、どうやって教えたらよいのか迷っている時

に、先生の『必修明解倫理．社会』にであった。 400ページ余りの量を夏休承40

日で割り、 1日分をサブノートしながら読拳、科目を展望することができた。高校

の先生が一冊をまとめて出版されたということに感動した。のちに、先生の推せん

で、NHKから通信高校講座「倫理．社会」の放送儲二放遡をすることになり

45年度から51年度まで担当した。ここでは、科目の展望と、 自分の知らなかっ

たことを学ぶことができた。沖縄の本土留学のためのテスト問題の作成、共通一次

テスト実地試験問題の作成、大学入試改善に関する報告書の作製など、テスト問題

作製のコツを具体的に教えていただいた。また、過去2回の高等学校学習指導要領

解説（社会編の作成協力者に遇まれ、 「倫理．社会」、 「現代社会」、 「倫理」

の執筆に加わり、教科書の編集に大いに活用させていただいた。先生の推せんで東

京書籍の教科書の編集に携ることにもなった。先生の文章づくりのねばっこさは、

その話しかたとともに、さまざまな影響を受けていると思われます。

◇謂師の先生との出会い都倫研では、受付10年ということばがあるけれども、

私は、 よく講師の接待役にまわった。戸山高校での伊藤整氏、話しながら開く大学

ノートには、あとで書きこゑ、張りつけた紙の厚さに驚いた。全倫研盛岡大会では、

中村光夫氏の接待b温泉に入りたい、わんこそばが食べたい、 と注文が多くて困

ったものでした。別府大会での山崎正一氏は夫人同伴であった。学者の雰囲気を感

じました。相良享氏、日大二高では、武田清子氏、野田又夫氏、など、それぞれ思

い出深いものがあります。

◇事務局の人びと佐藤勇夫先生、伊藤駿二郎先生、坂本清治先生、海野省治先

生、村松悌二郎先生（故人） 、工藤文三先生、及川良一先生、 とりわけ、金井肇先

生、小川一郎先生、中村新吉先生とは、全倫研盛岡大会の成功がある。

中村新吉先生では、東京書籍から、 「倫理．社会教材化の研究」を出版するこ

とができ、生涯の喜びとするところであります。
， 、P
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草創の精神に学ぶ

都立光丘高校中村新吉

去る平成4年1月25日（土)、豊島高校校長室で行われた都倫研創立30周年記

念座談会に、小川一郎会長と共に出席させていただく機会を与えられた。当日、研

究会の研究活動の内容と歩みが具体的に確かめられることを願って、本会のこれま

での研究報告書（出版物）を持参した。本会の草創の頃から会の発展と充実に尽さ

れた方含には記憶を確かなものとするために、若い方含には本会のこれからの研究

活動の進め方の参考にしていただきたいという願いを込めて、研究会の共通の財産

として研究報告書を書き留めておくことにする。

1． 『倫理・社会授業内容の研究』 昭和39年4月25日大阪教育図書

一指導事例集一 会長矢谷芳雄

2． 『倫理・社会の指導と展開』 昭和40年5月30日講談社

一資料編一 会長矢谷芳雄

3． 創立五周年記念出版 昭和43年3月26日清水書院

『倫理・社会指導内容の事例的研究』会長矢谷芳雄

一具象より抽象へ一

4． 『現代にたつ思想家』 昭和47年2月20日現代文ｲ畦士

会長徳久鐡郎

5．創立十周年記念出版 昭和48年3月20日東京書籍

『倫理・社会教材化の研究』 会長徳久鐡郎

6． 『現代の高校生像 昭和48年4月1日 弟一法規

一指導の手がかりを求めて－』 会長徳久鐡郎

7． 『「現代社会」の資料と展開』 昭和55年7月20日清水書院

会長増田信

したがって｡今年3月31日付で清水書院から出版予定の『公民科「倫理」の指

導内容の展開』創立三十周年記念出版は第8冊目となる。実に12年振りの出版物

であることに注目しておく必要がある、 と思う。ともあれ、平成6年度からの公民

科の実施に向けて、いわば都倫研第3世代の先生方中心に総力が結集できたことを

喜びたい。

矢谷初代会長がい長男の誕生〃と称して大いに喜ばれたのが『倫理・社会授業
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内容の研究』である、と『倫理・社会の指導と展開』の巻末「研究活動の経過」に

記してある。その中の帆余録〃の次の一文を紹介しておきたしも

「ただ余録として、ここに記すことを許されるならば、こういうはば広い研究活

動によって、それがなけれﾙ笈ほとんど接触することのない他校の先生方とおたがい

に知りあい、ともに同好を語りあうという人間的接触ができたということである。

私たちにとって、このことは、研究の成果はともかく、かえがたい貴重なものであ

る。

また、私たちは都倫研を自画自賛するつもりはなく、発足日なお浅いこの研究会

が発展していくためには、ますます謙虚に、いよいよ地道に勉強をしていくことが、

何ものにもましてだいじなことと思うものであるが、少なくとも都倫研のあり方が

刺激になったのではないかと思われるような他研究団体の活動が見受けられるよう

になったことも、 うれしいことのひとつである。ケーテのことばに、

正直な成功を求めたまえ.／

鈴をならしたてるばかものになってはいけない。

とある。この第二の研究報告書を、私たちは、つつましく世に送りだすのであるJ

このい余録〃をわざわざ記したのは、ここに都倫研創立の頃の帆草創の精神〃を汲

象とることができるからである。このw溌録〃は当時会の研究活動の総括をされて

おられた増田信先生礫五代会長・元墨田川高等学校長）が書かれたもの、とい

われている。私はこの余録の一文に触れて、 目からうろこがとれるような、あるな

にかに覚醒されたような思いがしたことを今でも覚えている。 32歳の時だった。

その後、研究会というと都倫研が全て、授業・教材研究というと倫社が全て、と

いう私にとってこの一文は、時に立ち返るべきひとつの心の道標となってきたこと

は確かである。

いささか都倫研の30年の歩承を共にしてきた私にとって、都倫研は私にとって

何であったのか、という問いを自らに問うとき、私の教育人生の歩象とあまりにも

重なり合っているだけに、容易に答えを出しにくいのであるが．ただひとつ明確な

ことはい人間教育の会〃であった、ということであろう、と思うことである。

高峰はただ孤立してひろい平野にぽつんとそそり立つことはない。大小の山山が

競い合いそれぞれに美しさや峻厳さをあらわにして高峰が存在する。草創の頃の都

倫研の人間群像を山にたとえるならば、正しく仰ぎ見る連山連峰の如き観があった。
p・9 ’
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そこにはおよそ信従させられ、鋤侵させられ、尊敬させられる、 といった多くの先

捷がおられた。キリスト教信仰とその人生にかけておられる先捷、原始仏典や日本

仏教の真髄を究明しようとしておられる先錘、老荘の原典から現代人の生き方を間

うておられる先捷等を、原典や大先哲と向き合う生活をされておられる先錘が山な

みのようにおられたように思われる。草創の頃の先捷は教師であり研究者であり教

育者であると共に求道者といった風格をもっていたのではないか。

草創の頃の方灸は大変な勉強家だったのではないか。立ち返るべき先哲．原典を

もって生きている。それゆえにまた、大いなる個性の発見者たちであったように思

う。畏友の一人金井肇先生（元事務局長、当時豊多摩高教諭、元文部省視学官）は、

よく「その論のよって立つ根拠・原理はなにか」と問うておられたが、一層、研究

会の仕事で集ってくる会員に、耳学問ではない、よって立つ根本のもの、原典の勉

強の必要性を教えてくれた。そうした姿勢は研究会の咽学風〃となり、一層地道な

研究と実践、競い合いの気風を醗成するのに大いに力になったのではない力、と思

うのである。特に分科会における一冊の本・原典による研究活動は一人一人の会員

の学識や論究態度の尊重となり、互いに自分を高め合う都倫研の貴重な伝統形成の

母胎となっている。ここでそれぞれのよって立つ木の根を張るような努力がなされ

ていたことに感謝したい。

大河はさまざまの山会からの流れ、小河を併わせて大河となり大海となる。この

会はまさに、互いによって立つものを尊重し合い、高め合って大河の存在のように

なった。別に言､換えるならば、学際的な会として異質なものや個性的なものを伸

ばし合い尊重し合ってきたところに草創のころからの生命となっているものを見る

ことができる。西洋倫理学、東洋倫理学、日本倫理学、社会学、宗教学、美学、心

理学．文化人類学、教育学、政治学、法律学、経済学等々会員それぞれの軒3性と

人格性の競いあいの、異にしてあるひとつのもので結束している不思議さがそこに

存在し生き続けてきている気がしてならない。求心力というか束ねていく力がはた

らいているその不思議さに驚くのである。

私はいつも想い起こし忘れてならないな、と思うのは、人間の出会いと絆を大切

にするということの意味である。この人間の出会いと絆を大切にすることの意味の

重さを身をもって教え示してくれた多くの方なのなかで斎藤弘先生（元文部省主任

視学宮前国立教育研究所第四研究部局の存在に想いを致すのである。沖縄の先

生方に、人間教育の在り方、人間形成の教育の意味と内容を説き明かし、沖縄の先
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生方の心や感性を掘り起こし続け、先生ご自身の教育人生を賭けておられる全心血

にかけがえのない真実なものを学び取ることができるようである。沖縄という一隅

を照らすことによって万隅を照す存在の秘密性が見い出されるのではないか、 と思

うのである。

本会の創立以来、 30年の歴史が過ぎ去った。 「倫理・社会」を育くみ一人前に

する苦労と努力はいわば帆寒風の中の子育て〃であった。草創の頃のそうした苦労

と努力をされた会員の皆さんの多く力法ってゆかれた。道徳教育反対、 「倫理・社

会」必修設置反対の中でも都倫研を結成し独立をなしとげ、高等学校教育において

「倫理・社会」の存在を確固として世に知らしめた先輩の皆さまに敬服させられる

ものが大きい。選択「倫理」必修「現代社会」のいわば苦難の時代にあって、愈々、

公民科必修の時代を迎える。今は公然と道徳教育反対の声は聞かれないが、道徳教

育無視、道徳教育よりも大学進学授業本位の考え方は必ずしも弱っていないのでは

ないか。公民科が、高校生の発達段階を考慮して、道徳教育の中核的役割を荷うこ

とを期待されている。必修公民科が道徳教育抜きの社会科学的内容、人間形成不在

の内容に陥ち込む危険性も十分予想される。理念として期待されている公民科が異

様な有名無実の公民科にならないように、公民科の理念を道徳・倫理の指導内容と

して具体化していくことが、今、私たちに切実に問われている課題であることはい

うまでもないことである。しかし、道徳教育の中核的役割を荷うべき公民科が「倫

理」「政治・経済」「現代社会」の三科目から成っていることを考えるならば、人

生と宗挑生と死、時と永遠、善と幸福、自由と責任、権利と義務、正義と不正義

などと共に青年期の意義と課題、現代社会の人間関係、政治と倫理、経済と倫理、

環境倫理、生命倫理などひろく、人間社会の在り方や人間としての在り方生き方が

多角的に具体化されていかなくてはならないだろう。その意味で都倫研に流れてい

る学際的な性格が強力な原動力となっていくことが期待されるのではないだろうか。

全倫研の調査において、道徳科間値あるいは倫理にあまり興味・関心をもってい

ないのではないかと思われる現代の高校生が、学校でもっともっと人間としての在

り方や生き方について教えてほしい、という願いが強く大きいという結果が示され

ている。高等学校段階における価値・倫理・人格形成についての系統的な教育内容

をいかに具体化していくか、都倫研の草創の精神に立ち返って、その役割を自分の

役割として荷い合って、羅針盤を確かにして新し↓歩みをしていきたいものである。
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都倫研それは私の宝物

都立日比谷高校宮崎宏一

都倫研創立30周年記念を心からお慶び申し上げます。ついこの間、創立20周

年特集一歩象と展望一（都倫研紀要第20集）で、手づくりの味－それは都

倫研とし､うテーマで、雑駁な原稿を記載させていただきましたが、あれからもう'0

年という歳月が過ぎ去っていったかと思うと、 咽光陰矢の如し〃という言葉がジー

ンと胸に迫って参りますb

昭和43年から21年間、都立江北高校での長い教員生活が、私の「倫・社時代」

であり、 「現社時代」でもあるわけです。ちょうど年齢も30代から40代という

バリバリ動きまわっていたころで、そのころ都倫研のメンバーとして、仲間に入れ

て頂き、諸先輩、諸先生方から熱のこもったご指導と研究会活動を通して、様'々な

ことを学ばせていただきました。

渡辺浩先生との出合い、坂本清治先生（当時白鴎高） と企画・運営を行った鎌倉

哲学散歩一禅をさぐる一、そして当時都倫研会長の岡本武男先生と杉原安先生

（当時保谷高）方と共に文部省への陳情、また青森大会、奈良大会、北海道大会、

東京大会、全倫研調査委員会、公開授業、研究発表等をその歩みの中で、私自身も

育てられ、さまざまな成果が得ら松研究会活動も、着念と発展して、今日に至っ

ているものと自負している者の一人です。

特に多忙極まりない歴代事務局長の先生方のご苦労は、言葉では言い尽くせない

ものがあると痛感しておりますbたまたま、及川良一先生（現・白鴎高）とは江北

高でご一緒でしたので、煩墳な事務的作業に忙殺されながらも、何一つ愚痴をこぼ

すことなく、然灸と仕事をこなされていたあの姿には、頭がさがりました。勿論、

事務局長一人だけで出来るものではありません。それを支えている全役員、事務局

員、会員の先生方のご協力とご理解がなくては、研究会組綱ま成り立ちません。

現在、私は定時制勤務のため、なかなか研究例会等に出席することができず、心

を痛めています。そんな中、久しぶりに昨年、全倫研秋季大会に出席し、学芸大附

属高等学校の秋元正明先生の立体的な視聴覚教材を使用した、討論形式の質の高い

公開授業を拝見することができ、わが故郷都倫研に帰ったような満足感を得ること

ができました。学芸大附属高といえば、谷川徹三先生をお迎えしての記念講演が思

い出されますbやはり昭和50年の秋季大会であったかと思いますが、その時の公

一85－
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開授業での、生徒の発表には、これが高校生なのかと驚くような立派な態度と内容

でした。そのころ、填爽と活躍されていたのが、蛭田政弘先生（現・主任指導主事）

であり、葦名次夫先生観・富士高） 、佐藤勲先生（現・小松川高） 、内田君夫

先生（攻玉社高） 、市川仏乗先生駒大高）方でも名前をあげたらきりがありませ
ん。

春・夏、年2回の全国大会（企画・計画） 、その準備や当日の研究協議、研究発

表、講演も臨地見学、懇親会、紀要の発行、記念出版、等を都倫研の実践記録の数

々は、全国の先生方に高く評価され、今後の研究会活動も期待されております。

さて、今年度（平成3年度） 、図らずも私は高等学校教育開発委員会（社会）の

お手伝いをさせて頂き、社会科から地理歴史科・公民科への移行に備え、新学習指

導要領の趣旨を踏まえた新しい教科・科目の具体的な指導内容と指導方法の開発を

進めた大変ユニークで、個性を生かした共同研究に参加する機会を得ました。

主題は、自ら学ぶ意欲をもち、社会の変化に主体的に対応できる能力・態度を育

成する指導内容・方法の開発一「国際化時代を迎えた日本」をテーマとした事例

研究でした。都倫研関係では、現事務局長の井上勝先生（府中高） と新井明先

生（南平高）が、公民の分野で素晴しぃ指導展開例を発表されました。指導ご助言

の講師として、現都倫研会長の小lll一郎先生嵯島高校長）がおゑえになり、公民

科の目標に照らしたきめ細かなご指導と励げましのお言葉を賜わりました。

平成6年度から、いよいよ実施される「新学習指導要領」が目前にありますが、

特に都倫研として新たまって取り組むべきものがあるとは、私は感じておりません。
それはこれまで30年間にわたって、培ってきた都倫研の研究活動を継承していく

● ●

のだと考えることが基本であると思うからですb

「多様な生徒の実態に即した指導方法」｡ 「自ら学ぶ意欲と主体的な学習の仕方
を身に付けさせるための指導方法」、 「教材化の研究」、 「公開授業を通しての事
例研究」等々、体験的、問題解決的な学習などを取り入れて、穂極的に活動してき

● ● ● ● ●

た、いやこれからも活動・発展していくのが、 「華の都倫研」だと信じていま九

都倫研・全倫研の先生方との絆は、尊い私の宝物であり、財産ですb健康に十分

気をつけもお互いにいつまでも研究活動ができますよう頑張っていきたいと思って

おります。おわりに、先生方の益々のご活躍と都倫研の今後、尚一層のご発展をお

祈り申し上げ、都倫研創立30年を祝いたいと思います。

｜

'

－86－ノ

-.－＆.齢も ･油



都倫研と私一都倫研25年の思い出一

都立武蔵高校細谷 斉
都倫研入門－私の教師入門

私は都立高校の教師として、十数年間「倫理社会」を担当し、その後カリキュラ

ムの改訂によって、現在の「現代社会」と「選択倫理」に変り、さらに数年先には

新教育課程の｢公民科｣の中の新しい｢倫理｣を担当することになる｡私は教師と
しての自己のアイデンティティを最初に担当した「倫理社会」に置き現在もその気

持ちは変っていない。教科科目の名称や教材内容が変っても、若き日に考え、求め

た自己の教育信条や指導のあり方は容易に変更出来るものではない。そしてこのよ

うな私の教育観や教師としてのあり方を導き、指導してくださったのは都倫研の先

輩の諸先生方であった。

昭和42年6月20日神楽坂の教育会館（現エミール）で開催された都倫研の総

会に、 4月に新任の教師として墨田川高校の教壇に立ったばかりの私は、一枚の葉

書の案内状を頼りに参加した。当日、受付におられたのは伊藤駿二良晄生で、初対

面の若輩の私に対し、ご親切に応対して頂いた。開会前に集まられていた先生方は、

静かに読書や会話をされていた。何という品の良い会合かと思った。当日の講演講

師は一橋大の南博氏であった。総会があって後、まもない頃、桜水商業高校の故佐

々木誠明先生からお電話を頂き、都倫研の創立五周年を記念して出版物を出すので

原稿を書いてほしいというお話があった。今日考えれば厚顔の到りである力、私は

無謀にも原稿を引き受けて雷かせて頂いた。 『倫理社会指導事例の研究』という清

水書院から出版された本の中の「ソクラテス」についての原稿が私の最初の印刷物

である。その後、当時一人者であった私は歴代の事務局長の学校に足築く （と自分

で言うのも何であるが）通い、 「受付十年」といわれた都倫研と全倫研の事務局の

手作業を手伝った。昭和46年2月1日、都倫研の研究例会が墨田川高校で開かれ、

初めて公開授業を行った。教材は「道元の思想」であった。当日の研究発表者は当

時羽田工業高校におられた吉沢正晶先生でも 「ケーテと東洋への道」と題されて発
表された。また、講演の講師は国学院大学の戸田義雄教授で、 「日本人の関係枠一

心理と理想」と題され講演された。墨田川高校時代は、私の20歳代の青年教師時

代のすべてであり、都倫研や全倫研の研究活動も隆盛へ向う青年期にあったのでは
ないかと思う。

昭和49年4月から私は駒場高校に転勤した。下町の旧制の男子高の伝統を引く

墨田川高校と、府立第三高女の伝統を受け継ぐ駒場高校はかなり雰囲気は異ってい
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た。しかし、 「倫理社会」の私の授業は特に変化はなかった。この駒場高校時代は

私の30歳代のすべてと40歳代の初めの13年間に渡ったカミ都倫研と”､かわりは、

何といっても昭和55年から57年にかけて2年間事務局長を務めさせて頂いたことが

思い出である。都倫研の事務局は全倫研も兼ねているので、増田信会長と佐藤勇夫

会長の下で、私は海野次長や事務局を手伝ってくださった諸先生のお陰で何とか責

任を果たすことができた。全倫研は夏の全国大会と秋の関東甲信越大会の二回の研

究会を開催する。私はj晦道の札幌大会で事務局を引き受け、東京での大会を狭ん

で長野大会で任を降りたが、そｵ1それの大会での多くの先生方との出会いをなご功､し

く思い出す。秋の大会の案内状を出す事務局の作業の後、皆で駒場東大前の坂下の

山口屋で軽くビールを飲朶ながら鍋鈍を食べ合ったのが特にな写功､しく思い出される。

教員にベテランなし一昔も今も難しい倫理の授業

5年前私は現任校の武蔵高校に転勤した。東京の下町と山の手地区と多摩の三つ

の地区を経験することになった。武蔵高校は昭和15年に創立の旧制の女子校であ

る力､現在は男女共学の元気の良い学校で、雰囲気としては多摩の地域性を強く感

じる。生徒の8割の約4名位が自転車通学というのは渋谷の繁華街に近い駒場とは

大いに異る。駒場時代の終り頃から、担当教科は「現代社会」に変った。 「倫理社

会」から「現代社会」へそして数年先の「公民科」の中の新「倫理」へと変遷し

た次第について言及することは出来ない力､本文の最初に述べた通り、私の授業内

容は、 「倫理社会」の時代と大きく変ってはいない。すなわち、 「現代社会の特質」

や「青年期の問題」を枕にして、 「思想の源流」に登場する先哲達を主に授業して

きた。先哲の思想に学ぶこと力端理の内容として股もふさわしいと考えるのである。

ここ数年、私力喧接様盈なことを教えて頂いた都倫研の先輩の先生方が次盈に退職

され、さらに故人になられた方もおられるのは淋しい限りである。都倫研との25

年のかかわりの中で、私は教師として授業してきた。気がつけば自分がすでに中年

から初老の段階になっている。この頃、改めて、 「倫理」の授業の難しさを感じる。

教えている生徒との年齢の開きが大きくなり、意識も大きくズレてきた。私の経験

や感覚ではとらえられない生徒の状況がある。教師に関する諺に、 「教師にベテラ

ンなし」というのがある。何十年教垣に立っても授業がうまく出来るとは限らない。

特に「倫理」のような教科はそうではないかと思う。これからも、一人で迷ったり

悩むより、都倫研の先生方に色々教えて頂きたいと思っている。どうぞよろしくお

願いします。 ′'
）．
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｢わかる」ということについて

－パリで実感したこと－

都立足立西高校大野精一

例会や分科会に参加しながら、突然、頭の中が真っ白になり、その場から身が引

いていく経験をすることがある。何故、こんな観念的なことを論じなければならな

いのだろうと思うと、さらに消極的受け身的になって、持っている知識も活性化し

ないのか、 「わかる」ものもわからなくなってしまうので、不思議である。次回か

らの参加も滞りがちになってしまうのである。

こうして、 「不参加の悪循環」が始まるようだ。この点をどうしたらいいのであ

ろうか。

この年末・年始にかけてパリに滞在していた。

2度目のパリである。そしてこの間、多少はフランス語も勉強した「つもり」で

あった。しかし、パリに着いた途端に簡単な数が聞き取れず、パニックになった。

なんとかしようと、入ってくる音に耳を澄まして敏感になろうとすればするほど

わからなくなるのである。音と意味が分離してしまって、何十回も練習した簡単な

言葉でもだめなのである。まったく参ってしまった。

こうなると、パリでの生活も消極的である。

できるだけ「言葉」を使わないような生活になってしまう。挨拶もしない人間に

対して、当然パリは冷たい。こうして「消極的な生活の悪循環」が始まった。

ところが、こうした私にバリジャンヌがことbあろう、 メトロの中でフランス語

で質問してきたのである。

－Excusez－moi，monsieur，vousasez I'heure？

異国での生活に疲れて緊張も一瞬緩んでいたためであろう、何となくわかったの

である。この時、私はそのパリジャンヌの眼を見ていたがゆえに、 l'heureとい

うキィーワードがつかめた。私は自分の時計を示して、にっこりしただけだった。

(Il estdeuxheureとは言えなかった）。

-Merci ,monsieur,aurevoir !

こうなると、自分のなかで少しづつ何か力働き始めた。

そんなにいい変化ばかり続くわけではないが、少なくとも沈み込む体験からは自

由になれたのである。
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「わかる」とは、わたしの経験では、 under-standingばかりではないよう

に感じている。じっと耳を傾けるだけでは、何かが足りないのである。

私のパリでの体験から言えば、その上に自分の積極的関心（価値・意義・意味を

付与する志向性の展開）力輸き、相手の音としての言葉からその意味をからめとる

ことこそ、 「わかる」という人間の営為のように思えるのである。そして、この積

極的関心は、ある種の成功体験（私のように内容的なものでなくとも、その時その

場での気持ちを「わかってもらえた」という経験でもいい）から生じるのである。

そういえばフランス語(comprendre)も、 ドイツ語(begreifen)も、日本

語肥握する） も、英語(grasp)も、 「わかる鯉解する） 」という人間的な現

象に対して積極的．能動的な意味合いを与えていたのである。

ここからいろいろな展望が私の心のなかで広がった。

私はこの10年間、教育相談に関心を持ってきたが、その際大切な用語は「傾

聴」であり、 「受容」であった。

ロジャーズは、 positiveという形容詞をこの語に付けていたように思う。少な

くとも、彼にとって、 passiveな事態ではないのである。わたしには、大きな誤
解があった。

当然、生徒の学習も「ただ聴いていればいい」というわけにはいかない。 「ただ

聴いている」が故に全く「わからなくなっている」可能性だってある。今までの
知識も活性化することなく、時間を過ごすとしたら、苦行以外の何ものでもないの
である。

「わからせる」「理解させる」という謡ま、本来何の憩朱の持ちえない空虚な用

語なのかもしれないのである。こうしたことを教えてくれる生徒は正に我々教師の
「先生」である。

ところで、我が都倫研の例会・分科会はどうであろうか。

十年一日の如き相も変わらずの問題意識で、参加者にお構

であろうか。若い先生方に「成功体験」を与えられているの
老婆心ながら、こうしたところを心配する私である力､第

属高校）での論議（「人間としての在り方生き方」とは、 「
そしてそこから帰結する生き方」と解してこそ、意味がある
であった。まだまだ、 「質」の高い都倫研には期待するとこ
力で鳩あるが、会の発展に少しでも寄与できれば、と思って

jf.
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だろうか。

2回例会伴芸大学付

人間としての在り方、

）には目の覚める思い

ろが大なのである。微

いる。
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都倫研との関わり－公民科の発展を目指して一

都立国分寺高校関根荒正

ここしばらく大変不義理をしてし､る力､都倫研の先生方から様々教えられて現在

の私があるので、 30周年に際して一筆記させていただく。

私が都倫研に関わらせていただいたのは、都立高校の教員になった1975(昭50)

年からである。中途半端な気持ちで教職に就き、しかも赴任した工業高校の一番荒

れている頃で、日々の授業を成立させるのに苦闘していた。そんな中、分科会でも

当時20代の同年輩の先生から強い刺激を、先輩の先生からは貴重なアドバイスを

いただいた。当時、同年輩の多くは、職業高校や定時制などのいわゆる教育困難校

に勤務しており、生徒ときわどいところで関わりながら格闘していた。互いに同じ

ような悩み、不安を抱えており、具体的な実践をふまえて生徒をどう捉え、生徒と

かみ合える授業をどうつくっていくのか、などを論議しながら、明日への極になる

ものを得ていたような気がする。大変エネルギッシュな時代でのったように思う。

その頃、事務局長を務められた杉原安先生、小川輝之先生には大変お世話になり、

1977(昭52）年の全倫研秋季大会（於サレジオ高校）では、 「生徒の悩みにどう

こたえていくのか」について問題提起の機会をいただいた。また、 1980(昭55）

年には、全倫研調査委員会に入れていただき、 「高校生の生活と意識に関する調査」

に関わった。調査項目の設定や分析では不充分・不都合なところがあったにもかか

わらず、委員長であった宮崎宏一先生をはじめ他の委員の先生方に寛容の精神で我

ままを聞いていただいた。その後、現任校に移ってからはなかなか出づらく、ほと

んど研究活動に参加できなかった。 1985（昭60）年度には、教員生活10年という

節目で、教員研究生になる機会に恵まれ、東京学芸大派遣生として1年間学校現場

を離れて、主に「現代社会」についての研究を行うことができた。この研究では、

2’世紀を担う生徒力丸現代世界・日本の現実を捉えて自らの生き方を追求できる

ような総合性を重視した「現代社会」の在り方を、明治以降敗戦までの中等教育に

おける「社会科的教科」．戦後の高校社会科の歩象、サルトル、M･シェーラー、

村井実の倫理学、教育論、都立高校生に対する意識調査など多様なアプローチで探

ろうとした。悪戦苦闘の連続であったが、中*擶吉先生や都研の先生方のご指導ご

助言をいただきながら「よりよく生きることを追求する『現代社会』の教材開発」

と題す報告書でまとめをつけることができた。この拙い成果は、 1986（昭61）年

-91-
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の研究例会、更には1987（昭62）年の全倫研秋季大会（於三田高校）でも 「総合

性を重視した『現代社会』の試桑」として発表させていただいた。ここ3， 4年は、

1994（平成6）年より設けられる「公民」科の在り方を私なりに追求している。

1990， 91（平成2， 3）年の日本社会科教育学会で、これまでの実践をふまえて

「公民科の在り方を探る(I)(I)」として発表したが、ここでそのポイントを示

させていただくことにする。今後とも「公民」科の在り方を具体的に追求していき

たい。

I 「倫理・社会」実践（1963～1981）の特色

①小・中における道徳特設に関連して新設された経過はあるものの、従来にない

価値認識を扱う科目と.して新鮮な魅力があり、様食な取り組みが行われた。

②青年期の真只中にあって、多様な悩み・不安を抱える高校生の心理に切り込む

学習が行われた。 ③社会の領域で、経済の高度成長を背景に深刻化した公

害や差別問題などが具体的な問題として扱われた。 ④スピーチ、討論、調

査、グループ学習など生徒の主体的参加を促す学習方法の工夫がなされた。 など

Ⅱ 「現代社会」実践（1982～）の成果・到達点

①成立当初、裏付けになる学問体系がないとか、内容が従来の「政経」「倫社」

とかなり重なっていて、社会科の基礎科目になりえないのではないか、などの批判

があったが、様々な工夫によって豊かな実践が行われた。 ②政治・経済・

社会・文化・青年心理・倫理などの広領域にわたる内容を総合性を重視する立場で

構成して、かなり自主的な編成が行われ、多様な展開がなされた。 ③中

学校社会科学習との具体的関連を意識して、生徒の意識や実態を捉えようとする努

力がなされた。 ④視聴覚教材の活用をはじめ討論学習の深化など学習方法

が拡大され、生徒に身近な現代的題材が選択された。 など

Ⅲ 「公民」科に継承したいこと

①身近な青年期の問題からグローバルな俔野で政治・経済・社会的な問題を扱い

生徒一人一人の生き方を問うには、総合的な学習展開が重要であり、そうした課題

解決的学習を発展させる。その際、 〈はい回る＞社会科から脱却するため知的な把

握を重視する。それに、価値的認識を結合させ、生徒に生き方を考えさせるような

教材づくり （人物学習など）に努める。また、総合的な学習が行えるような時間を

確保する。 ②調査､ f噂文などの方法で生徒の生活実態や意識を捉える。
③生徒を主体とする学習方法を更に拡大・深化させる。 など
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都倫研と私

都立南平高校新井 明

出会い

私が都倫研と出会ってから10年がたった。いや、まだ10年しかたっていない

と言うべきか。この10年は私にとって言葉の本来の意味における「有難い」多く

の出会いをさせて頂いた時期であった。

「政治・経済」で教員となった私にとって、倫理は遠い世界であった。それは、

科目の違いというより、人間としての在り方生き方をはたして授業で教えられるの

かという疑問からであった。その私力都倫研と出会うことになったのは、昭和57

年度（1982年度)に私が東京都教育研究員であった時に御指導を頂いた中村新吉先

生からの強いお勧めが契機であった。

翌年から分科会に参加をさせて頂き、様友な先生方との貴重な出会いをさせて頂

いた。分科会は、平日の6時ごろから始まり、 9時過ぎまでレポートをもとに討論

する。さらにその後のtrinkenに参加をすると終電近くになることも多い。その

分科会で、熱意と学識を具えた先生方を知りえたことは、それまで井のなかでどの

ような教師であるべきかに悩んでいた私にとって、啓発されるばかりでなく圧倒さ

れることの多い出会いとなった。そこでの学びの機会がなければ、現在の私はあり

えなかったはずである。

参加

都倫研紀要には、 22号から今まで5本の文章を書かせて頂いた。

5本のうち、 22号から2本は「現代社会」の内容に関するもので、原子力発電

jﾂTを巡る問題や、 「現代社会」を同時代史として再編成した授業実践の報告である。

24号では、マンガを通して青年期のこころを読朶とろうとした文章を識､せて頂

いている。 25号からの2本は経済教育と倫理に関しての論考と授業の報告である。

これを季ると一貫性なくいろいろな分野に首を突っ込んできたことが分かり、恥か

しい限りであるが、それらが私の都倫研への参加の軌跡であり、私自身の関心と実

践の軌跡となっていることは消すことができない。

その後、 28， 29号は編集担当となり、裏方に回ったため、紀要には書かせて頂

いていないが、これからも機会があれば是非書く方に回りたいと思っている。
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研究

都倫研に育てられた私であるが、近年は研究の領域を経済領域に移動させている。

しかし、そこで念頭においているのは、人間としての在り方生き方の問題である。

アダ･ムースミスが倫理学者であったことに触れるまでもなく、経済と倫理の関係

は深い。経済学では、学の体系の前提として合理的に行動する経済人を置き、そこ

から論理を展開させ、その体系はスマートで堅牢のように見える。しかし子細にみ

ると、経済人の合理性とは何か、選択の基準は何に置かれるべきか、その基準の正

しさを証明するものは何か等広い意味で倫理に関係する問題が根底に横たわってい

る。これらの問題に直接答えることは、到底私の力でできることではないが、教育

実践を続けながら考えてゆきたいと思っている。そのためにも、功利主義の再検討

や功禾住義を現代の視点から批判するロールズの読み込み、経済学における人間の

価値を問題にしているアマルディア・センの著作の検討などを行なわなければなら

ないと考えているが、道はまだ遠いと言わざるを得ない。

また、ここ数年来取り組み続けている国際理解教育に関しても、在り方生き方の

観点からの研究と実践を続けてゆきたいと考えている。

そしてこれから

これからの時代をどう教員として生きてゆくの力、それを考える時、二つのエピ

ソードを思い出す。

一つは、故浅香育弘先生が退職時に例会で行なった講演でのお話しである。その

時先生は、都倫研紀要に論文を書き、それ力靭めて活字となった時の喜びを述べら

れるとともに、教師として生徒にどう教えたらよいのか、何を教えたらよいの力沁

また自分自身どうあるべきかを考えるために毎回紀要に書くようにしてきたと述べ

られていた。もう一つは、昨年末に出席した、ある研究会で聞いた慶応大学の清水

龍螢教授の話しである。日本的経営がなぜ戦後も日本の企業で継承されたのかに関

して、教授はどんな時代になっても、その人間の行動を決めるのは青年期に身に付

けた価値観であるという経営者からの聞き取り調査の結論を述べられていた。

この二つのエピソードは、教員としての使命や貢任の重さを改めて考えざるを得

ないものを私に突き付けている。その意味からも、今後とも、先輩の諸先生方や多

くの同輩の先生方の御指導と鞭撞を頂きながら、都倫研とともに歩み、その発展の

ために微力を尽くしてゆきたい畷えている。
〃1
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先哲学習の伝統を生かしたテーマ学習を求めて
－「倫社」時代の都倫研から学んだこと－

都立富士高校葦名次夫

はじめに

「現代社会」の実践．定着へという転換期に事務局を担当し、思い出は多い｡世

代交代力碓む中で研究会のあり方を模索した合宿を含めた討論、倫理的内容を必修

とする科目の設置を求める要望書の提出、 「分科会の灯を絶やすな」とたそがれ時

から集った勉強会などの印象が鮮かだ。ここでは、昭和48年から10年ほどの「倫

理．社会」時代に都倫研から学んだ先哲学習のあり方を中心に省みてみたい。特に、

先哲学習の伝統を、新「倫理」のテーマ学習にどう生かすかにしぼって述べること

とする。新「倫理」で重視されている生徒の生き方と関わるテーマ学習をどう実現

していくかが、今回の改訂硅切な課題と考えるからである。

（1）教師の生き方・個性と関る先哲学習

都倫研の魅力は、人生論を語りあうふんいきがあることだろう。それぞれの人生

とお人柄からにじみでる味わいや含蓄から直接学んだことカミ最も心に残る。当時

多くの先生が「興味．関心の特に深い’十八番〃の先哲」があり、その先哲の魅力

を熱っぽく語られていた。公開授業でも、授業者自身が自分の生き方と関わらせて

情熱的に個性的に語るから輝くという「倫社」特有の問題を実感した。また、教師

自身の生きる姿勢力墹われる「倫社」のもつ厳しさも教えられた。

私自身も、新任数年間は「倫社修業時代」と定め、 1人の思想家に5～15時間

の授業をあて、毎年思想家を変えつつ、教材開発の蓄積を図った。時間をかけ、じ

っくり内容を掘りさげる勉強なしに倫社の授業が成立しにくかったからだ。今にし

て思えば、内容構成の偏りが大きかったが、こちら力泌死に学びながら行う現在進

行形の授業の新鮮さが少しでも生徒に伝わっていればと思う。

（2）具体的事例をエ夫し、自分の言葉で語る

都倫研に参加し、新任教師として早い時期に「倫社」の特色や問題点に気づくこ

とができたことも有難かった。同時に担当していた「政治・経済」は、ある程度、

制度や用語の辞雷的な説明で授業が成り立つ’錯覚〃が持てたが、 「生き方を生徒

と共に考える」倫社の授業をどうするか、途方にくれた。教科醤の抽象的な説明で

は、授業は抽象的な概念の堂々めぐりとなり「倫社」のねらいが生きないことを痛
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感した。

都倫研では、当時、この思想史的な概説的授業を克服するために、思想家をどう

精選し、基本的な問題をどう抽出し、具体的な素材をどう肉づけするかという問題

に積極的に取り組んでいた。そのような先輩の先生の議論や試みに刺激を受けた。

抽象的で概説的な教科書の内容を、どう自分の言葉で生徒の心に響く形で語りかけ

るが切実なテーマとなった。

このような悪戦苦闘を通して、 「きめ細かなねらいとポイントを設定し、具体的

事例や話材を工夫しながら、生徒が少しでもハツとしてのってくる授業をどう行う

か」という先哲学習をめざすようになったのも、都倫研の気風に負う所が入きい。

（3）青年期の生徒との関りから考える

都倫研の研究活動の伝統は、青年期にある生徒の実態や高校生の意識力哺に話題

になった。分科会の後の飲象会では、文化祭や修学旅行もあるいは各学校での生徒

指導の課題など、情報交換が活発である。この高校生の意識・生活．問題と関りの

中で生き方や思想の問題が語られるという都倫研の風土から学んだことは多い。私

が直面した不登校の生徒の問題では、カウンセラー●マインドに造詣豊かな先輩の

助言が有難ったこともある○

このことは、授業や教材研究を生かす上でも大切である。壁に向かっての一方通

行的な授業ではなく、目の前の生徒の興味●関心が何か、授業は生徒の立場から授

業はどう見えるか、 「生徒の受けとめ方や意義」との関りなしに、よい授熟まない

ことが痛感できた。 「生徒が生きていく上での課題とどう関らせるか」「生徒を学

ぶ主体としてとらえる｣、という「現代社会」で強調された趣旨やテーマは、この都

倫研の伝統が生かされたものである｡新「倫理」において青年期が冒頭におかれ、

他の内容も青年期の生きる課題と関らせる構成になっているが、都倫研が蓄積して

きた研究活動がここでも生きてくると思う○

私自身も、生徒が学ぶ主体としての授業形態をさまざまに試みてみた。 「3分間

スピーチ」「写真課題発表会」「テーマ討論会」「課題発表学習」をはじめ、論述

や作文の予告テストや課題、先哲の生徒の受けとめ方の分析などいろいろ工夫して

みた。また、中学校でどのような授業を受けてきたかの予備調査や「感動した言葉

・本．映画」などのアンケートの実施なども生徒を出発点として授業を考えていく

都倫研の活動からヒントや知恵を多く学んだと思う。

＄4）先哲学習をﾃｰﾏ的構成に生かすには？
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それでは、先哲学習を生かすテーマ学習のあり方を、次に考えてみたい。

現在、 「倫理」担当教員が減少し、先哲学習や原典学習の探究が希薄になってき

た感がある。一方、 「現代社会」の「よく生きることと生きがいの追求」における

テーマ的課題的な倫理学習も、成果が十分とはいいにくい面もある。そこで、都倫

研が培ってきた先哲学習の蓄積を活用し、テーマ的な学習との結びつきを図る具体

的な方法論と教材開発を工夫していくことが課題となる。

私自身の経験では、 「現代社会」の倫理的内容のテーマ学習は、まとまりある先

哲学習の教材開発に比べ、ある難しさと戸惑いを感じた。 「人間の有限性と永遠」

「文明と自然」「学ぶことと考えること」などいくつか試みたが、先哲学習との関

連もぎこちなく、手ごたえや達成感が十分に得にくいというのが率直な感想である。

その理由を省みて染ると、テーマ学習では、①先哲の生涯、言行、著作をどう抜

粋し構成するか、テーマを生かす視点やポイント、教材開発のための切り込承口を

自ら工夫して設定し、創造する必要があること、②先哲を手がかりにしない場合、

それにかわる素材内容を収集する必要があるが、テーマを生かす視点やポイントを

どう設定するかが、なかなか難しかった。さらに、テーマやねらい、視点というも

のは抽象的なものでも素材や教材がよほど練れて生徒にフィットしないと、何をや

ったか、 オ劫､りにくいという事情もある。

もちろん、教師力糠全に苦労・工夫して構成する教材開発が授業を活性化し、生

徒の興味関心を高めていく上で、テーマ学習の魅力も大きい。そこで。先哲学習を

ふまえてテーマ学習を生かす手立てをいくつか考えて染たい。

（5）テーマ設定の視点の「客観性」を高めるには？

－授業者の問題意識を相互に対象化し、自覚化する試致

都倫研30周年記念出版には、授業を構成するねらいや切り口、教材開発の典拠

となった参考文献に即して、各先生が「なぜこのテーマをこの角度から扱うか」と

いった問題意識に触れられているコーナーがあり、興味深く参考になった。

省桑れば、テーマ学習は、生徒との課題をどう受けとめ、視点をどう設定したか、

ほかならぬ教師自身の価値観や生き方力仮映されている。そこで、テーマ設定する

自分の価値観を省みながら、視点や切り口の設定のしかたを情報交換し論議するこ

とができればと思う。

というのは、自分のテーマ設定の偏りやとらわれを、自分自身で気づくことはな
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かなか難しいという想いがあるからだ。 20代の時に、イエス、パスカル、キルケ

ゴール、親鱒、漱石を重点的に授業で取り上げた年がある。ある生徒の指摘で気づ

くきっかけになったが、省ゑて「自我（エゴ）の問題性とその救済．剋艮」という

テーマにとらわれて、人生の意味を求める主知主義的傾向の強い授業であったと思

う。だが、それはあくまで私の思いこんだ問題であり、生徒が求めている課題と合

致しているとはいえなかったろう。知識社会学的にいえば「倫理」担当教員という

「身分層」は、人生の意味を主知主義的に探究する傾向が強いということになる。

授業を行う主体としての教師自身の価値観を自他ともに極力対象化し、自覚化し

ていくことは、M・ヴェーバーの指摘する学問や講義における「価値自由」の問題

と関ってくる。ヴェーバーによｵ,』笈「客観性とは自然に保障されるものでなく、自

らの価値観を不断に自他ともに対象化．自覚化．明確化していく過程の中で、より

実現しうる課題的なもの」である。

倫理の授業は自分の問題意織が出発点であり原動力である。その問題意識を互い

に対象化することで、テーマ学習の視点の「客観性」を高めていく手がかりとなる

のでないかと思われる。

（6）先哲と思想内容の選択の根拠を問い直す

テーマ学習を生かすため嬉先哲の取りあげ方の根拠を省みて、設定するテーマ

の方から先哲の思想内容を吟味することが求められようか。ある意味でパターン化

している「教科雷風の先哲」のどの内容が、生徒の生きる課題と結びつき、どの角

度から先哲を取り上げ、教材開発のためのポイントを抽出できるのか、様含に自覚

的に試みて桑ることも、張りあいのある課題であろう。

そのために、まず、教科書にのせられている先哲の選択の根拠、先哲像の叙述の

され方を問い直すことである。 「倫社」以来の先哲学習のイメージは圧倒的に教科

書のイメージによるところが大きい。しかし、教科書は、指導要領の趣旨と異なっ

て営業上・編集上の制約から「最大公約数的な先哲と思想内容を、バランスよく簡

潔に万遍なく記述する」定型パターンが成立すると、そのパターンを脱しにくい。

また表現上も、生徒の課題と関るテーマ的な叙述は難しい。 「簡潔に、正確に、

密度高く」表現するには、辞書の定義的な説明の方が、授業の手がかりとして活用

しやすいという事情もある。 「現代社会」の倫理的内容のテーマ的叙述が「主観的

で冗長であり授業で踊ﾙにくい」という評がみられるもその故と思われる｡教科
書の先哲像はあくまで手がかりであり、生徒の課題と関る視点やテーマは､教員の
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教材開発の中で自分で設定する必要がある。

これらの問題は「思想家の精選」「ものの考え方の基本問題」として、都倫研発

足以来の中心的な課題であるが、あらためて今、 もう一度、先哲の取り上げ方の根

拠や思想内容の選択の基準を自覚的に問い直すことが大切である。

例をあげてみよう。ソクラテスの場合『ソクラテスの弁明』における「よく生き

ること」の内容が中心の観点となろう。しかし「ものごとを論理的に多角的に忍耐

強く冷静にいきいきと探究する」という「ものの考え方」の観点からみれば、一方

的な演説の色彩が強い『弁明』より他の対話篇の方が効果的ともいえる。パイドン

の厳密な吟味、勇気をめぐる『ラケス』の平明・簡潔な問答法の精神、 『饗宴』に

みる閼達な議論のふんいきを素材として、教材開発を試象ることができる。

別の例をあげれば、功利主義だけでなく、卓絶した『自由論』のリベラリストと

しての』。s・ ミル、帰納法的な経験論者としてだけでなく、巨大な博物学的探究

の怪物としてのベーコンといったように、別の観点から先哲をとりあげていく論拠

を探究することも、おもしろい。

また、生徒力、先哲や原典を、テーマ的にどう受けとめている力、こちら側の意

図とずれることもある。 『老子』の無為自然や寡欲知足などを素材として、 「自然

に生きる」というテーマを設定しても、生徒は、逆説と反語の痛烈さ、否定の論理

の徹底による探究の魅力、簡潔な漢語の象徴表現の豊かさなど、強靱な論理と反骨

精神に共感していることは、生徒の感想文からもうかがわれる。

このように、教科書を中心とした先哲像や思想内容だけにとらわれず、生徒の課

題と関るテーマ的な視点やポイントの設定を自由に試み、それらを吟味・蓄積して

いくところから、新「倫理」の内容構成の道も開けてくるのでなかろう力も

（7）きめ細かな視点を設定して、テーマ的な再構成を図る

最後に、テーマ学習における「ねらい、視点、ポイント、切り込象口」の意味内

容について考えてみたい。これらはよく多用される言葉だ力、実際の教材開発の上

では、多面的な内容とレベルの違いがあり、それらを緊密にかみあわせて統合され

たテーマにまとめあげていく具体的な方法論が必要と思われる。

私自身の授業実感では、①テーマ、観点、視点、ねらいを抽象度のレベルに応じ

てどう緊密に関連づけるか、②授業で実際に活用しうる素材や具体例と結びつくき

め細かなねらいをどう設定するか、③ねらいや具体例を生徒の心にハツとして心に

食い入る形のものにどう選りすぐっていくかが、工夫のしどころである。
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たとえば「主体的に生きる」というテーマを取りあげて象よう。辞書では、主体

性は「自分の意志・判断によって、ゑずから責任をもって行動する態度のあること」

（大辞榊と定義されるが、先哲や思想的内容と関らせれば、多様な広がりをもつ。

マキアベリの政治的主体性、プロテスタンテイズムの合理的禁欲、ルソーの自発性

と自冶カントの自律、キルケゴールの主体的真理などそれぞれ独自の固有な意義

が見出されるし、シャカの自己統御や老子の無為自然さえ広い意味では「主体的に

生きる」ことであろう。

このような先哲の思想を「生徒の生きる課題と結びつけ、具体的に教材を6暁し

授業を行うためには、テーマを生徒の心の琴線に響くきめ細かな具体的レベルにた

ちもどって構成し直す必要があろう。例えば、①主体性の前提となる「我がこととし

して関っていくこと」、②決断し、責任をとることの意味、③能動的で積極的、意

識的で理性的であること、④価値に照らして行動する合理性、⑤沈着に自己を統抑

する持続的一貫性などは、より具体的なレベルでの視点になるであろう。また「主

体性を妨げるもの」の視点として、①過去のなりゆきに流され既製事実にひきずら

れること、②決断を回避し、優柔不断に迷うあり方、③「規則や命令で決まってい

るから」という責任転嫁、④「皆がそうするから」という大勢順応のあり方など、

よりきめ細かくしていくこともできる。そのきめ細かなねらいに対応した適切な話

材や具体例を開発すれば、授業も成り立つ。大切なのは、テーマやねらいを設定す

るだけでなく、それを授業に活用できるまできめ細かく設定すること、さらには生

徒がハツとしてのってくる事例や話材を裏づけることである。

以上は、都倫研の「倫社」時代に学んだあくまで一つの方法であり、 「倫理｣｢現

代社会」におけるテーマ的構成の方淘ま読解力が低下し、興味・関心が多様化して

いる高校生の現状を考えれば、他にもいろいろ考えられる。しかし、テーマ学習に

おける視点や切り込柔口といつたもの力、ともすれば多様な広がりの中で主観的な

ものとなりやすいだけに、先哲学習の思想内容をよりきめ胤肋､なねらいと関連づけ

ていくことは、やはり、重要で基本的な方法と思われる。

而
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Ⅷ個人研究報告

現象学の周辺（4）

都立大学附属高校(泡佐藤幸三（餐霞室）

7． （のつづき）意味の源泉としての生活世界Le"nsweltと超越論的エポケー

フッサール現象学での「新しい道」は、超越論的千ポケー(注1）から、すなわち、

デカルト的な道という空虚な道から具体的内実を伴う世界へと還帰する。

ガリレオが数学を自然へと適用するようになってから、その自然からは具体的事

象が捨象され、それ本来の意味が空洞化し、さらにそれが理性のもつ問題性の意義

と可能性を問わない実証主義へと倭小化されるに及んで、学問本来の動機を喪失し

てしまった。理性は、本来、存在者全体の普遍的理性へと立ち向かうことによって、

自己の真理性を得ようとし、また、自己を真ならしめようとしなければならない。

（『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』）

近代の科学によって自然は数学による定式化を視点として観察され、そこに「人

間」の入り込む余地がなくなってしまった。そこに学問の危機が生じた。対象（自

然）は本来的に我をとのかかわりにおいて直観されている。そして、対象を把握す

るところに人間が在る。世界は再び人間との関わりにおいて捉え返されなければな

らないが、そこで必要になるのが科学によって抽象化された世界ではなく、我々が

そこで生活している普段の具体的な世界なのである。生活世界においては事物は予

め－与えられている。それは、前述したが、具体的には事物、動物、人間、社会、

宗教、歴史等奄である。そうした事象はそれ自体においては言わば無機質なものと

してあり、善悪が人間の判断に依るものである以上その彼岸にあり、中立的特性を

有する。つまり、対象はそれとして存在している限りにおいては善でも悪でもない。

それが意味を持つに至るのは人間とのかかわりにおいて捉えられる限りにおいての

みであり、そして、それはエポケーとそれが可能ならしめる「反省」によってのみ

（妥当する）意味へと育成されるのである。歴史に関しては、それに伴い、従来の

ような事実の時間に即した記述という消極的な意味(注2）においてあるのとは違っ

て、主観が能動的に構成するものとして、主観が意味を与えるものとして性格が変

わる。フッサールの歴史論についてはディルタイの影響を見逃すことができない。デ

ィルタイは精神的生の歴史的展開の流れのなかに身を潜め、体験、了解し、そのなか

で人間全体が何者であるかを反省する「自己省察」を自らの哲学であるとした。主
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観は精神的生において生活世界を体験、了解し、そして、それに意味づけを行う。

自我と関連づけられた歴史は、たんなる事実の累積ではなく、生の客観化、自己客

観化という性格を有し、それがまた、主観にとっての目的論という性格を合わせ持

つ。いわゆる、歴史の歴史性である。この場合、歴史とともにある主観を取り巻く

生活世界にはすでに過去把持、想起による地平が主観を限定するものとしてあり、

もしくは動機づけるものとしてあり(注3)､そうした意味では歴史の考察は時間とと

もに地平に沈殿した生活世界を問わずしては不十分なものとならざるをえない。そ

の歴史的地平は、繰り返しになるが、エポケーが可能にする「反省」において顕現

する。反省のなかで時間の流れがまとめられ、そして、その反省は、また、時間と

ともに構成され、その結果、歴史の一時点を構成する。要するに歴史とは時間のま

とまりとしての反省そのものの時間化に他ならないo言い換えるなら、歴史によっ

て形成された地平を反省する主観はそれ自体歴史のなかにある。しかし、そのなか

にあっても、主観は逆に、自らの枠を越え出て自分を限定づけている歴史を主題化

することが可能である。したがって、その場合反省される対象とは、すなわち現前

化さ払記述される、あるいは意味を付与される対象とは、環境(周囲)世界urnwelt

と主観との関連である自分史、そして、 「私｣にとっては生前の世界を含む他者によ

って認知された史的諸事実であるということになる。そうした歴史世界経験の自我

生による統一的な意味づけと世界観の完結に歴史における目的論は存立するo

生活世界とは、数学者を初めとして自然科学者が取りこぼしたものではあるが、

歴史という主題など主観に関係づけられた世界を総称して示し、世界が人間ととも

にあるということを肯定するとき欠くことはできない。

燕(注1）「超越論的エポケーとは自然的態度における主観性の自己理解自己自身

を世界のなかの存在者とみなす自然的自己理解の徹底的な拒絶なのである」 （新田

義弘著『現象学』岩波全書）。超越論的エポケーを方途とするデカルト的な道には

欠点があるとされ、フッサールはそれを心理学者の、すなわち、生活世界からの新

しい道によって補うことを考える。 『イデーンl』では現象学的還元は「デカルト

的な道」にほぼ一本化されていたが、 『第一哲学』の時期から、彼は現象学のため

の方法を現象学的エポケー、心理学的還元と超越論的エポケー、超越論的還元に分

け、前者を主観的なものに反省を充てるものとした。しかし、それでは習慣化して

妥肖し続ける意識の働きが残るので、さらに包括的普遍的なエポケーが必要になる。
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それが超越論的エポケーである。したがって、後者は普遍的エポケーとも呼ばれる。

(注2)バートランド・ラッセルは「科学は、 （それ自体では善くも悪くもなく）倫

理的に中位である」と語っている。もし、その命題が真であるとすれば、科学の意

味づけは歴史的（歴史哲学）に検証されることを待たなければならない。だが、科

学技術の進歩によって地球が荒廃している現実を見るとき、ラッセルの命題は道徳

的怠惰と他ならなくなる。科学は、本来、その都度の発達に先立って意味づけを行

うべき当為を負っている。

(注3)世界の側から見れば、それは自我とは疎遠なものとして、 ヒユレーとして存

在している。世界が自我との関係においてのみ成立している限り、最初の原ヒユレ

ーといえども意識と全く無縁のものではない。それはすでに自我を触発するものと

してなにほどか意識されている、と考えられる。

8． ふたたび、メルローポンティ。知覚と世界、および言語論へ向けての序論

メルローポンティにあっては、世界は身体との相関においてあった。フッサール

現象学の根幹をなす「現象学的還元」への批判とその否定（注1）が、同時に「超

越論的主観性」の否定に繁がり、そして、それが世界は身体の直接的な延長である

とする彼の独特な思想を構成し、 「主観と客観の両義性」という構造概念を可能な

らしめているのである。世界とはある意味では私の身体の延長にすぎない（『見え

るものと見えないもの』問いかけと弁証法）。だから、認識は自己の身体を通して

でなければ生起しえない。すなわち、世界は行動によって狸得される射映を現出せ

しめるもの、その条件に他ならない。世界は身体の周りに広がっていて、身体をと

もなう行動とともに新たな様相をもって現出する。身体は「ここ」に在り、そこか

ら[_上｣、 「下］、 「そこ」等々に時間的綜合のなかで具体的な知覚が与えられる。そ

こで、メルローポンティは構成的精神には絶対的｢ここ」がないから、方向や空間が与

えられていないと言う（『知覚の現象学』空間）。ところで、フッサールと比較して詮

ると、こうした主観と客観の構造的一致には主観という側面が希薄になるのではない

かという疑問が残る。そのため、両義性というよりは、むしろ主観は客観としての

世界へと一義的色彩を帯びるのではないか、人間は「個」という人格を失うのでは

ないか、という疑義が生じる。だが、 メルローーポンティは、一方では現象野で可

能となる経験よりは、現象野に与えられる（反省によって築かれる）超越論的領野

を重要視している様子である。彼は、 「問題は、他者と、個人的主観としての私自
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身と、私の知覚の極としての世界この三つを構成する思惟を目覚めさせることで

ある」（『知覚の現象学』みすず書房上、P116)と述べている。そこで、 「言調に

焦点を当ててその周辺とともに論旨を展開するとき、ひとつの方向性が開けてくる。

他者の根源的経験は、 「他者はけっして、私自身にとってそうあるような意味での

く自我＞ではない」（同上『他者と人間的世界』）と、彼自身によって否定されている。

このような原理に基づく限り他の文化世界をどのように理解するかという疑問がつ

きまとうであろう。それに対して、彼は、 「他者知覚において本質的役割を演ずる

ことになる文化的対象は言語である」 （同上）と答える。メルローポンティにあっ

ては、我を、つまり、私と他者が同じ文化的世界に属していることがコミュニケー

ションの条件となっている（『他者の知覚と対話』）（注2）。同じ文化圏にあっ

て、他者は私の背後から、つまり、まったく異他的なものではないものとして、同

一の経験をしえるものとして私の知覚にすべりこんでくる。そこで、パロール（言

葉）は両者の差異を超えるものとして具体的に語られる以上のことを語り、共通の

状況を設立するとされる。また、物的客観的なものとしての身体は、相互主観にあ

っては、相互対象的なもの（相互身体性）として「視(眼)」を交流点として支え合

い、たがいに啓示しあいながら、たがいに経験を移行させあいながら知覚を完成さ

せる、とメルローーポンティは述べる（『自然の概念』)oしかし、その私と他者

の二重化は、むしろ主観一身体の置き換えというに等しく、空間的時間的に遠隔の

異文化を理解させるものではなく、ましてや、知覚は相互交流できてもその理解は

他者の認識思想にまで及んでいるわけでもなく、かかる理論構成の途上で｢他者」

を改めて持ち出す必要もないように思える。他者の他者性を救い出していないと意

味では、彼もまたフッサールと同様である。コミュニケーションそのものが他者理

解のための重要な方便となることは否定できないが、それは、また、別の視点から

論じられる必要がある。

しかし、この場合問題とすべきは対人関係と知覚が言語行為（パロール）と密

接に関係しているということである。根源的経験が可納となる主観による知覚は身

体に、そして、 （より広い世界経験を可能にするはずの）間接的経験である他者経

験は他者の身体の知覚と言語に依存するということになるが、知覚を十全な理解へ

ともたらすのが言語であるとすれば、現象野における精神的生はやはり言語に還元

されるということになる。知覚と世界は言語によって関係づけられているoメルロ
’ず

一寺ポンティにおいて、知覚と世界を結びつけているのは、言うまでもなくパロー
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ルである。では、パロールは両者の中間に位置するものなのか？（言語が精神世界

を形成しているとすれば事物そのものを反映する純粋言語は不可能となる。詳しく

は拙論『言葉と意味』都社研紀要参照）言語とはそれを使用する者がその使用と同

時にその意味と意味するものに向けて生きるものである。知覚によって得られたも

のは言語（パロール）によって再構成され認識へと高められる。その構成は、知覚

の世界でそのつど行わｵ'へ取り上げ直される。しかし、対象はこのように意味を付

与され、意味を受胎しても、物が意味そのものとなることは畢寛できないのであり、

その不完了という緊張が終始メルローポンティの哲学を築いていると推量される。

世界の側からすれば、それはただ現象として顕現するばかりなので、人間不在の世

界にあっては「仮象」という事象（注3）はあり得ない。自然は沈黙という形態で

語り出す（注4）。自然は顕現そのものにおいて真理であり、それを把握するため

に私たちは言語を手段として世界へと踏み込んで行くのである。仮象とは、そのと

きに生じる知覚の不十全によって起こる。また、誤謬は、言語化の過程でも起こる。

真理はあらかじめ世界とともにあるが、それをありのままに知覚し、その現象を言

語に写し変える作業を経由してそれは人間の意識に定着する｡ (言語の）意味は意

識のうちにあっては常に妥当している。このことは銘記されて良い。ただ、事象の

変化とその反省、あるいは省察そのものに対して充てられる反省によって、私たち

は当該の事象に関しての表現を同定したり、改めたり、あるいは、それまでの認識

は思い過ごしであったとか気づくのである。言語（その意味）のひとつひとつが環

境世界で現象して「たんなる事象bloPeSacmiclkeit」のそれぞれに対応している

という根拠は何も無く、その都度意味に照らし合わせるという確認の作業を本来必

要とするということ。したがって、誤って、言葉と対応する事物はある、と即断す

ることは、出来ないということは明瞭である。言葉の意味が事物としては存在せず、

あるいは、意識外にある事物とは無縁であるとすれば、 「身体による世界への巻き

込み」と、感性的世界の意味化は、 （主観と客観の）両義性であるとされた世界構

造を変革せざるをえない。つまるところ、 メルローポンティの身体企投は主観によ

る一元化ではないのかという疑念はどうしても生じるのである。

日常生活にあっては、事物と言葉の関係は約束と規範に基づいて一致させられて

いる。そこで、事物（そして、それを取り巻く環境世界）についてさらに詳しく論

究したいと欲するならば、言語について今まで以上に再吟味してその性格を究める

ことがどうしても欠かせなくなる。感覚と言語との対応関係が問われなければなら
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ないが、そうした問いかけは、私たちを「言語の起源」の論究へと導くのである。

メルローポンティは言語のコギト以前に｢無言のコギト」があると言う。それは「あ

らゆる言葉に先立って」行われる｢私自身の生命および思惟との接触｣であり、私の

行う「すべての表現作用を生気づけ、指導する」ものであり、それがなければ、「言

語生活がそもそも存立し得ない」ようなもの(PR423～468=2.241～304)

であるとされる。

また、彼は、純粋対象である自然は人間の経験のうちには見いだしえないもの

（『自然の概念』）、あるいは、存在の整合的な構造を存在せしめるところのもの

（『同上』）であると言う。とすれば、自然は知覚、もしくは知覚的連鎖、感覚的

世界沈黙の世界としてしか理解されないということになるのか、 ドクサ世界から

の現象の発生それと言語との関係について私たちはなお踏み込んで行く必要があ

りはしないだろう力も両者それぞれの起源とその関係こそ問われなければならない。
’

蟻注1 メルローーポンティは「現象学的還元」と「純粋意識」については否定的

に捉えている。そして、そこを起点として彼の知覚に関する理論が展開されている、

と考えられる。

注2 このパロールのなかにわれわれ自身が置いたものしか見いださないわけであ

って、コミュニケーションとは見かけだけのことであり、そ”まわれわれに真に新

しいものを何も教えてはくれない。 （『純粋言語の幻想』）

注3岩崎武雄氏はカントの先験的感性論を論じるにあたって、感性を触発するも

のとしての｢物自体｣の存在を考えなければ現象と仮象を区別することができなかっ

たのではないか、と述べている（『カント「純粋理性批判」の研究』勁草書房)o

だが、両者の区別は感性が陥りやすい錯誤から免れるための主観による要請であり、

自然が仮象を現出させているとは考えられない。

注4 自然は他ならぬ「私」に対して何事かを語っているのではなかろうか。 「沈

黙」と語るとき、それはあらかじめ述語化が前提されているがゆえにすでに意識内

にあると考えられるので、この表現が自然の側から見た、つまり、客観的な表現に

なっているかどうかは今後検討に値する。 「感性（覚）的世界」が自然そのものか

ということについても、同様に疑義が生ずるように思える。
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｢高校生の宗教に関する意識調査」

都立篠崎高校藤野明彦

1． ねらい

この意識調査をするにあたって考えたことの中に、学習指導要領、教育鴎憲法

の問題など非常に微妙な問題がある。宗教を倫理の授業で（それも公立学校で）教

えるのには、多くの不安と疑問が残る。しかし、現代社会が抱える諸問題の多くの

部分で、この「宗教」は関連を持ち、その多くの場合問題の根本原因であることも

考慮すべきではないだろうか。また、世界的に見ても、湾岸戦争、パレスチナ紛争

ガンジー暗殺、等多くの地域紛争、人種民族差別の根本原因に宗教が関係する問題

が多く、お互いの無知や誤解が招いたでは済まされない問題である。特に日本社会

は、欧米社会の影響が歴史的に強いため、多くの部分で欧米の価値観のコピーであ

るものが少なくない（特に教育はそうではないでしょうか)｡また、白人コンプレ

ックスや、白人至上主義に迎合しがちな面、経済第一優先主義で突っ走ってきたた

め、日本人の優秀性を誇示するばかりに日本人以外の人凌に余りにも傲慢になって

はいないだろう力も単純労働者人口の減少に伴って急増した外国人労働者の問題や、

経済成長率と比例する日本企業の海外進出と在留日本人の増加、声高に叫ばれる国

際理解教育の重要性などを考えると、倫理という教科は余りの一面的な教育ではな

いだろうか。

このような中で、現代の社会に生きる高校生の意識の中に「宗教」とはどの様に

写っているのであろうか。連日の様にマスコミを賑わす「宗教紛争」。K社vsK

のK，O教、K党の指示母体であるS学会の粉争などに始まり、脱税対策の隠れ蓑

として俄然注目を集めるようになった宗教法人、そして政府統計によれば、それら

の信者の数が日本の全人口の2倍という統計数字が現すものとは何であろうか。

「新宿の母」をはじめとして、道を歩けばいたるところ占い師の看板が反乱し、若

者の町原宿には占い師のための雑居ビルがあり、週末ともなれば中高校生の長蛇の

列ができる。高校生の雑誌や彼らの会話の中に「占い」や「宗教」の話題がとりあ

げられる。ある意味では、単なるサブカルチャーとして受け止めているだけで良い

のだろうか。もちろん、その中には「宗教」というよりも単なる、 「流行物」程度

の問題も少なくないが、これらが、話の糸口として、本来の意味での「宗教問題」

を考えるきっかけになれるのではないかとして、今回調査考察してみたく思った。
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2．集計結果

意識調査の中である程度傾向性が見いだせるもの、興味深いものは以下の様に

なった。なお、解答数は1－5が41 1－6が39 計80であり必ずしも、統

計的に信頼の於けるものではないこと、クラスによって、雰囲気の違い等があり、

同一の結果を示しているとは限らない。また、余白の部分や裏等に個人的コメント

を語ってくれた者も少なからずいた。

もしくは家族の中にある特定の宗教の信者がいる。

¥:| : NI :; 末解答’
、
５
６

私
一
一

１
１

Ａ

2

1

B 自分個人も家族も特定の宗教の信者ではないが、なんらかの形で宗教的に影響

を受けているとすれば、何でしょうか。

1－5仏20神1 キ1 他7未解答13その時によって7

1－6 18 5 1 1 7 7

合計 38 6 2 208 7

圧倒的な数で仏教を解答している。

口､

Cあなたは、神や仏、もしくは何か目に見えない何か巨大な力が世の中に影響を

与えていると思います力も

1－5

Z: | :: W:l l: 糊答|21－6

Dあなたは、何かに祈った事があるとすればそれはどういう時ですか。

（具体的に誰に何を ）

亀戸天神（6学区の地元と言うこともあり、かなりの生徒が答えた）、合格祈願

交通安全家内安全初詣

病気からの回復、不安な時、何か大事な事をするとき

エホバ、金色の仏像、先祖の霊（仏壇）、北野天満宮

年末ジャンボ宝くじが当たるまうに、困った朧部活の試合前に
〃
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E将来、結婚するとしたらそのときはどの様な結婚式をやってみたいですか。

1． 教会で 2． 神前で 3． 仏前で 4． その他

５
６

’
一

１
１

26

13

1

2

０
３

13

18未解答2

F宗教は人生に必要だと思いますか。

1－5

1－6

Ｓｅ
Ｑ
〕
Ｑ
〕

Ｙ 答解
３
３

未No

27

27

Gそれはなぜですか、具体的に。

Yesの解答…………昔から愛されており、宗教が無かったらむちやくちやになっ

てしまっているから。心のよりどころとして神や仏の存在は大切だとおもう、人に

は頼れるものが必要、宗教で成り立っている、神とかに頼りたくなる時がある、人

生の生き方を教えていただく、迷っている人困っている人を良い方にもって行った

り、心の支えになる、人が何を信じようと勝手だ、先頭にたってひっぱってくれる

人が必要、生き方も大きくかわってくる、無いよりはあったほうが良い、人間は弱

いもので何かにすがりつきたい時はある、面白い、心の安らぎ

中間意見他の人の迷惑にならなければ、十人十色

Noの解答…個人の考え方がしっかりしていればいい。別に自分には必要ではな↓も

宗教に入らなくても生活して行けるから、信じていないから、何も良いことがな

いから、入ったからと言って良い生活が送れるわけが無い、何も特にならない、

余り人生に関係無い、無くても生きて行ける、いざとなれば頼れるのは自分だけ。

不自由する事は無い、自分の心の問題、信じている人には必要かも知れないが、

宗教同志の対立ができてしまうから、必要ない、神様とかを信じやすい人らにとっ

てはあったって無くたって同じだから。いろいろあるともめ事になる、生活を束縛

されたりするから、今は必要性が無い、役に立たない、あっても無くても良い、

興味が無い、宗教に生活を押さえつけられたくない、充分やっていける、別に同じ、

利益にもならずも鉛筆くれるぐらい、むしろ宗教のせいで人生を阻まれた人たちも

いる。自由気ままに生きたいから。
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H嫌いな宗教はあるとすれば何教です力も

1－5 1－6 1－61－5

1オーム真理教

幸福の科学

イスラム教

ユダヤ教

キリスト教

ブードー教

ヒンズー教

天理教

創価学会

創価学会以外

霊波の光

真光

特に無い

無関心

その他

未解答

宗教団体一般

５
５
５
１

１ ６
５
４
１
１
２
１
１

１

１
１
１

２
４
１
９

１

1

1 ５
６

I 海外の宗教の中で大きなもの、イスラム教とキリスト教がありますが、

に親しみを持ちますか。 キリスト教イスラム教どちらもN・Y

1－5 37 0 2

1－6 32 3 3

どちら

未解答

1

1

’

圧倒的なキリスト教指示である。その理由も

イスラム教は恐ろしい、閉

鎖的､豚肉が食えない、断

食嫌いだから、知らない

から、規則があるから、食

生活の規制がある、刺薄さ

れたりするのが嫌いなだけ

で、キリスト教に親しゑを

持っているのではなくイス

ラム教が嫌いなだけ。

秘Iでや

気分がよい、知っ可

可謬い‐古くからG ’
｜

’

マや駅

がある

h;拝蛍

、キリスト教の

だから、幼稚瞳

幾会が多い‐神

小数の肯定的意見として

キリスト教に、長年虐めら

れてきたからつい、個人的

にイスラム教が好きだ
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I

3° まとめに変えて

いわゆるイチゴ世代と言われる、高校生にとって宗教を教えることはかなりの

困難を伴うのではないだろうか。教科書で、教室で、教師がといった既成の方法に

よる教育は少なからず破綻を来すのではないだろうか。生徒達が抱く宗教に対する

興味、意識と現実の知識とのギャップはかなり大きいように見れる。もちろん、 日

本人特有の、何でも受け入れる許容力と暖昧さもあるのであろう。

例えば、

※（ファッションとしての宗教性）

設問Bで半数の生徒(38）が、宗教的に仏教の影響を受けているとしており、キ

リスト教の影響を選択したにもかかわらず、設問Eで半数の者（39）が教会で結婚

式をしたいと解答している。厳密に宗教と言う意味で理解するよりも、彼らに取っ

ては流行、ファッション的なもので教会での結婚式を意識しているのではないだろ

うか。しかし、これ程までに「教会」での結婚式を希望しているとは予想できなか

ったが、最近の帝国、ニューオータニ、オークラといった高級ホテル御三家や、結

婚式場のチャペル新設ラッシュを考えると、市場経済と若者の心理はここにハッキ

リと表れていると思える。
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廉（宗教性）

設問Cにあるように、神や仏の力、宗教と言うものを意識している者YESが42

に対してNOが35という結果が示すように、彼らに取っては宗教というものは余り

重要なものではないのかもしれない。また、科学技術の発達した現代文明の中で生

きてきた彼らに取っては、具象的でないものの存在には極めて否定的な反応を示す

のかもしれない。物質文明に毒されていると言えばそれまでかもしれないが、かな

りの部分、日本人の特徴を現しているのではないだろうか。また、その目的、対象

も、合格祈願や交通安全で御利益宗教と言うと誤解を招くかもしれないが、きわめ

て限定的な目的で、限定的な期間に祈る傾向が見られる。どちらが本当の宗教であ

るか、正しいかなどは規定できる訳はないし、宗教に対する価値鍵姿勢というも

のは各々違いがあるし、日本人特有の発想もあり、一概に否定はできないであろう。

しかし、彼らの意識の中にある宗教性は、キリスト教やイスラム教の祈りと意味が

かなり違い、毎日の生活に根ざした生活宗教でないことは考えられる。また、それ

だけ宗教との接触、関係が少ないとも言えるだろう。

-111-

凶



燕（否定的宗教観）

この調査を行った時期にちょうどマスコミで多くの宗教を取り上げていたが、特

に新興宗教各派の争い(幸福の科学、オウム心理教）や創価学会と日蓮宗の内部争い

などをセンセーショナルに扱っていたこと、一昨年来の湾岸戦争におけるイスラム

教の影響力や、筑波大教授の暗殺事件などイスラム原理主義者の活動なども考慮す

る必要があるかもしれないが、設問Fの結果が、全体的に宗教に対して、否定的な

解答が（54）と、肯定意見（18）に対して3倍も多くなったということは注目すべ

きではないだろう力もその理由も設問Gで示すように、単に宗教の必要を感じない

だけとか、宗教による束線規範など生活細部にまでわたる規定の中で生活したく

ないという自由、悪く言えば「我がまま」を解答する者もいるが、ハッキリと宗教

の持つ弊害を指摘している者も少なからずいることを、世の宗教家の人々は理解し

てほしい。同時に設問Hの解答のように、マスコミの報道の影響がここにはっきり

と表れているのではないだろうか。

全体の傾向として、特に彼らの価値観、意識の中にあるものに

1．束縛されたくない

2． 楽しくやりたい、もしくは楽しくできないのであれば決して近づかない

3． 既成の常識よりも、各自の感性で接したい

4情報の絶対量と価値観は比例する(D社倫理教科書ｲ涙合ジ､Vs誤るシ）
5． 本質はともかく、楽しめれば良い 等があげられるかと思う。

蕊（キリスト教対イスラム教）

基本的に何でも受け入れてきた日本人が、これほどまで明確にイスラム教を否定

するとは予想以上である。これは、日本人の白人崇操コンプレックスの現れであ

ろうと思えるが、少なからず雰囲気や感情面、欧米のスクリーンを通った報道、情

報の提供があるであろう。しかし、彼ら高校生が16年間に学校や家庭で体験を通

して接触してきたもの、得た知識を考えると当然かもしれない。現在の日本社会に

置けるイスラムの存在を考えると、黙って見過ごす事に不安を覚える。

I

I

’
蕊最後、国際社会という世界の中でのイスラムをはじめ宗教の存在は無視できな

い巨大な力であり、単に貿易、経済活動と言う面だけでなく国内の外国人労働者、

アジアとの関係も踏まえ、国際社会と接触する機会は今後とも増え続ける事を考え

ると、宗教教育には慎重に検討すべき課題が内在しているのではないだろうか。
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森林伐採による「環境と人権」

玉川聖学皖幸田雅夫

1． テーマ

私たちが地球上に住んでいる以上、 「環境問題」について直面することが多い。

一見平和でも何でも満たされている日本においてさまざまな環境問題が、身の回り

にある。四大公害また典型公害以外にもオゾン層の破壊、酸性雨、ゴルフ場の問題、

海洋汚染、ゴミ処理など環境に関する問題をたくさんかかえている。常に「これで

良いのか」と思いつつ生活をしているのが現状ではなかろうかと思う。 「環境問題」

と一言で言ってしまっても、その奥はどろどろしたものである。

昨今の地球環境は、マスコミが取り上げているように年女悪化している。それで

は、そこに住んでいる人たちにとって熱帯林とはどんなものなのかをいくらかでも

生徒たちに伝えられないものかと考えて取りあげてゑた。

先日、マレーシアのボルネオ島（インドネシアの方をカリマンタンという）のサ

ラワク州に行くことができた。現在森林伐採が盛んに行われている地域で、今世紀

の末には熱帯林が枯渇する恐れがでている地域である。昨年12月の国際熱帯木材

機関(ITTO)の総会では2年以内に25影の削減を行うことを発表している。

マレーシアというと、地理などではクアラルンプールを中心とした半島の方をと

らえがちである。 「ルックイースト」とか、工業化といった言葉がでてしまう。私

が行ったところは、宗教的にみてもイスラム教の影響が強い半島とは違い、キリス

ト教の影響が強い。ボルネオは華僑の人口が半島に比べ多く、 「商店」のほとんど

看板は漢字で書かれてある。

私は現地の森林伐採反対派の人たちとともに、マレーシアの先住民であるイバン

族の家庭に何日間かお世話になった。町からポートに乗り、ずっと奥の森の中まで

に彼らの住処はあった。一族が一緒に住む「ロングハウス」と呼ばれている長屋に

泊めてもらったのであるが、大きな所では200人ぐらいが生活をし、小さいところ

でも100人くらいが居住している。生活は、ほとんど自給自足の生活である。この

ロングハウスの人たちは、 「森林伐採」は自分たちの森を荒らされているというこ

とで、それこそ真剣であった。食べること、暮らすこと、もし、熱帯雨林が伐採さ

れてしまったら、死活の問題である。特に、彼らの森を荒らしているのは日本に木

材を売っている企業なのである。人間として放っておけない問題である。
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i
我々は消費者という立場であるが、生産者側の問題というのも考えなくてはなら

ない。 「森林伐採」はマレーシアのサラワク州の問題だけではなく地球環境全体に

もつながる問題である。政府とぶつかっている先住民族の人たち。少数民族が生活

するのが困難になっている問題も、少数民族がいるところでは共通性を持っている。

「少数を保護する」といったことを建前上言ったとしても、多くの場合は多数決で

解決されてしまう。一体土地は誰のものなのか。この地球は誰の者なのかと問いか

けを思わずしてしまう。
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2．ねらい

少数民族の問題としては国内ではアイヌの問題がある。サラワク州の先住民の土

地の問題などにしても、日本の問題と共通したものがある。 「先住民の土地を返し

てほしい」とアイヌの方では萱野茂氏などが訴訟を行っているが、慣習法が認め

られずにいつの間にか近代法が入り込んでいるため、現在もめている。

熱帯雨林と私たちはあまり関係が無いように思いがちであるが、たいへん身近な

問題である。建築材料である「コンパネ」は南洋材である。しかもこれらは使い捨

てに等しい。また家具にしても、東南アジアをはじめとする地域からの木材が使用

されている。使い捨てが果してそんなによい社会なのか、生産者側の国の森林が伐

採されることについて抱えている問題を自分の問題として触れてみる必要がある。

3． 展 開I
I

1）熱帯林の輪

日本は世界の

くさんの木材を輪

出入について

中では森林資源に恵まれた国であるにも関わらず何でこんなにた

入しなくてはならないの力も日本の国内で調達できないとなると

１
１

一体どこで調達をしてくるのか。 以前はフィリッピンであったが、インドネシア、

マレーシアと移っ ている。日本への南洋材の大部分はマレーシアからのものである。

では免許（ライセンス）を取得した業者が先住民の意見などを聞現在-マレーシア

かずに一方的に伐採を行っている。

2）森林伐採によって、現地ではどんな反対運動を起こしているか。

ジャングルの伐採に対して反対をしている。 「バリケード」を行っている。伐

採のための道路を封鎖した。また、時には州政府に対して非暴力の抗議をして、自

うとしている。反対運動のおかげか、場所によっては森林伐採を

－114－
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一時停止しているところもある。

3）現地の人々は熱帯林からどんな恩恵を受けているか。

・環境保全効果

土壊侵食防止、流水調整土壊肥沃化、洪水、土砂崩れ防止

・生活必需品

薪、木炭、肥料、染料、果物、薬品

・産業利用

木材、紙、ゴム、油脂

・動植物

種の宝庫、蛋白資源 （「破壊される熱帯林より」岩波ブックレット）

4）私たちは熱帯林からどんな恩恵を受けているだろうか。

・建築土木関係（プレハブ、天井板、羽目板、 ドアー、コンクリートパネル）

・家具

・家電キャビネット

。その他（楽器．スキー、サーフィンの板、仏埋棺桶など）

5） 日本に協力をしている企業また、日本の企業はどんなことをしているか

日本に協力をしているのは華僑系の企業が多い。日本との合弁企業も数をある。

機械のほとんどは日本製(MADE INJAPAN)である。先住民もかなりの数労働

者として借りだされている。危険が高く死亡者もでている。労働条件は3Kである。

6）監獄に入れられた仲間を救いだすのはどうしたらよいか

私たちに先住民が、仲間救済のために相談をしてきた。しかし、我々は相談に

のれるほどの力はなかった。保釈金が必要だけど、それだけの問題ではなく、この

問題に関心をもってくれる人をいかに作るかである。

7） ロールプレイ（ 10分間その人物の気持ちになって喋る）

役を決め、一人一回以上しゃべる。その立場に立って、上のことを考えながら

喋り、その立場の考えをふりかえってみる。
●●●●●●●●●●｡⑪●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●e●●｡●●e●■ ｡●●●●●●●●●G●●●●●●･････．｡...cゅ巳甸.．.．．◆．。．.．..．.....．.．｡..｡

§ 森林伐採派……日系企業先住民労働者、華僑系の経営者、政府関係者 ；

§ 反対派……ロングハウス村長、若者たち、女性たち、子供たち
●●●●●●●●の 0●●●｡●●●●●●●●◆●●●白 ｡●｡●●● ■■●●●●●･◆●●●●●●●o●････････｡･･0＄｡･･･････.......DC.．.....◆..．①..0.......□..．D

ワークシート

①相手方はどんなことを言っているか。
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②それについてどう思うか。

4． まとめ

生徒が先住民の立場になって考えるというのには「デイベート」や「討謝など

の手法が効果的である。 「森からの恵ゑ」を都会の生活の中では感じないことがあ

る。しかし、我盈の生活は自然と密着したものであった。日本の文化の中では|~山

の神」がいきている。

森林伐採に対して先住民は恐れていない。定住化をさせようとしても自分達の伝

統的な生活を守っている。私たちが食べた食料の多くは森の中のものであった。果

物などももちろん森から調達である。焼畑農業を行い、自然と共に生きようとして

いるのである。伐採が始まってから、食料がとれなくなり、貴重な蛋白源である、

鹿や野豚が捕れなくなっているといっていた。 （伝統的な狩猟の方法としては吹き

矢で護物を捕る）また、健康障害が現われている。栄養失調や皮膚病が増えている。

現金収入がほしいとなると、政府が奨励をしているコショウ作りをしなくてはなら

ない。コショウ1キロにつき日本円で100円にもならない額である。コロンブスの

時代ではまだしも、現代ではそんな高くは買ってもらえない。監獄にいる仲間を保

釈するためにもお金が必要なのであるが、農薬代などもかかると、コショウの価格

は本当に低い。 「バナナ」や「エビ」と同じような構造をもっているのである。同

じように、人間の生活が犠牲になっている。 「人権」という言葉は完全無視されて

いる。風の頼りによると、我左が帰ったあとに、 5人が捕まったそうだ。また、外

国人が入ることを制限しているとも聞く。相手の立場に少しでもいいからたった授

業をすることは必要である。ロールプレイのようなケームであろうと、考えなくて

はいけない問題は多全ある。

〈参考資料＞

･Quark l991. 10～1992.2連戦「森に訊け」

。 「サラワク・アップデイト」 サラワク・キャンペーン委員会

・イブリン・ホン「サラワクの先住民」 法政大学出版局

。 「日本の公害輸出と環境破壊」 日本弁護士連合会編日本評論社

。 「破壊される熱帯林」 岩波ブックレット
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｢現代社会の授業の工夫について」

都立桜水商業高校大月郁夫
1． はじめに

現代の日本の社会は、国際化社会、情報化社会と並んで、高齢化社会であると、

よく言われる。いわゆる、 65歳以上の老年人口の増加が著しいのである。それに比

べると、働き手である生産年齢人口は、減少の傾向にある。女性一人が一生の間に

産む子どもの数は、二人を割っているために、全体の人口の増加率はそれほどでも

ないが、その構成が問題になっているのである。

今回は、深刻化しつつある、この高齢化の問題について、授業の中でどのように

取り扱ったらよいか述べてみたいと思う。

2． 授業内容

A単元名

高齢化社会について（人口問題の一環として取り扱う）

B単元の目標

人口問題については、世界的な人口の増加傾向に対する生徒の関心や意識をもと

にして、人口問題に含まれる様女な事象のうち、例えば、年齢別人口構成からみた

高齢化の問題を取り上げ、それが、各個人の生き方と深くかかわるものであること

が認識できるようにする。

C教材観について

一方的な講義形式の授業だけに終わることないよう、視覚的にも理解してもら

う。そのために、OHPを活用していく。

D事前調査の結果と考察

（1）調査項目

①あなたには、祖父または祖母はいますか。

②いると答えた人に聞きます。同居していますか。

③テレビ、ラジオ、新聞などで、高齢化社会の問題を取り扱った記事を見たり

読んだりしたことがあります力も

④あると答えた人に聞きます。それは、どんな内容のものでしたか。
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⑤老人を相手にしたボランティアをやったことがありますか。
⑥あると答えた人について聞きます。それはどんな内容のものでしたか。

（2）調査の結果

①祖父がいる人 63％ 祖母がいる人 87％
②祖父と同居している人 11％ 祖母と同居している人 12％

③見たり読んだりしたことがある｡23％

④老人増加にともなって労働力が低下する。老人ホームの設備等の特集記乳
ボケ老人の在宅看護等のニュース特集。

⑤ボランティアをしたことがある。 6％

⑥絵を書いて送ったり、文化祭に呼んだりした｡老人ホーム慰問。

E指導計画

人口問題を全体として4時間使うが、高齢化社会の問題については1時間で行う。

F本時の指導

（1）導入（10分）

前回の授業の復習（世界の人口は、爆発的に増加している）から入る。日本の

場合は、このことに関しては、それほど深刻ではないが、だからと言って全く安

心していられるのだろうか。発問してゑる。

（2）展開（35分）

①高齢化社会の現状

古い年代から人口ピラミッドを作成して重ね合わせていく。 (OHP)多産

多死型から少産少死型へと移行してきたことがわかる｡一一→老年人口とは何歳

以上の人か発問してみる。（選択肢提示)－→老年人口の増え方をグラフにして

外国と比較(OHP)一→増加の実態をアンケートをもとにして考えさせる。

②高齢化社会の問題

高齢者の生活を支えている生産年齢人口の割合が減っていく。つまり負担が

増大する。社会保障関係費の増加などに対する税制改革や年金制度の改革が必

要となる。

（3） まとめ（10分）

明るい社会を作っていくためには、金銭面だけでなく精神的なことも重要b高

齢者に対しては、いたわりの気持ちをもって接していくことが大切である。

G評 価

高齢化社会が、日本において問題になっていることを感じることができたか。
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「基本的人権の尊重lとは…
一事例をもとにした討議の計画と実践一

世田谷工業高校増田和明

1． テーマ 「いじめ」を考える

2． 「いじめ」を取り上げた理由

一学期の半ば頃、 1 ．2年生の特定のクラスで、いわゆる.「パシリ」（使い走り

……友だちに圧力をかけて、主に菓子やジュースを買いに行くよう命令すること）

や暴力・暴言などの「いじめ」が発覚した。

私が『現代社会』を担当している2年生のあるクラスでも、 1年時からの「いじ

め」がエスカレートして、ついに被害を受けた生徒が担任とともに、生活指導部に

直接申し出る事態となった。 （私は、今年度生活指導部に所属）

申し出の後、生活指導部では、 「いじめ」に加わった生徒5名を個別に呼び出し

て、詳しく事情をきき、その結果5名の生徒は特別指導（校内謹慎）を受けること

となった。

この実践は、 「いじめ」発覚直後、 5名の生徒が特別指導（校内謹慎）に入る直

前に行った、当該クラスでの『現代社会』の授業についての実践である。

3． 本校生徒の実態（主に、特別活動・教科・学校生活に関して）

(1)個性豊かな生徒が多く、生徒会活動・学校行事・クラブ（部）活動などに意

欲的に取り組む生徒が多い。

（2）現代社会の具体的な事象に興味をもつ生徒が多い反面、生徒の学力に大きな

差があって、論理的な思考や抽象概念の理解が十分にできない生徒がいる。

（3）生活習慣の乱れ・集団生活への不適応から、遅刻の常習・無断早退・オート

バイ通学・喫煙。いじめ・暴力などの問題行動を起こす生徒がいる。

4． ねらい

(1)討議を通して、学校生活上の問題点について、生徒自身に深く考えさせる。

（2）討議を通して発見した問題点をいかにして克服すべきか、自らの力で判断し、

それにもとづいて行動できる力を養う。
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(3)身の回りで起きている事象を客観的な目で見つめ直させ、 「基本的人権の尊

重」とはどういうことなのか、実感としてとらえさせる。 ’
I

5．留意点

（1） ホームルーム・生活指導部による特別指導（校内謹慎）との関連を十分考慮

し、担任・生活指導部と十分に連絡をとりあって行う。

（2） 「いじめ」の問題をロングホームルームのテーマとして取り上げることもで

きようが、 『現代社会』の授業においては、特に「基本的人権の尊重」という

視点を見失わないようにする。

（3）教示的・説得的な、教師主導型の授業ではなく、生徒自らが問題の所在に気

づき、その解決方法を自らの力で見出していけるような授業を心がける。

’

I

I

6．事例をもとにした討議の実際

（1）討議の方法

以下のような事例と設問を載せたプリントをもとに、個人←→班討議←→全

体討議を行う。

（2）討議の展開

①事例の確認（過去に発生した「いじめ」の事例をもとに創作した）

a)転入生のAは、Xたちに命令されて、登下校の時、カバンを持たされて

いるoAは「グループでは自分が新入りであるからしかたない」と考え、

命令に従っていた。

b)AはXたちに命令されて、菓子やジュースなどを何度も買いに行かされ

た。Aは嫌やだったが仕返しがこわくて断われなかった。

c)一緒に帰ろうと約束した日に、Aが先に帰ってしまったので、Aはお灸

だとXに言われて、たばこの火を手の甲に押しつけられた。

d) Xらは、嫌がるAを押さえつけて、手の甲に「バカ」とマジックで書い

たoXらは、 「学校にいるうちは消すな。消したらどうなるかわかってる

んだろうな」とAを脅した。

e)Aは転入生であることもあり、なかなか親しい友人ができないので、嫌

な顔を見せることはあっても、 「嫌だ」とはっきり言えず、がまんしてい

た。
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②討議内容

問1. Xらのいじめをやめさせるために、第三者である君は、次のXたちの

主張に対してどのように反論し、どのようにXたちを説得するか、遜で

話し合いなさい。

<Xたちの主張〉

1. ｢Aは転入生で新入りだから、カバンぐらい持こせたっていいじゃな

いか』

2. ｢Aが自分から菓子を買いに行きたいといっているのだからいいじゃ

ないか』

3． 「約束を守らないからちょっとお灸をしただけじゃないか』

4. ｢Aが、バカって書いてくれって自分で頼んだんだからいいじゃない

か』

5． 「Aはなかなか友達ができないから、おれたちで面倒をみてやってる

んだ。おまえには関係ないだろうJ

問2． 「いじめ」と「ふざけ」はどう違うのだろうか、斑で話し合いなさい。

問3． なぜ「いじめ」は許されないのだろうか、班で話し合いなさい。

問4． いじめられても仕方がないケースというものがあるだろうか、班で話

し合いなさい。

問5． 第三者である君は、今後どうすべきか、斑で話し合いなさい。

問6． いじめられているAは、今後どうすべきか、班で話し合いなさい。

※班討議の内容を各班から出し合い、全体討議へ移る。

全体討議の場では、私がx役につとめて、各班から出された反論に対して

再反論を試み、討議を盛り上げていった。

たとえば、

「Xたちの主張1」に対してある班から出された反論

｜隙謡縦慧嚇蟹｡て､愚｡卿…鑿‘,“
X役の私から再反論

「本当にAが嫌やだと思っているのなら、Aは頼まれてもカバンを持た

ないはずだ。Aは自分が新入りだからみんなのカバンを持つと自分でい

っているのだ。我盈が無理に持たせているわけじゃないJ
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cf 実際に「いじめ」に加わった前記の5名については、生活指導部での特

別指導（校内謹慎）の過程で、ディベート形式の話し合いやロールプレイ

を取り入れて、相手の立場を考えさせる指導も行った。

たとえば、x役を演じさせ、あくまでもxの主張を正当化する理屈を考

えさせていって、その矛盾に気づかせる、など。

7．実践・研究の結果

（1）生徒は、自分たちのクラスで発生した問題行動を客観的に振り返れるように

なった。 （人権侵害に気づいたj

（2）生徒は、事例を通して問題の所在を自分の力である程度正確にとらえること

ができた。 （人権尊重の重要性を理解できたj

（3）生徒は、討議を通して、自分と違う立場の意見があることに気づいた。

（4）問題行動を起こした生徒については、本時の授業と生活指導部での特別指導

の効果が相俟って、道徳的・倫理的行為の内面化がある程度はかれた。

参考として、前記のいじめに加わった生徒の一人が、特別指導の終了間近に綴っ

た「反省文」を示しておくこととする。 『現代社会』の授業および特別指導中に話

し合われた討議内容が、自分の意見としてそのまま表現されていることに注目した

い。なお、本文は四百字原稿用紙6枚分に担当する。

「反 省」 （原文のまま）
OXHR氏名 X

僕がAくんにしたことは、暴行を加えたり、暴言をはいたり、圧力をかけて財布

をあずけたりということです｡ (略）今までの自分に足りなかったことは、いじめ

られている人の気持ちやそれを思いやる気持ち、それと人間は平等であるというこ

とをわからないでいたことだと思う｡ (略）これからの自分に必要な事はケジメを

つけること、一人一人の友達に対して付き合い方を考える、そして、弱い立場の人

間を常に見守るということだと思う。ケジメをつけるのは、Aくんをいじめている

ときはわからなかったけど、第三者的立場で考えてみたら自分のやっていたことは

明らかに「ふざけ」の限度を越えていたのだ。つまり自分はイジメとふざけの区別

が全然ついていなかったのだ。今考えると異常だったなとつくづく思う。では、ど

こからがイジメなのかというと、加害者がふざけているという感覚で危害を加えて
〃‐
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いても、被害者が自分はイジメられているという感覚をもってしまった時点からだ

と思う。だから自分は今後そうならないようにケジメをつけて、物事の限度を考え

ようと思う。 （略）自分はものすごく明るい性格なので、今まで暗い性格の人とは

あまり接したことがないので今後そういう人間ともよく接していこうと思う。また

人間にはいろいろなタイプがある。自分はいろいろなタイプの人間と接していこう

と思っているわけだから、自分の考えとその人のタイプを合わせていかなければと

思っている。もう一つ自分に必要な点は、弱い立場の人を見守るということだ。今

まではこういう立場の人をぎゃくたいばかりしていたので今後は守るほうの人間に

なりたい。 （略）これからは、クラスのみんなでも立場の弱い人が安心するような

明るく楽しく過ごせるようなふんい気をつくろうと思っている。
I

↓ ｜

’
蕊立場の強い者（自分）と立場の弱い者（友人）という分け方にはまだ問題が残

っていないか？
1

’8． 実践・研究の今後の課題

（1）教科担任・担任・分業との連絡・調整について

教科の学習を広い視野からとらえ直す必要がある。互いに情報交換を行い、

その成果をフィードバックしていく必要があろう。

（2）話し合いのすすめ方・討議のしかたについて学習する機会が与えられるとよ

い。 （ロングホームルームなどを通じて）

（3）事例を用いた実践においては、生徒が事例の文章に固執するあまり、 「基本

的人権の尊重」という視点が見失われるおそれがないわけではない。

｜

I
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｢在り方生き方」教育に対する疑問

酒井俊郎

1． 今回の改訂以前の指導要領ゐ総則

昭和53年の学習指導要領、総則の2は、次の通りである。

「学校における道徳教育は、学校の教育活動全体を通じて行うことを基本とする。

したがって、各教科に属する科目及び特別活動においてそれぞれの特質に応ずる適

切な指導を行わなければならない。

道徳教育の目標は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基

づく。すなわち、道徳教育は、人間尊重の精神を家磨学校、その他社会における

具体的な生活の中に生かし、個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展

に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成するため、その基盤と

しての道徳性を養うことを目標とする。 （以下略）」

これを、小・中学校の指導要領と比べると、第一段落については、小・中学校の

場合は、各教科、特別活動の他に「道徳」の時間が設けられているから、 「道徳の

時間はもちろん、各教科及び特別活動においても……」となっている点を除けば、

全く同じ表現である（総則2）。つまり、 「学校における道徳教育は、学校の教育活

動全体を通じて行う」という基本原則が述べられていて、小･中・高一貫している。

第二段落については、小・中学校とも、指導要領の「道徳」に掲げられている

「目標」と全く同じである。今回の改訂で「人間尊重の精神と生命に対する畏敬の
一

製という表現とに実隻哩迄皇旦本人」という表現がつけ加えられたが､その点
を含めて、小・中。高の一貫性が保たれている。

2． 今回の改訂で示された「在り方生き方」教育について

今回の改訂では、第一段落が大きく変った。次の通りである。

「学校における道徳教育は、生徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会の一員

としての自覚に基づき行為しうる発達段階にあることを考慮し人間としての在り方

生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより、その充実を図

るものとし、各教科に属する科目及び特別活動のそれぞれの特質に応じて適切な指

導を行わなければならない。 （以下略）」

つまり、高等学校における道徳教育は、 「在り方生き方」教育を行うことによっ

て充実を図るというのである。これは、従来の考え方になかったものであり、小．

中学校の考え方とも明らかに違っている。
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3． なぜ「在り方生き方」教育なのか

教育課程審議会道徳委員会特別検討部会は、道徳教育と「在り方生き方」教育と

の関連について、次のような共通理解を得たという。

a 「人間としての在り方生き方に関する教育」は、知・徳・体の調和を図りなが

ら、それらを統一して自らの行動を選択し、決定していくことのできる主体の育

成を目指すものであり、高等学校教育全体にかかわる基本的なものである。

b生きるということは、どのような行為を選択するかということであると考える

ことができる。このような選択は、道徳的判断の他、知的判断などが加わってな

されるものであり、 「人間としての在り方生き方に関する教育」は、道徳教育よ

りも包括的概念と考えられる。

cすなわち、 「人間としての在り方生き方に関する教育」は、道徳教育とは捉え

方において異なるものであるが、 「人間としての在り方生き方に関する教育」は

その内容の多くにおいて道徳教育と深いかかわりをもつものであり、その充実は、

高等学校段階における道徳教育の充実につながるものである。

（『公民科教育への歩みと課題』斉藤弘箸より）

4． 「在り方生き方」教育に対する疑問

，． 「在り方生き方」教育は、 「知・徳・体の調和を図りながら……」とあるが、

それは、高校教育そのものと同じなのか、違うのか。同じならばなぜそういう

言葉を使うのか。違うならばどう違うのか。

2． 「在り方生き方」教育は、道徳教育より包括的概念であるとし、その理由と

して「道徳的判断の他知的判断などが加わってなされる……」とあるが、道

徳的判断には知的判断が加わっていないのか。もし加わっていないとすれば、

小．中学校の場合の道徳的判断力をどう説明するのか。

3． 「在り方生き方」教育は、道徳教育とは捉え方が違うが、内容は深いかかわ

りがあるというが、どのように違い、どのようにかかわっているのか。

4．従来からの、道徳教育は学校の教育活動全体で行うという基本方針は変った

のか変わらないのか。変ったとすればなぜか。変わらないとすれば、同じく学

校の教育活動全体で行う「在り方生き方」教育とどのようにかかわるのか○

以上、紙数の関係で、いくつかの問題提起にとどめるが、小・中・高一貫した道

徳教育を進めるという観点から、このような素朴な疑問に対し、充分に納得のいく

説明がなされるべきであると思う。
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｢倫理学の根本問題」を読む醜書会報告 リッフ・スの

参加者工藤（国立研）佐藤勲（小松川）増渕（千歳）

渡辺安（江東工） 山本（玉川）佐良士（田園調布）

私達は本年度、年間を通じて倫理に関する本を一冊勉強し会う機会をつくろうと

いうことで有志による読書会を総計5回にわたって実施した。テキストは、 リップ

スの「倫理学の根本問題」を採択したが、その理由は以下のようなものであった。

①我々の中にそもそも倫理としてあるべき人間の生き様が整理されていない。②現

代社会の倫理を考える場合変わってゆくべき倫理観と共に変わらない倫理観がな

いとそこに理想と現実との葛藤も生まれず生徒自身の解決の手掛かりも見失われて

しまう。③「倫理学の根本問題」の中には、現実問題で直面する重要なテーマが扱

われている。④従来は倫理と哲学が混在化して暖昧な形ですすめられてきた。しか

し我々が扱うのはあくまで倫理が中心であり、その点でこれまで倫理についての実

質的な学習がないがしろにされてきたように思われる。

リップス（1851～1914）は、 ミュンヘン大学の教授であり、カントの影響を受け

ながらも独自な心理学的、人格主義的な倫理学を樹立した。 「個々の特殊な場合に

ついて、道徳上正しく行為するためには、私はどのように行動しなければならない

か、ということが倫理学の課題ではなくて、道徳的なものの一般的な特徴は何であ

るか等一般的な問題が倫理学の研究課題であり、それは世界認識の問題でなく、心

理学的事実である」と捉えている。そしてI－我盈は意思決定に関係のあるあらゆる

事実を認識し、それらの事実の要求に謙虚に耳を傾け、諸動機の価値をぱ、主観的

制約（個人の性癖、気質、気分等）を捨象して、客観的に比較考量しなければなら

ない。このことが理想的な形で実現したとき、そこに道徳的な心情が成立するわけ

であって、道徳的な心情から、客観的に妥当な正しい行為が生まれてくるJと考え

ている。その意味で、彼は心情倫理学的立場にある、ということもできよう。

こうした学習会を通して逆に現代社会で要求せられている倫理的課題が浮彫りに

されたという意味でも一定の成果があげられたように思われる。今後も継続してこ

のような活動を実施し研究部の一翼を担えるものとして位置付けられるよう努力し

てゆきたいと考えている。以下、各章ごとに、要旨、論議された内容等を示してゆ

きたいと思う。

「第一講序論一利己主義と利他主義」
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本講においては、問題は「道徳とは何なのか」におかれ、道徳そのもの、道徳一

般の探究を主題とすることが示される○続いて利己主義と利他主義について述べ、

利他主義が利己主義に還元できないことが主張されている。利己心の強さが人間の

自然に由来するとも述べられるが、利他主義が人間のうちに独自の根拠を持つこと

が強調されている。第一講では人間性一般が前提されているようだが、この前提の

妥当性は検討を要すると思われるOしかし、道徳を相対化せず探究する姿勢には学

ぶべきものがある。

「第二講道徳的根本動機と悪」

前講の議論を受けて、道徳が自己価値感情に基礎をおくものだと主張される。こ

の感情は人間の本性から生じるものとされ、自己自身を尊重する感情を基礎に、他

人の道徳的価値を理解することが重要視されている。また第二講の最後で「悪」に

ついて述べ、これは人間の動機そのものではなく、むしろその働きや関係の不完全

さに由来するとされる。人間の本性に由来するものは道徳的に中立であるという主

張は、人間が自分をより高めようとする努力を第二講で求めることと通じ、道徳的

向上の一般的な可能性を述べるものでもあろう。人が完全な道徳的価値をとらえ、

完全な思考によって全く道徳的たりえると著者は考えているようだが、この人間性

への信頼は重要な点である。人間の本質的な傾向性の如何は検討を要するとしても、

保つべき視点といえよう。

「第三講行為と心情（幸福主義と功利主義)」

本講では、道徳的評価の対象としての行為の問題が論じられており、結果的評価

の立場に立つ功利主義．幸福主義の批判を通じてリップスの立場がうち出されてい

る。彼によれば、結果論的幸福や快楽は、人間の心理的事実を述べているにすぎな

いが、倫理学はいかなる目的を選択すべきかを明らかにしなければならないと考え

る。快楽．幸福は行為の道徳的評価の究極の基準ではなく、行為は、それがいかな

る内的根拠（心情）に基づくかによってその道徳的評価が決定されるとする。この

点について、近時英国の哲学者ヘアが具体的状況の中で一定の道徳批判を下すに際

しカント説と功利主義の融合を試みており、その観点からの妥当性も併せて論議さ

れたo

「第四講服従と道徳的自由（自律と他律)」

道徳的要求（命令）に対して、いかなる服従の仕方が道徳的であるかが論じられ

ている。そして倫理学的に見て重要なのは「服従することが問題なのではなく、い
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かなる心情から服従するか」が問題なのであると考える。彼は、すべての人間の中

に「自己の動機というものがある」ととらえ、外的要求と我を自身の動機との関係

を二つに分けて説明する。外的要求が内的要求と一致する場合は、外からの要求は

私の自由な行為に機会を与えたに過ぎないが、命令の内容を問題とせず自己の欲求

のための手段として服従する場合は、道徳的に全く盲目であるとする。この意味で

彼は、内心の声に従う自律の立場をとるといえよう。このような真理の認識へと導

く思惟の育成のためにどのような教育方法が求められるかが討議の争点となった。

「第五講道徳上の正当性（義務と傾向性)」

本講の主題は「道徳性とは何を意味するか」ということである。前講で展開され

た行為の側面と心情の側面を統一する道徳的行為の主体としての人格という観点に

立って、彼は道徳的に正しく行為することは、一切の主観的制的（私のそのときの

気分、状態、気質等）を脱して、客観的妥当性に従って行為することであると考え

る。すなわち、個人および時代の変化にかかわらず妥当する行為こそ道徳的に正し

い行為であると言う。このことを、 リップスは、良心、価値、当為、義務の四つの

観点から詳細に検討している。彼は真なる判断と道徳的判断を対応させて、そこに

客観的妥当性の根拠を見ているが、そのことの当否や意識一般の立場から如何にし

て個会の場面に即した判断を生徒に提示するかが討論された。

「第六講最高の道徳規範と良心」

本講では、前講の分析を受けて「どのような最も普遍的規範または規則がそこか

ら生ずか」が考察される。彼はそれを三つの規則にまとめている。第一は、自分自

身に忠実であり得るように行動せよ、第二には、意志の格率が普遍的法則であるべ

きことを欲し得るよう行動せよ、第三には、すべての人の道徳的意識にとって妥当

な仕方で行動せよ、である。これらは「汝は普遍妥当的に行動せよ」という一の規

則に包括することが出来る。

「第七講目的の体系」

人間は与えられた環境の中で、何らかの目的を設定しその実現のために行為を選

択するが、 リップスはこの目的が道徳的心情とどのようにかかわるかを分析してい

く。行為を規定する目的は、様食な様相をもっており、心情の内部で力動的にはた

らくという意味で、目的の有機体とも呼ばれる。そこで、様左な目的相互の関係を

規定する要素を、次の五つに分けて論じている。①目的の無制約性と制約性：前者

は、外的なものから独立した、それ自身に価値をもつ人格などの目的を指す。②目
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的の包括性：例えば多くの人々の幸福、広い範囲に及び善、強さや持続性をもつ目

的などである。③生存欲求と精神的欲求のような目的相互間の規定関偽④行為の

及ぼす遠近の問題：例えば祖国愛は人類愛につながるかどうかといった問題である。

⑤目的の実現可能性と不可能性： リップスは実現できない目的は、事情によっては

放棄すべき義務があるといっている。このような五つの観点は、価値対立や葛藤の

性質を区分するための枠組みを提供しているという点で、道徳教育の教材作成に生

かすこともできよう。

「第八講社会的有機体」

続いて社会や国家において、どのように道徳的な秩序が実現されるべきかを考察

している。家族における性的関係の特性を､感性と道徳的内容との結合に見いだし、

本来あるべき道徳性の欠如を悪と呼んでいる。続いて、法律と道徳との関遮国家

の道徳的人格形成とのかかわりについて論じている。この章の展開は、市民社会論

の未成熟有機体的社会・国家間を背景にしており、しかも制度を論じる方法論が

不明確という点で、他の章と比べると生彩を欠くものとなっている。

「第九講意志の自由」

意志の自由とは、その人の意志が人格によってのみ規定され、他から妨げられも

せず、強制されもしないことであり、人間の意欲はあらゆる条件の下で一義的に決

定されるという決定論的立場をとる。あくまでも人格を重んじ、行為はそれに対応

するしるしである限りで帰責しうることや責任が成立する。従って、この立場に対

する非決定論的立場は責任の否定であるとして批判を加えている。読書会の討議に

おいて人格と行為の関係や決定論的立場の有効性などが話題になった。

「第十講帰責・責任・刑罰」

帰責は、人間の動機がそれ自身のもつ強さが何ものにも妨害されずに発揮できる

かいなかによる。従って強い感情の興奮や熟慮の時間の欠乏などのため、道徳的な

動機が十分に意思決定に及ぼせないときには、帰責しうることが軽減される。責任

は逆に道徳的に劣等なものに対して軽く、道徳的に優れているものに対しては重く

なる。刑罰は、被刑罰者自身の不正への内的否定がその目的であり、害悪を加える

ことは手段にすぎない。だから、それなしの暇罪要求は他人の不幸を喜ぶ感情と同

じであり、死刑については刑罰の意義に矛盾する。討議において、 リップスのだし

た先天性犯罪者の意志の自由と不自由について、帰責と責任と自由の関係について

議論になった。
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Ⅸ東京都高等学校倫理･社会研究会規約

1． 名称 この会は、東京都高等学校倫理・社会研究会といいます。

2． 目的 この会は会員相互によって、高等学校社会科「倫理」 「現代社会」

教育を振興することを目的とします。

3．事業 この会は、次の事業を行います。

（1） 「倫理」 「現代社会」教育の内容および方法などの研究

（2）研究報告、会報、名簿などの発行

（3）その他、この会の目的を達成するために必要な事業

4．事務局 この会の事務局は原則として会長在任校におきます。

5．会員 この会の会員は次の通りです。

（1）正会員学校またはその他の研究団体に所属して、この会の目的

に賛成する者

（2）賛助会員この会の目的に賛成し、会の活動を援助する団体また
は個人

6．顧問 この会の顧問をおくことができます。

7．役員 この会の役員は次の通りです。任期は1年ですが留任を認めます。

（1）会 長 （1 名） （4）幹 事 （若干名）

（2）副会長 （若干名） （5）会計監査 （若干名）

（3）常任理事 （若干名）

8． 総会 総会は毎年6月に会長が召集し、次のことを行います。

(1)役員の選任

（2）決算の承認、予算の議決

（3）その他重要事項の審議

9．年度 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終り

ますb

lO、経費 この会の活動に必要な経費は、会費その他の収入でまかないます。

会費は次の通りです。

(1)正 員学校または研究団体を単位として年額 1,800円

（2）賛助会員年額 1D 2,000円

11．細則 この会の規約を施行するについて、幹事会は必要な細則を作ること
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ができますb

12．規約の変更 この会の規約は、総会の議決によります｡

附 記

この規約は昭和37年11月20日から施行します。

昭和42年度総会で、会計年度と会費の変更がみとめられた。

昭和55年度総会で、本研究会の名称を「倫理社会」研究会か

ら倫理・社会研究会に変更することがみとめられた。

●
●
●

１
２
３

’
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X都倫研研究活動の記録

研究主題による都倫研30年の歩み

昭和37(1962)年

昭和38(1963)年

昭和39(1964)年

昭和40（1965)年

昭和41（1966)年

昭和42(1967)年

昭和43（1968)年

「倫・社」の授業内容の研究一指導事例集（大阪教育図書）

倫理・社会の指導と展開一資料を中心に（講談社）

「倫理・社会」科の授業に関する調査－この一年を省みて

倫社学習上の問題点を実践的に掘り下げる

指導内容の構成はどうあるべきか

倫理・社会授業の事例研究

倫・社指導内容の深化のために……原典資料をどのように理解

するか

倫理社会の指導内容の精選について

新学習指導要領をどう具体化するか

新学習指導要領をいかに具体化するか

資料を中心とした学習への取り組み

評価を中心とした授業研究

倫理社会への新たな取り組み－授業展開の工夫と実践

教材内容の平明化一今日の生徒に適合する「倫・社」へ

テーマ学習を中心とした分かりやすい授業展開

教材内容をどうしぼり深めていくか

「倫・社」のねらいをどう生かしていくか

生徒の意欲を高める授業展開の工夫

「倫理・社会」の現代化と「現代社会」への対応

「現代社会」の内容構成と教材化の研究

「現代社会」の理念と授業展開の研究

「現代社会」 「倫理」指導の具体的展開

「現代社会」 「倫理」の課題と指導内容の基礎的研究

現代に生きる課題を探究させる指導方法の研究

よりよい生き方を探究させる「現代社会」 「倫理」の研究

現代社会の基本的な問題の理解を踏まえ、自己の生き方を考え
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昭和44(1969)年

昭和45(1970)年

昭和46（1971)年

昭和47（1972)年

昭和48(1973)年

昭和49(1974)年

昭和50(1975)年
昭和51（1976)年
昭和52(1977)年
昭和53（1978)年
昭和54（1979)年
昭和55（1980)年
昭和56（1981)年
昭和57（1982)年
昭和58(1983)年
昭和59（1984)年
昭和60（1985)年
昭和61（1986)年
昭和62(1987)年
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させる指導の研究

昭和63（1988)年生徒の身近な問題の教材化と生き方の研究

平成元(1989）年現代社会が直面する問題の理解をふまえ、人間の生き方を考え

させる指導の研究

平成2（1990）年現代社会の諸問題を課題として担う、人間としての在り方生き

方について考えさせる指導の研究

平成3（1991）年現代社会の課題を考えることを通して生徒に人間としての在り

方生き方を探究させる指導の研究
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編集後 記

都倫研紀要第30号をお送り致します。都倫研紀要は今年度第30号という節目

の年を迎えました。

今年度は30号の特集として、初代会長の矢谷先生、初代事務局長の佐藤先生、

初代研究部長の増田先生をお招きしての座談会を企画させていただきました。また、

「都倫研の歩みと展望一都倫研と私」という特集においては、創立以来研究会の発

展に御尽力された先生方から、そして現在まさに中心となって活躍なさっている先

生方からも原稿をいただくことができました。

個人研究報告においても「地道な研究活動」をという初心通りに、分科会の活動

を基盤としながら、初めての先生からベテランの先生まで多くの先生方から原稿を

いただき充実したものとなりました。

都倫研30周年ということで、創立当初から今年までの研究主題を一覧表にして

みました。本来ならばその研究主題の変化をめぐって一段深い考察をと思っていた

のですが編集担当者の力不来のため実現させることができませんでした。ただ、研

究主題を並べただけでも「倫・社」の誕生と定着の時期、 「現代社会」の登場や社

会の急速な変化に対する対応など、時代の変化とともに問題意識の変化をうかがう

ことができます。そしてその中で生徒ともに学び、生徒に対して何をでのように伝

えていこ､うとするのかという熱い思いは一貫していることを感じとることができる

と思います。今後の課題に対して、どのように迫っていくのかを考えるためにも参

考になればと思います。
また、都倫研の研究活動の大きな柱である公開授業・研究発表はこの’0年間だ

けでも延べ’00人をこえる先生方によって行われています。さらに分科会まで広げ

ればその数は数倍にも及びます。改めて都倫研の研究活動がいかに多くの先生方に

支えられているかを思わずにはいられません。
この紀要第30号が、草創の精神に学びつつ一層の発展の契機となることを祈念

いたします。

最後に、短い期間で玉稿をおまとめ下さりお送りいただいた先生方に改めてお札

を申しあげます。
都倫研広報部富塚 昇
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あ と が き

都倫研は昭和37年11月に都立忍岡高校で誕生し、今年創立30周年を迎えまし

た。 「流行と不易」という言葉がありますが、 30年間の都倫研の歩承も流行と不

易の二つの面をもつものと思います。教育現場に根差した自主的な研究活動という

倉位の精神は不易であり、今も研究例会や分科会活動に生かされていますb他方、

生徒や社会の変化に即した課題を研究テーマとして積極的に取り組むという流行の

面は30年間の研究テーマー覧表によく表れていると思いますb

今年も多くの先生方のご支援｡ご協力により活発な研究活動を行うことが出来ま

した。厚くお礼を申し上げますb今年はリップスの著作を読む分科会も誕生しまし

た。ソ連の解体など世界が激しく変動している時期であるからこそ古典を熱読する

ことが大切であると思います。また、都倫研の研究活動の集大成として、都倫研創

立30周年記念の出版事業を企画し、都倫研8冊目の出版物として『公民科「倫理」

指導内容の研究』を刊行することができました。関係の先生方に感謝申し上げます。

平成6年度の新学習指導要領の実施に向けて、各学校においても教育課程の検討

が行われ、また、今年9月からは月1回の学校五日制が実施されます。都倫研の創

立の精神を生かしつつこれらの課題に積極的に取り組んで行きたいと思います。至

らぬ点の多い事務局ですが、何卒ご支援の程お願い致します。

（都立府中高校井上勝）
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